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ラダ ッ．ク王 国史の人類学 的考察

歴史一生態学的視点

煎 本 孝＊

An Anthropological Study on the History of the Kingdom of Ladakh 

            —A Historical-Ecological Approach—

Takashi IRIMOTO

   The history of the Kingdom of Ladakh, Western Tibet, is 

examined from an anthropological point of view. La-dvags-
rgyal-rabs is used as a source for  hiStorical-ecological analysis of 
the systems of economy, politics, and religion of the kingdom. 
The following three results have been found. 

 (1) INTERRELATIONSHIPS BETWEEN THE SYSTEMS OF ECONOMY, 
 POLITICS AND  RELIGION  : 

   The systems of economy, politics, and religion can be seen as 
an integrated system of the kingdom; i.e., a ruling system. This 
system of integration was based on the transit trading economy 
between Central Asia and India—the sovereign right being 
succeeded by the rNam-rgyal dynasty—and the cultural identity 
of the people as Buddhist. However,  the internal mechanism of 
the kingdom was motivated by the antagonism among the 
dynasty, the prime, minister and the Buddhist  temples. Also, 
the rivalry among the local noble families as well as the different 
schools of Tibetan Buddhism produced an effect on politics. 

(2) RELATION OF THE SYSTEMS TO THE HISTORICAL PROCESS OF 
    THE KINGDOM 

   The historical process of the Kingdom of Ladakh—i.e., 
formation, development and decline—can be seen as the changes 
of the system of integration. That is, the formation of the 
kingdom was dependent on control over the formerly independent
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local chiefs, and the control of trading routes and trading acti-
vities. The  development of the kingdom was dependent on the 
improvement and expansion of the trading economy, on which 
the political system was established. Subsequently, the political 
system functioned for the maintenance of the economic system, 
through positive feed-back mechanisms. In this stage, the 

 formation of the strong ruling system was represented by  Sen-

ge-rnam-rgyal, the king who concurrently served as prime minister. 
The kings supported the religion both on the levels of ideology 
and economy. In return, the religious system justified  the king-
ship. This process could have been indicated by the new role 
of the monasteries belonging to  anuttara-yoga Buddhism, the nature 
of which is secularism and education for the people in general. 
These monasteries were founded during the second dynasty 
after c. 1400 A.D., the development stage of the kingdom, in 

place  of  yoga-tantra Buddhism, which was solely aimed at individual 
enlightenment. The decline of the kingdom was the result of 
the dispersion of political authority due to the maturing  economy 
which at this time functioned towards disintegration of the 

political system. This view is different from the traditional 
interpretation of the decline of the kingdom, in which disability 

of individual kings was said to be a cause of this tragedy. It was 
also pointed out that the process of decline of the Kingdom of 
Ladakh may be characterized by the fusion of the kingship not 
only with the office of prime minister but also with  the Buddhist 
temples. 

(3) THE ECOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE SYSTEMS 
   The system of integration of the Kingdom of Ladakh could 

be analysed in terms of ecological niche—i.e., ecological location 
of the state and its relation to the external world. It has been 
revealed that the nature of the  ecological  niche of the Kingdom 
of Ladakh was not the internal completeness of a closed system, 
but that it was permeable which enabled the cultural-economic 
transmission between Central Asia and India through the Ladakhi 

political-religious boundary. The carrier of economy and culture 
were the Kashmiri merchants as well as  '  AM-rgon  traders  : the 
mixed population between Yarkandi merchants and Ladakhi 

 Women. As traders, they invaded the geographical and political 
boundary of the kingdom, but religious identity separated 
these Moslem traders from the Buddhist inhabitants in Ladakh. 
Therefore, it should be pointed out that religious identity, 
functioning as a boundary maintenance  mechanism, made
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permeability of the north-south cultural-economic transmission 

possible, and that it makes the system of integration of the 
Kingdom of Ladakh consistent.
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１． 序 論

　西チベット，ラダック王国は南を大 ヒマラヤ山脈，北をカラコルム山脈に囲まれた

厳 しい地形的条件 と生態環境にありなが ら，地理的には中央アジアとインドとの境界

領域を占める。 このため，古来よりインド，チベ ット，東 トルキスタンなどとの経済，

文化交流を通 じて，ラダック独自の歴史を展開 してきたと考えられる。 したがって，

ラダ ック王国の研究にとり，その歴史的背景と変遷過程の理解は必須である。そこで，

本稿において，ラダック王国史の人類学的考察を行なう。人類学的考察とは，人類と

その活動という研究対象の総合的把握 と理解を目的とする。即ち，従来より，歴史，

経済，政治，宗教などの各専門分野において断片的，個別記載的に行なわれてきた考

証を，より広い枠組の中で総合的に検討することを意味するものである。

　歴史一生態学的 （ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ－ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌ）視点とは，歴史を生態学的視点 から分析，

統合す る研究方法である。分析，統合とは対象を構成する各要素の抽出とそれらの間

の相互関係の検証である。しかし，対象は変化するもの，即ち通時態であるから，そ

こに静的な構造を前提とはしない。 したがって，従来，共時態の分析概念 として用い

られてきた機能という概念 も，ここでは変化 （時間）そのものの中に認めることにな

る。

　生態学的視点における生態という用語には２つの概念が含まれる。その第 １は環境

要因を意味するものであり， 社会一文化の外側にあり， それ らに一方的な条件を与え

る外部要因として従来考えられてきたものである。 しかし， 生態的要因は 社会一文化

（経済一政治一宗教）により開発， 利用されることにより変化 し， さらにこのことによ
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って経済一政治一宗教 との関係が制御されるというフィード・バ ック機構 （ｆｅｅｄ－ｂａｃｋ

ｍｅｃｈａｎｉｓｍ）を認めねばならない。 したがって，生態はラダ ック王国史の人類学的考

察においては，経済，政治，宗教と同様，王国維持機構 とその変化の動的構成要素の

一つとして考え られるべきである。次章以下，考察される生態的条件とはこのような

意味における動的構成要素である。

　生態の第 ２の概念は対象の全体性である。人類の諸活動を伴 う生活全体が人類の生

態として捉え られると同様，ラダ ック王国の機構の全体性をラダ ック王国の生態とし

て捉えることができる。 この生態概念は無論，ラダ ック王国が有機体あるいはそれと

相似のものであるという前提を意味するものではない。研究対象は人問活動によって

創造されたラダ ック王国の機構である。 したがって， ここでの生態とは前記の生態

（条件），経済，政治，宗教の包括概念となる。 この全体性を考察する時に生態的地位

（ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌ　ｎｉｃｈｅ）という分析概念を用いることが有効である。生態的地位とは，動

物生態学の用語として，生物的環境における動物の場所，食物，敵との関係を意味す

る ［ＥＬＴｏＮ　 ｌ９２７：６３－６８］ものである。 社会人類学の分野においても民族集団の分

布と集団間の関係における地理的要因として用いられ ［ＢＡＲＴＨ　ｌ９５６：１０７９－１０８９，

１９６９］， さらに生態人類学の分野においても人間集団の利用する計量可能な環境資源

的要因として用いられ ［ＨＡＲＤＥｓＴＹ　ｌ９７７：１０９－１２０］ている。 しか し，いずれの場

合も，外的環境条件としての意味に重点が置かれ，人間集団の自然および他集団との

関係における全体的位置づけという視点を欠いている。本論においては，第 ５章にお

いて考察されるように，生態的地位という用語をラダック王国の機構の全体性および

その位置づけを考察するための概念として用いることにする。

　以上述べたように，ラダ ック王国史の人類学的考察 とは，ラダ ック王国の成立か ら

発展，衰退という歴史的 （時間的）過程における生態，経済，政治，宗教相互間の動

的関係の分析であり，その機構の全体性の考察であると規定することができる。 この

理論的枠組に基づくと，ラダ ック王国史の人類学的考察における問題点を以下の様に

設定することができる。第 １の問題は生態，経済，政治，宗教の間に如何なる関係が

存在するのかということである。第 ２の問題 はこの関係がラダ ック王国の歴史的過程

と如何に関連するのかということである。さらに第 ３の問題はラダ ック王国の歴史的

過程における生態学的意味づけである。この最後の問題においては環境要因としての

生態的構成要素の役割と，ラダック王国の全体性としての生態的地位の問題をそれぞ

れ明 らかにする必要がある。

　次に，人類学的考察における方法論として，ラダック王国の歴史資料の検討，整理
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が必 要 で あ る。 資 料 と して ， Ａｎｔｉｇｕｉｔｉｅｓ　Ｊ　ｏｆ　ｌｎｄｉａｎ　Ｔｉｂｅｔ　Ｐａｒｔ　ＩＩ．［ＦＲＡＮｃＫＥ　 １９２６］

に註 釈 を加 えて 収 め られ て い る ラダ ック王 統 史 （Ｌａ一伽 ｇ∫－ｒｇｙａｌ－ｒａｂｓ） を 用 い る１）。 ラ

ダ ック王 統 史 は全 １０部 よ り成 る。 第 １部 は賛 歌 で あ る。 第 ２部 は宇 宙論 で あ る。 第 ３

部 はサ キ ャ （Ｓａ－ｋｙａ） の 系 譜 で あ る。第 ４部 は仏 教 の チ ベ ッ トへ の最 初 の伝 播 につ い

て で あ り， ラ ンダ ル マ （Ｇｌａｈ－ｄａｒ－ｍ ａ）に至 る チ ベ ッ ト諸 王 の系 譜 が述 べ られ て い る。

第 ５部 は ラ ンダ ル マ に よ る仏 教迫 害 と仏 教 の衰 退 につ いて 述 べ られ る。 第 ６部 は仏 教

の復 興 につ いて で あ り， 西 チ ベ ッ ト王 朝 にお け る諸 王 の系 譜 を含 む。 第 ７部 は西 チ ベ

ッ ト， ラダ ック王 国第 ２次 王 朝 の セ ンゲ ナ ム ギ ャル （Ｓｅｈ－ｇｅ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ） に至 る諸

王 の 系 譜 で あ る。 第 ８部 は グ ラ ブ ・シ ン王 （Ｒａｊａ　Ｇｕｌａｂ　Ｓｉｎｇｈ）の ラダ ック に対 す る

戦 争 ， 即 ち ドグ ラ戦 争 （Ｄｏｇｒａ　Ｗ ａｒ） に至 るま で の独 立王 国 と して 最 後 の ラダ ック王

国の 諸 王 の 系譜 に つ い て述 べ られて い る。 第 ９部 は ドグ ラ戦 争 そ の もの の 記 載 で あ る，

最 後 の 第 １０部 は ドグ ラ戦 争 以 後 の ラダ ック につ い て の記 載 で あ る。 これ らの う ち， ラ

ダ ック王 国 の興 亡 に直 接 関 係 す るの は第 ６部 以 後 ，第 ８部 まで で あ る。 も っ と も，第

６部 前半 部 分 は ラダ ックの 第 １次 王 朝 の諸 王 が チ ベ ッ トの 諸 王 の 系 譜 にさ か の ぼ り得

る もの で あ る こと を正 当化 す る こ とが 記載 の 目的 で あ る。 しか し， 第 ７部 の ラダ ック

第 ２次 王 朝 以 後 に な る と諸 王 の 系譜 も詳 細 に な り， 歴 史 的 事 実 の 具体 的 記載 が多 くな

る。 そ の年 代 も， ムガ ール 帝 国下 に あ った カ シ ミー ルの 記 録 か ら比 較 決定 す る ことが

可能 に な る。

　 本 稿 に お け る 考 察 で は ラ ダ ッ ク王 国 史 は ， 成 立 期 （ｃ・９００－１４００Ａ ・Ｄ ．）， 発 展 期 （ｃ．

１４００－１６００　Ａ ．Ｄ ．），衰 退 期 （ｃ．１６００－１８３４ Ａ ．Ｄ ．）の 時 期 に 分 類 さ れ る。 成 立 期 は キ デ

ニ マ ゴ ン （ｓＫ ｙｉｄ－ｌｄｅ ］薗ｉ－ｍ ａ－ｍ ｇｏｎ　ｃ．９００－９３０　Ａ ．Ｄ ．） か ら ロ ト 。チ ョ ク ダ ン （Ｂｌｏ－

ｇｒｏｓ－ｍ ｃｈｏ９－ｌｄａｎ　ｃ．１４４０－１４７０　Ａ ．Ｄ ．） に 至 る ラ ダ ッ ク 王 国 第 １次 王 朝 の 時 代 で あ り ，

王 統 史 第 ６部 に 相 当 す る が ， 部 分 的 に は 第 ５部 の ラ ンダ ル マ の 記 載 も 関 連 す る。 発 展

期 は ラ チ ェ ン ト ラ クパ ブ ム （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　Ｇ ｒａｇｓ－ｐａ－ｈｂｕｍ 　ｃ．１４００－１４４０　Ａ ．Ｄ ．） か ら セ

１） ラダ ック王 統 史 の 存 在 は Ｆｒａｎｃｋｅ 口９２６：１－２］に よ れ ば， １８２０－１８３０　Ａ．Ｄ．にか け て ラダ ッ

クに 入 った Ｃｓｏｍａ　ｄｅ　Ｋ６ｒ６ｓに よ り指 摘 さ れ た。 そ の 後 ， １８４６－１８４７　Ａ．Ｄ．に ラダ ックを 調

査 した Ｓｉｒ　Ａｌｅｘａｎｄｅｒ　Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ ［１８５４］ に よ り利 用 さ れて い る。 さ らに原 書 は 写本 され ，

Ｈｅｒｍａｎ　ｖ．　Ｓｃｈｌａｇｉｎｔｗｅｉｔによ り ヨー ロ ッパ に持 ち帰 られ ，　 Ｅｍｉｌ　ｖ．　Ｓｃｈｌａｇｉｎｔｗｅｉｔに よ りそ の

独 訳 が ， Ａｂｈａｎｄｌｕｎｇｅｎ　ｄｅｒｋｇｌ・ｂａｙｅｒｉｓｃｈｅｎ　Ａｋａｄｅｍｉｅ　ｄｅｒ　Ｗ ｉｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ，　ｖｏｌ・Ｘ，１８６６ と して 出 版

され る 。 そ の後 ， モ ラヴ ィア ン宣 教 師 の Ｋ・Ｍ ａｒｘ は ラダ ック滞 在 中 に原 書 に基 づ き ラダ ック

の歴 史 を編 集 し， さ らに王 統 史 に Ｍ ｕｎｓｈｉ　Ｄｐａｌ－ｒｇｙａｓに よ る ドグ ラ戦 争 の記 載 を 加 え る。 この

ラダ ッ クの歴 史 は Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｓｉａｔｉｃ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｅｆ　Ｂｅｎｇａｌ（Ｃａｌｃｕｔｔａ） の１８９１， １８９４，１９０２年 に掲

載 され ， それ ぞ れ １０世 紀 の Ｎｉ－ｍａ－ｍｇｏｎ か ら１７世 紀 の Ｓｅｈ－ｇｅ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌま で，　Ｂｄｅ－ｌｄａｎ－

ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌか ら １８３４　Ａ・Ｄ・の ドグ ラ戦 争 まで ， そ して ドグ ラ戦 争 の記 載 とい う三 部 構 成 にな

って い る 。Ａ．　Ｈ・Ｆｒａｎｃｋｅ は これ らの 研 究成 果 に基 づ きな が ら， ラダ ック王 統 史 の よ り完 全 な

編 集 を 行 な い， Ａｎｔｉｑｕｉｔｉｅｓ　ｑｆ　ｌｎｄｉａｎ　Ｔｉｂｅｔ・Ｐａｒｔ（Ｖｏｌｕｍｅ）ＩＩ と して 出版 す る に至 る６
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ンゲ ナ ムギ ャル （Ｓｅｈ－ｇｅ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　ｃ．１５６９－１５９４　Ａ．Ｄ．） に至 る ラダ ッ ク王 国第 ２

次 王 朝 前半 期 の諸 王 の時 代 で あ り， 王 統 史第 ７部 に相 当す る。 第 １次 王朝 と第 ２次 王

朝 と は年 代 的 には重 複 す るが ， 実 質 的 な交 替 が あ った の は ｃ．１４７０　Ａ．Ｄ．の ラチ ェ ン

バ ガ ン （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　Ｂｈａ－ｇａｎ　ｃ．１４７０－１５００　Ａ・Ｄ ，） の 時 で あ った と考 え られ る。 衰 退

期 はデ ル ダ ンナ ム ギ ャル （ｂＤｅ・ｌｄａｎ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　１５９４－１６５９／６０　Ａ・Ｄ・）か ら ツ ェ ワ ン

ラプ タ ンナ ム ギ ャル （Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｒａｂ－ｂｒｔａｎ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　ｌ　８３０－１８３５　Ａ・Ｄ ・）に至 る ラ

ダ ッ ク王 国第 ２次 王朝 後 半 期 の 諸 王 の 時 代 で あ り，王 統 史 第 ８部 に相 当 す る。 な お部

分 的 に は第 ９部 の ドグ ラ戦 争 の 記 載 も関 連 す る。 ラダ ック王 国諸 王 の 在 位 年代 に関 し

て は， キデ ニ マ ゴ ン （ｃ．９００－９３０Ａ．Ｄ ．） か らジ ャムヤ ンナ ム ギ ャル （】ｉＪａｍ －ｄｂｙａｈｓ－

ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　ｌ　５６０－１５９０　Ａ．Ｄ ．） に至 るま で は フ ラ ンケ ［ＦＲＡＮｃＫＥ　 ｌ９２６］ に準拠 す

るが ， ジ ャ ムヤ ンナ ム ギ ャル の 死 亡 年 代 を １５６９Ａ．Ｄ． と し， これ に続 くセ ンゲ ナ ム

ギ ャル （１５６９－－１５９４　Ａ．Ｄ．） か ら ツ ェ ワ ンラプ タ ンナ ム ギ ャル （１８３０－１８３５　Ａ、Ｄ ．） に

至 る まで はゲ ル ガ ン ［ＧＥＲＧＡＮ　ａｎｄ　ＨＡｓｓＮＡＩＮ　 ｌ９７７］ に準 拠 す る。 な お ， ラダ ッ ク

王 国の諸 王 の 名前 の チ ベ ッ ト名 片 仮 名 表 記 に関 して は ， ラダ ック にお け る発 音 を 準用

す る こ と にす る。 これ らは人 類 学 的 考 察 にお け る基 礎 資 料 とな る もので あ るが ， 「ラ

ダ ッ ク王 国史 覚 書 」 ［煎 本　 １９８６］と して 発 表 され るの で ， こ こで は重 ね て 記載 は行 な

わ な い。 た だ し本 稿 の 理 解 に と り必 要 と考 え られ る歴 史 的 背 景 に関 して は註 釈 を も っ

て 説 明 を加 え る。

　 ラダ ック王 統 史 はそ の性 質 上 ， ラダ ック王 国 諸 王 の 系譜 と業 績 の記 載 に飾 られ るが ，

経 済 ， 政 治 ，宗 教 に関 す る客 観 的 記 述 に は乏 しい。 した が って ， この 資 料 の み か ら ラ

ダ ック王 国 の人 類 学 的考 察 を行 な う こと は困 難 で あ る。 しか し， １８４６－１８４７Ａ．Ｄ．に

か け て ラダ ック を め ぐる チ ベ ッ トと ドグ ラの 戦 争 調停 の可 能 性 を さ ぐるた め 派遣 され

た英 国 陸軍 大 尉 の カ ニ ンガ ム （Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ ，　Ｓｉｒ　Ａｌｅｘａｎｄｅｒ）に よ る報 告 書 「Ｌａｄａｋ，

Ｐｈｙｉｃａｌ，　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ・ａｎｄ・Ｈｉｓｔ・ｒｉｃａｌ，　ｗｉｔｈ　Ｎ・ｔｉｃｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓ・ｒｒｏｕｎｄｉｎｇ　Ｃ・ｕｎｔｒｉｅｓ．」 ［ＣＵＮ－

ＮＩＮＧＨＡＭ　 １８５４］に ， ドグ ラ戦 争 以 前 の ラダ ック王 国 の 交 易経 済 ，政 治 的 側 面 に関 す

る統 計 資 料 が含 まれ て お り， これ を ラダ ック王 統 史 の歴 史 的 記 載 の 解 釈 に活用 す る こ

とは不 可 能 で はな い と考 え られ る。

　 これ ら諸 資 料 に基 づ き， 第 ２章 は ラダ ック王 国 ｏｐ交 易経 済 機 構 に関 して ， 生 態 的 条

件 ，交 易 経 済 ， 交 易 協 定 の 各 項 目別 に記 載 す る。 さ らに ，交 易 経 済 につ いて は， 交 易

活 動 と交 易 路 ，交 易 商 人 ， 交 易 商 品 と経 済 とい う小 項 目 に つ い て述 べ る。 交 易 協 定 に

つ いて は， ラダ ック王 国 と隣…接諸 国間 の 経 済 的 ， 政 治 的 関係 の把 握 を 目的 と し， テ ィ

ンス ガ ン （ｇＴｉｈ－ｓｇａｈ）の交 易 協 定 ， ワ ム レ （Ｗ ａｍ －ｌｅ） の交 易 協 定 ， ラダ ック （Ｌａ一
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ｄｖａｇｓ）とクズ （Ｋｕ－ｚｕ）の間の交易協定 という歴史的事例 について考察を行な う。第

３章は，ラダ ック王国の政治機構に関して，王朝，官僚，王朝と官僚の関係の各項目

別に記載する。官僚制に関しては，宰相，官僚について述べ，王朝 と官僚の関係に関

しては，徴税と分配，政治権力について論 じる。第 ４章のラダック王国の宗教機構に

関 しては， ラダ ックにおける宗教の歴史的背景，宗教政策，教会 と王朝の関係の各項

目について記載を行な う。宗教の歴史的背景に関 しては，寺院と宗派，歴史的位置の

各小項 目について述べ，歴史的関係を明らかにする。宗教政策に関しては，イスラム

の影響，宗教維持機構の各小項目について考察を行なう。最後に，第５章において序

論で設定 した諸問題に関する結論を試みる。

２． 経 済 機 構

（１）　生態的条件

　 ラダ ック （Ｌａｄａｋｈ；チ ベ ッ ト語 ：Ｌａ－ｄｖａｇｓ）は ヒマ ラヤ 山脈 北 西 部 に位 置 す る。 そ

の 東 に は高 度 ４，７００ｍ か ら ４，８００ｍ の チベ ッ ト高 原 が広 が り， 南 に は高 度 ７，１３５ｍ

の ヌ ン （Ｎｕｎ），高 度 ７，０７７ｍ の ク ン （Ｋｕｎ）を い た だ く大 ヒマ ラヤ （Ｇｒｅａｔ　Ｈｉｍ ａｌａｙａ）

山 脈 ， 西 に は ピル ・パ ンジ ャル （Ｐｉｒ　Ｐａｎｊａｌ） 山脈 か ら ヒ ン ドゥー ・ラジ （Ｈ ｉｎｄｕ

Ｒａｊ） 山脈 ， ヒン ドゥー ・ク シュ （Ｈｉｎｄｕ　Ｋｕｓｈ） 山脈 が ア フガ ニ ス タ ンへ と続 き，

北 に は高 度 ８，６１１ｍ の Ｋ２ を 盟主 とす る カ ラ コ ル ム　 （Ｋａｒａｋｏｒａｍ ） 山脈 と毘 需

（Ｋｕｎｌｕｎ） 山 脈 が新 彊 （Ｓｉｎｋｉａｎｇ） との 境 を 接 す る。 ラダ ック は周 囲 を ヒマ ラヤ の 山

脈 群 に か こまれ た 地 域 で あ る。

　 ラダ ッ ク の 地 形 は トラ ンス ヒマ ラヤ （Ｔｒａｎｓｈｉｍａｌａｙａ） と も 呼 ば れ る ラダ ック

（Ｌａｄａｋｈ）山 脈 ， カ イ ラス （Ｋａｉｌａｓ） 山脈 ， ザ ンス カ ール （Ｚａｎｇｓｋａｒ） 山 脈 とそ れ ら

の 間 を平 行 に南 東 か ら北 西 方 向 へ と流 れ るイ ンダ ス （Ｉｎｄｕｓ）河 の 深 い漢 谷 に よ って特

徴 づ け られ る。 標 高 は ラダ ックの 中 心地 レー （Ｌｅｈ）で ３，５５４　ｍ で あ る。 雨 量 は年 間

５０ｍ ｍ と きわ めて 少 な い。 した が って ， 植 生 は高 山 性 の ス テ ップ （Ａｌｐｉｎｅ　ｓｔｅｐＰｅ）

と石 の多 い砂 漠 （Ｄｅｓｅｒｔ） とな る。気 候 は一 日に お いて も， また 年 間 にお い て も寒 暖

の差 が大 き く， レーの ７月 の 最 高 気 温 は ３３。Ｃ， １月 の最 低 気 温 は 一 ２５。Ｃ に達 す る。

積 雪 量 は少 な い が ，乾 燥 寒 冷 な 冬 はユ ー ラ シァ北 方 の厳 しい気 候 条 件 と も共 通 す る。

した が って ， ラダ ックの 自然環 境 は， 高 標高 ，乾 燥 ，大 き な寒 暖 差 をそ の 特徴 とす る

とい う こ とが で きる。
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　 ラダ ックの 人 口 は約 １００，０００人 で あ り， そ の面 積 は９７，８７２平 方 ｋｍ で あ る。 した が

って ， 人 口密 度 は １平 方 ｋｍ あ た り約 １．０人 とな る。 この う ち多 くは仏 教 徒 で あ る が ，

他 にイ ス ラム教 徒 ， ヒ ン ドゥー教 徒 ， キ リス ト教 徒 を含 む 。 言 語 は チ ベ ッ ト語 の ラダ

ック方 言 （Ｌａｄａｋｈｉ）で あ る。 これ はチ ベ ッ ト北 東 部 の ア ム ド （Ａｍ ｄｏ）地 方 の 方 言 と

と もに ， ラ サ （Ｌｈａｓａ） を 中心 とす る中央 チ ベ ッ ト方 言 に比 較 して よ り古 い型 を残 す

とさ れ る。 ラダ ック方 言 は レ ーを 中心 とす る レー方 言 ， これ よ りイ ンダ ス河 上 流 域 の

ｍ ン （Ｒｏｎｇ） 方 言 ， 下 流域 の シ ャム （Ｓｈａｍ） 方 言 に細 分 され る。 これ よ り西 部 で は

プ ー リ ック （Ｐｕｒｉｇ）方 言 ， バ ル テ ィ （Ｂａｌｔｉ）方 言 とな る。

　 住 民 は農耕 と牧 畜 を生 業 とす る。 農 耕 は小 麦 と大 麦 の栽 培 が行 なわ れ るが ， 高 地 で

は，大 麦 の み とな る。 豆 ， ジ ャガ イモ ， 野 菜 の栽 培 も行 な われ ， また イ ンダ ス 河 下 流

域 にお い て はア ンズ ， ク ル ミ， リ ンゴ， ナ シな ど の果 樹 が植 え られ る。牧 畜 は， 山羊 ，

羊 ，牛 ， ヤ ク ，牛 と ヤ クの 雑 種 が 対象 とな る。 夏 の間 ， 山 羊 ， 羊 は村 の近 くの牧 草 地

に連 れ て行 か れ， 夜 に は村 に も どさ れ る。 ヤ ク な ど の大 型 動 物 は村 か ら離 れ た高 地 に

あ る夏 の牧 草 地 に放 牧 され る。 こ こで は乳 が しぼ られ ， 凝 乳 ，バ タ ー ， チ ー ズが 作 ら

れ る ［煎 本　 １９８１：３４４－－３４８］。

　 しか し， この 自然環 境 と生 業 形 態 の特 質 は ラダ ック王 国 の 閉 鎖性 を意 味 す る もので

はな い。 ラダ ック は ヒマ ラヤ の 山脈 群 に囲 まれ た 近 づ き難 い地 理 的 条 件 に あ りな が ら，

決 して 文 化 的 ，歴 史 的 に孤 立 して いた わ けで はな い。 逆 に ， 中央 ア ジ ア と イ ン ドを 結

ぶ そ の地 理 的位 置 ゆ え に， 南 北 ， 東 西 にわ た る交 易 と文 化 交 流 を 通 して ， イ ン ド，、チ

ベ ッ ト， 中 国 とい う大 文 明 の 影 響 を 受 け な が ら，独 自 の歴 史 を 展 開 して きた と考 え る

こ とが で きる ので あ る。 た とえ ば ， ラダ ッ クの レー は イ ン ドの ジ ャ ム （Ｊａｍｍｕ）あ る

い は カ シ ミー ル （Ｋａｓｈｍｉｒ）か ら， 中央 ア ジ ァの ヤ ル カ ン ド （Ｙａｒｋａｎｄ），カ シ ュガ ル

（Ｋａｓｈｇａｒ），コ ー タ ン （Ｋｈｏｔａｎ）へ の交 易 路 に あた って い た。 ま た レー は イ ンダ ス河

に沿 って チ ベ ッ トの ラサ （Ｌｈａｓａ） へ の 通 路 に もあ た る。 これ らの 交 易 路 はカ ラ コル

ム 山脈 ，毘 喬 山脈 ， チ ベ ッ ト高 原 ，大 ヒマ ラヤ 山脈 の高 い峠 を越 え る もの で は あ っ た

が ， 古来 よ りイ ン ド， 中央 ア ジ ア， チ ベ ッ トを 文 化 的 ，経 済 的 に結 ぶ役 割 を担 っ て き

た の で あ る。

　 事 実 ， イ ン ドとヤ ル カ ン ドとの間 の 交 易 は， ラダ ック王 朝成 立以 前 か ら この地 に お

い て行 な わ れ て い た と考 え られ る証 拠 が あ る。 カ ラ ツ ェ （Ｋｈａ－ｌａ・・ｒｔｓｅ）の近 くに は，

イ ンダ ス河 に掛 る橋 を警 護 して いた と考 え られ る要塞 形 式 の税 関 跡 が あ り， こ こか ら

多 くの玉 が 出土 して い る。 年 代 はチ ベ ッ トが 吐蕃 王 国 の支 配 下 に置 か れ た ８００・一一　１　ＯＯＯ

Ａ．Ｄ．と考 え られ る ［ＦＲＡＮｃＫＥ　 ｌ９７７：８０－－８　１］。
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後になると，ラダ ック王統史には交易に関する記載を数多 く見出すことができる。

た とえ ば ， ラチ ェ ンツ ェ ワ ンナ ム ギ ャル （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　ｃ．１５３２

－１５６０Ａ．Ｄ．）が ， ラダ ック北 方 の ホ ル （Ｈｏｒ：Ｔｕｒｋｍａｎｓ）２）に対 して 戦 争 を仕 掛 け よ

う と した の を ， ヌ ブ ラ （Ｎｕｂ－ｒａ）の 住 民 の 反 対 の 嘆願 を受 けて ， 思 い と ど ま った の は，

ヌブ ラが ラダ ッ ク とヤ ル カ ン ドの間 の 交 易 路 にあ た り， 当 時 ，住 民 が 交 易 活 動 へ の 害

を恐 れ た結 果 で あ る と解 釈 で き よ う ［ＦＲＡＮｃＫＥ　 １９７７：１０６］。

　ま た ， モ ンゴ ル戦 争 （ｃ．１６７９－－１６８５　Ａ．Ｄ．）３）後 ， カ シ ミー ル お よ び チ ベ ッ トと ラダ

ック との間 の講 和 条 約 に お いて ， 交 易 に関 す る協 定 が取 り決 め られ る の は， ラダ ック

王国 と隣接 諸 国 に お け る交 易 経 済 の 重 要 性 を 示 す もの で あ る と理 解 で きる。 さ らに，

プー リッ ク （Ｐｕ－ｒｉｇ）地 方 の支 配 権 を 持 った ドラシナ ムギ ャル （ｂＫｒａ－９ｉｓ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ）

が，　 ラダ ック 王 国 の プ ンツ ォ ク ナ ム ギ ャル （Ｐｈｕｎ－ｔｓｈｏｇｓ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　１７３９－－１７５２

へ．Ｄ ．）の 治 世 ， 王 位 継 承抗 争 に か らみ ， カ シ ミー ル か らバ ル テ ィス タ ンお よ び レー へ

の交 易 ， さ らにイ ン ドか ら レーへ の交 易 使 節 団 と使 者 に対 し干 渉 を加 え よ うと し， ワ

ム レ （Ｗ ａｍ －ｌｅ）の条 約 （１７５２　Ａ。Ｄ．） に よ り この試 み が阻 止 さ れ た経 緯 は， ラダ ック

王国 にお け る交 易 活 動 と交 易 経 済 の重 要 性 を示 す もの で あ る。

　同 様 に， ドグ ラ戦 争 （１８３４Ａ．Ｄ．）４）後 ， チ ベ ッ トと ラダ ック との 国境 線 の 明確 化 と

交易 活 動 の 確 約 が 取 り決 め られ た の は ， この 時期 に至 る交 易 活 動 の 重 要 性 を 裏付 け る

２） ホル （Ｈｏｒ）の称 はチ ベ ッ ト語 で は ウイ グル 種 族 を 指す 。 チ ュル クの一 支 で あ る ウイ グル 人 が

タ リム の北 （トゥル フ ァ ン等 ） に あ る オ ア シス 地 帯 に拠 り， つ い で ８７２年 頃 には 甘州 地 域 に至

った 。 この ウ イ グル人 は ホ ル （Ｈｏｒ：Ｈｏ－ｙｏ－ｈｏｒの略 ） と呼 ば れ， チ ベ ッ トで は軍 隊 ， 馬 ， 野

蛮 ， 乱暴 の観 念 と結 び つ いて 残 って い る ［ＳＴＥＩＮ　 １９７１１４７］。 しか し， ホル の 名 は後 代 に はジ

ンギ ス ・カ ー ンー 党 の モ ンゴ ル人 を指 す よ う に もな った。 た とえ ば ， カ ム地 方 （ガ ンゼ ， ペ リ

地 域 ） の ホ ルを 称 す る五公 国 はそ の 末商 で あ る と称 して い る ［ＳＴＥＩＮ　 １９７１：１７］。 な お ， チ ュ

ル ク人 の 名 は 中 国語 で は突 蕨 （古 音 Ｔｕｒｋｕｔ）で あ る が， チ ベ ッ ト語 で は Ｄｒｕｇｕ， ま た は Ｄｒｕｇ

とな った 。 さ らに モ ンゴ ル人 はチ ベ ッ ト語 で ソ クで あ る が， これ は もと も と古 代 の ソグ ド人 を

い う称 （古 代 チ ベ ッ ト語 で は Ｓｏ９－ｄａｇ） か ら来 た もの で あ ろ う。 彼 等 は コ コ ノー一一一ル地 域 に集 ま

ったモ ンゴ ル起 源 の遊 牧 民 で あ る ［ＳＴＥＩＮ　 １９７１：２０］。 な お，　Ｆｒａｎｃｋｅ［１９２６］は ラダ ック玉 統

史 に登 場 す る ホ ルを Ｔｕｒｋ，　Ｔｕｒｋｍａｎｓと考 え て い る よ うで あ る。

３） ラチ ェ ンデ レク ナ ムギ ャル （Ｌｈａ－ｃｈｃｎ　ｂＤｅ－ｌｅｇｓ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　１６６０－１６８５　Ａ．Ｄ・）の 治 世， ラダ

ック王 国 は モ ンゴ ルーチベ ッ ト軍 の 攻 略 を受 け る。 これ に対 しラダ ッ ク王 は 当時 ムガ ー ル帝 国

下 にあ った カ シ ミー ル太 守 に救 済 を 求 め ， 一 時 的 にモ ンゴ ルーチベ ッ ト軍 を 退 却 させ る が， こ

の代 償 と して カ シ ミール に 多大 な債 務 を負 うこ と にな る 。 さ らにそ の 後 ，再 び侵 攻 を は か った

モ ンゴル ーチ ベ ッ ト軍 の た め ラダ ック王 国 は東 部 地 域 を 失 い ， 結 果 と して ラダ ッ ク王 国 の覇 権

は著 しく縮 少す る こ とに な る 。

４） ツ ェパ ル ミギ ュ ル ドン トル ッブ ナ ムギ ャ ル （Ｔｓｈｅ－ｄｐａｌ｛ｍｉ－ｈｇｙｕｒ］ Ｄｏｎ・ｇｒｕｂ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ

１８０８－１８３０　Ａ・Ｄ・） の 治世 ， 当時 勢 力 を 伸 ば して い た シー ク 王 国下 に あ った ジ ャム ，　 ドグ ラ

（Ｄｏｇｒａ）地 方 の グ ラ ブ ・シ ン王 （Ｒａｊａ　Ｇｕｌａｂ　Ｓｉｎｇｈ）と将 軍 ゾ ラワ 」ル ・シ ン（Ｗ ａｚｉｒ　Ｚｏｒａｗａｒ

Ｓｉｎｇｈ） によ り， ラダ ックは征 服 され ， 独 立 国 と して の ラダ ック王 国 の歴 史 は終 わ る こ と にな

る 。 これ に 関 して王 統 史 第 ８部 は， 木 一馬 年 の 翌年 （１８３４Ａ．Ｄ．），シ ン （Ｓｉｈ）軍 が ラダ ック に到

着 した との み記 して い る 。　 　 　 　 　 　 　 ，
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ものである。 さらに，中央アジアとインドとの間の交易活動は大英帝国下において行

なわれ，１９４０　Ａ．Ｄ．の第 ２次世界大戦による国境封鎖時期に至るまで継続されていた

のである。 したがって，交易活動はおそ らくラダ ック王国成立以前から１，０００年間に

及び，西チベ ットにおいて重要な位置を占めていたことを指摘することができる。

　 この交易活動を成立させていた基盤は，ラダック王国の生態的条件にある。ラダッ

クはヒマラヤ山脈群北方の中央アジアと南方のインドとの間の生態的境界領域として

位置づけることが可能である。 したがって，ラダ ック王国はこれら生態的，文化的に

異なる地域を結ぶ交易路を確保することにより，交易活動を王国の経済基盤の一つに

成 し得たと考えることができるのである。

（２） 交 易 経 済

　 （ｉ）　 交易活動と交易路

　 中央アジァとインドとを結ぶ交易路は東西に走 る大 ヒマラヤ山脈とカラコルム山脈

を南北に横断せねばならない。 したがって，限られた峠を越えるいくつかの限定され

た交易路が存在することになる（図１）。北インドのカシミールを起点として古来より
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ラ

西 方 に ガ ンダ ー ラ （Ｇａｎｄｈａｒａ） に至 り， カ ブ ー ル渓 谷 を通 り中央 ア ジア に続 く交 易

路 が あ り， 北 方 に はギ ル ギ ッ ト （Ｇｉｌｇｉｔ）， フ ンザ （Ｈｕｎｚａ）を経 て カ ラ コル ム 山脈 の

ミ ンタ カ （Ｍ ｉｎｔａｋａ） 峠， あ る い は ク ン ジ ェ ラブ （Ｋｈｕｎｊｅｒａｂ） 峠 を越 え 中央 ア ジ ァ

の カ シュ ガ ル （Ｋａｓｈｇａｒ） に至 る 交 易 路 ， 同 様 に ス カ ル ド （Ｓｋａｒｄｕ） か らバ ル トロ

（Ｂａｌｔｏｒｏ） 氷 河 を経 て ， カ ラコ ル ム山 脈 の ア ジル ・デ プ サ ン （Ａｇｈｉｌ　Ｄｅｐｓａｎｇ）峠 を

越 え 中央 ア ジ ァの ヤ ル カ ン ド （Ｙａｒｋａｎｄ） に至 る交 易 路 ， さ ら に大 ヒマ ラヤ 山脈 の ゾ

ジ （Ｚ（’ｊｉ）峠 を越 え カ ル ギル （Ｋ ａｒｇｉｌ） に至 り， さ らに ナ ミカ （Ｎａｍｉｋａ） 峠 ， フ ォ ト

（Ｐｈｏｔｏ）峠 を 経 て ラダ ックの カ ル シ （Ｋｈａｌｓｉ）・ レー （Ｌｅｈ）に至 り，． こ こか Ｓヌ ブ ラ

（Ｎｕｂｒａ） を経 て カ ラ コル ム山脈 の カ ラ コル ム 峠 を越 え て ヤ ル カ ン ド に至 る交 易 路 が

あ る。 また ， レーか らは東 方 にル トクを経 て チ ベ ッ トの ラサ （Ｌｈａｓａ） に至 る交 易 路

が あ る。

　 この う ち，ラダ ッ クの レー と中 央 ア ジ ァの ヤ ル カ ン ド，あ る い は コ ー タ ン （Ｋｈｏｔａｎ）

を結 ぶ交 易路 に は ， 交 易 品 お よ び利 用 時 期 に基 づ いて 以 下 の 交 易 路 が 認 め られ る

［ＢＡＭｚＡＩ　 １９６２：２２９］。 即 ち， （１）レーか らヌブ ラ渓谷 経 由， カ ラコル ム峠 ， キ リア ン

（Ｋｉｌｌｉａｎ）峠 を越 え て ヤ ル カ ン ドに至 る 交 易路 ， （２）レーか ら シ ヨク （Ｓｈｉｙｏｋ）渓 谷 経

由で カ ラ コル ム峠 ， ヤ ン ギ ・ダ ワ ン （Ｙａｎｇｉ　Ｄａｗａｎ）を経 て ヤ ル カ ン ドに至 る交 易 路 ，

（３）レー か らチ ャ ンチ ェ モ （Ｃｈａｎｃｈｅｍｏ）経 由で サ ジ ュ （Ｓａｊｕ）峠 を越 え て ヤ ル カ ン ド
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図 １　 西 チベ ッ トにおける中央アジアーイ ンド間交通 ・交易路

に至 る交 易 路 ， そ して （４）レー か らイ ル チ （Ｉｌｃｈｉ） 峠 を越 え て直 接 コ ー タ ンに至 る交 易

路 で あ る。 これ らの う ち， レーか ら シ ヨ ク漢谷 を経 て ヤ ル カ ン ドに至 る交 易 路 は冬 期

に利 用 され るが ， これ は 冬 期 に は積 雪 の あ る峠越 え よ り も結 氷 した川 上 の通 行 が容 易

とな るた め と考 え られ る。 ま た ， イン ドか らラダ ック の レー に至 る交 易 路 と して は，

先 に述 べ た ヒマ ラヤ 山 脈 の ゾ ジ峠 （３，４４４　ｍ ）を越 え る以 外 に以 下 の様 な交 易 路 が 可 能

で あ る。’即 ち， ジ ャム （Ｊａｍ ｍｕ）か らバ ル ダ ル ワ （Ｂｈａｒｄａｒｗａｈ） を経 て ， 大 ヒマ ラ

ヤ 山 脈 の ウマ シ （Ｕｍａｓｉ）峠 （５，２３４　ｍ）を越 え ，，ザ ンス カ ー ル （Ｚａｎｓｋａｒ） に至 る。
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ザ ンス カ ー ル か らは， ザ ンス カ ー一…ル 山 脈 の シ ンギ （Ｓｉｎｇｉ）峠 ， シシ （Ｓｈｉｓｈｉ）峠 を越

え ラマ ユ ル （Ｌａｍａｙｕｒｕ） 経 由 で レー に至 る， あ るい は冬 期 結 氷 した ザ ンス カ ー ル川

を通 過 しイ ンダ ス河 との 合 流 点 で あ るニ ム （Ｎｉｍ ｍｕ）を経 由 して レー にい た る， あ る

い はザ ンス カ ール 山 脈 の チ ャチ ャ （Ｃｈａｃｈａ） 峠 を越 え レー に至 る 交 易 路 が考 え られ

る。 あ るい は， イ ン ドの シ ム ラ （Ｓｉｍｌａ）か らラホ ール （Ｌａｈｏｕｌ）， クル （Ｋ ｕｌｕ）経 由

で ロー タ ン （Ｒｏｈｔａｎ）峠 を越 えケイ ロ ン （Ｋｅｙｌｏｎｇ）に至 る。 こ こか ら大 ヒマ ラヤ 山

脈 の シ ング （Ｓｉｎｇｏ） 峠 （５，０９７） を越 え ザ ンス カ ー ル経 由で レー に至 る， あ るい はバ

ラ ラチ ャ （Ｂａｒａ　Ｌａｇｈａ）峠 （４，８９１）， マ ラ ン （Ｍ ａｒａｎｇ）峠 ， タ グ ラ ン （Ｔａｇｌａｎｇ）峠

を越 え ， イ ンダ ス河 上 流 ウプ シ （Ｕｐｓｈｉ）経 由で レー に至 る交 易路 が あ る。 しか し，

これ らは いず れ も大 ヒマ ラヤ 山 脈 の 高 標 高 の 峠 を越 え る もの で あ り， 積 雪 の た め 通年

の通 行 は困 難 とな る。 しか し， 後 に交 易 協定 の項 で述 べ るよ うに， クル と ラダ ック と

を結 ぶ大 ヒマ ラヤ 山 脈 越 え の 交 易路 は これ ら王 国 間 の定 期 的 な交 易 活 動 に利 用 され て

いた こと も事 実 で あ る。

　 カ シ ミー ル にお いて は 交 易 路 の 途 中 ， 峠 に 監視 所 （ｄｒａｎｇａ） が設 け られ ， 同 時 に税

関 （Ｓｕｌｋａｓｔｈａｎａ） と して の役 割 もはた し， サ ウル キカ ス （Ｓａｕｌｋｉｋａｓ） と呼 ば れ る税

関吏 が輸 入 品 ， 輸 出 品 に対 して 課 税 を行 な った。 カ シ ミール 王 統 史 （Ｒ妙伽 ７碗 ｇ伽の

の記 載 に よ る と， この 輸 出 入 関 税 は 領主 の 重 要 な 財 源 とな って い た ［ＢＡＭＺＡＩ　 ｌ９６２：

２２９］こ とを 知 る こ とが で きる 。　 　 　 　 “

　 また ， ラダ ックの レーか らチ ベ ッ トの ラサへ の交 易路 の途 中 に も， 国境 で あ るパ ン

ゴ ン （Ｐａｎｇｏｎｇ）湖 東端 に位 置 す るル トク （Ｒｕｄｏｋ）に チ ベ ッ トの前 進 基 地 が あ った 。

この交 易路 に は２５の宿 場 が あ り， 幕 舎 ， 家 屋 は約 ２００名 の 旅行 者 を収 容 す る こ とが で

きた。 これ らの宿 場 は官 吏 の 責 任 下 に置 か れ ，鄧 便 物 な ど の 運搬 のた め のヤ クな どの

動 物 の供 給 の任 を負 って いた ［ＢＡＭｚＡＩ　 ｌ９８０：２６］ の で あ る。 カ シ ミール の ス リナ

ガ ル か らゾ ジ峠 を越 えて ラダ ック の レー に至 る交 易 路 は， 徒 歩 で ４０日 を必 要 と した

［ＤＥｓｌＤＥＲＩ　 ｌ９３７：７７；ｃ£ Ｒｌｚｖｌ　 ｌ９８３：７６］。 さ らに，カ シ ミー ル か ら レー を経 て 中

央 ア ジァ の ヤ ル カ ン ドに至 る に は ２カ月 半 を 要 した ［ＣｕＮＮＩＮＧＨＡＭ　 １８５４：２４１］ と

い う。交 易路 は険 峻 で あ り，通 行 に は地 形 的 困 難 さの 他 ， 戦 争 ， 強盗 な ど の危 険 性 が

伴 った。 交 易 品 の運 搬 は動 物 に依 存 し， 馬 ， ラバ ， ロバ が 使 用 さ れ た が ，南 西 部 に お

い て は ヒ トコブ ラクダ ， 寒 冷 地 にお いて は フタ コブ ラ クダ ， さ らに高 標 高 に お いて は

ヤ ク， ヤ ク と牛 の雑 種 が用 い られ た 。 した が つて ， カ シ ミール か らラダ ッ ク経 由 で チ

ベ ッ トに至 る交 易 に お いて は ， 「ラサ （チ ベ ッ ト） に行 った 者 は二 度 とは戻 らず ， も

し戻 る こ とが あれ ば ， そ の者 は永 久 に金 持 ちで あ る」 と い うカ シ ミール の諺 ［ＢＡＭＺＡＩ
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１９８０：２８］ に よ って表 現 さ れ る よ うに， 交 易 の 困 難 さ と， 同 時 に そ の利 潤 の 大 き さを

示 して い るの で あ る。

　 交 易 活 動 と交 易 路 につ い て さ らに検 討 す るた め， カ シ ミール とヤ ル カ ン ドを結 ぶ交

易 路 につ いて ， 行 程 お よ び標 高 を指 標 にそ の 垂 直 断 面 図 を Ｇａｚｅｔｔｅｅｒ　ｏｆ　Ｋａｓｈｍｉｒ　ａｎｄ

Ｌａｄａｋｈ［ＧｏｖＥＲＮＭＥＮＴ　ｏＦ　ＩＮＤＩＡ　 １８９０］ の資 料 に基 づ いて 製 作 し，以 下 に 考 察 す る。

図 ２に ス リナ ガ ル （Ｓｒｉｎａｇａｒ）か らゾ ジ （Ｚ（’ｊｉ）峠 ， ドラス （Ｄｒａｓ），カ ル ギル （Ｋａｒｇｉｌ），

ラマ ユ ル （Ｌａｍ ａｙｕｒｕ）経 由 で レー （Ｌｅｈ）に至 る交 易 路 を 示 し， さ らに レー か らセセ

ル （Ｓｅｓｅｒ）峠 ， カ ラコル ム （Ｋａｒａｋｏｒａｍ ）峠 を越 えて シ ャ ヒ ドゥ ラ （Ｓｈａｈｉｄｕｌｌａ）経 由

で ヤ ル カ ン ドに至 る交 易 路 を示 す 。 前者 はカ シ ミー ル と ラダ ック間 の 交 易 に最 も よ く

利 用 さ れ る交 易路 で あ り ， 後 者 も ラダ ック と 中 央 ア ジァ とを結 ぶ タ ビス タ ニ （Ｔａｂｉ－

ｓｔａｎｉ）と呼 ば れ る夏 期 の交 易 路 で あ る。 冬 期 の 交 易 路 はザ ミス タ ニ （Ｚａｍｉｓｔａｎｉ）と呼

ばれ ，レー か らデ ィガ ル （Ｄｉｇａｒ）まで は夏 期 と同様 で あ るが，こ こか らシ ヨ ク （Ｓｈｙｏｋ）

漢 谷 に入 り， ム ル ガ イ （Ｍ ｕｒｇｈａｉ：Ｂｕｌａｋ－ｉ－Ｍ ｕｒｇｈａｉ）に お いて 再 び 夏 期 交 易路 と合

流 し， カ ラ コル ム 峠 を越 え た後 ， ヤ ンギダ ワ ン （Ｙａｎｇｉ　Ｄａｗａｎ） 経 由で ヤ ル カ ン ド

に至 る。 した が って ， 図 ２に示 した行 程 は ， ラダ ック経 由で イ ン ドと中 央 ア ジ アを結

ぶ 最 も一 般 的 な 交 易 路 で あ った と考 え る こと が で き る。

　 カ シ ミール の ス リナ ガ ル の標 高 は １，６００ｍ で あ る。 こ こは イ ン ドの パ ンジ ャブ平

原 よ り １，０００ｍ 以 上 も標 高 が 高 く， ピル ・パ ンジ ャル （Ｐｉｒ　Ｐａｎｊａｌ） 山系 と大 ヒマ ラ

ヤ 山脈 に は さ ま れた カ シ ミール 渓 谷 に位 置 す る。 交 易路 は シ ン ド （Ｓｉｎｄ） 川 に沿 って

ヒマ ラヤ 山脈 南 面 を登 り， 標 高 ２，６３７ｍ の ソ ナ マル グ （Ｓｏｎａｍ ａｒｇ）を経 て ゾ ジ （Ｚ（’ｊｉ）

峠 を越 え る。 標 高 は ３，４４４　ｍ で あ る。 大 ヒマ ラヤ 山脈 を越 え る と ドラス （Ｄｒａｓ）川 に

沿 って そ の北 面 を下 降 し， ス ル （Ｓｕｒｕ）川 との合 流 点 で あ る カル ギル （Ｋａｒｇｉｌ） に至

る。 これ らの川 はイ ンダ ス河 支 流 で あ るが ， レー に至 る交 易 路 は一端 これ を離 れて ザ

ンス カ ール 山脈 西端 を越 え ，再 び イ ンダ ス河 本 流 に下 る こ と にな る。 この た め ，ザ ン

ス カ ール 山脈 の ナ ミカ （Ｎａｍｉｋａ）峠 （３，６２７　ｍ ）お よび フ ォ ト （Ｐｈｏｔｏ）峠 （４，１６７　ｍ）

を越 え， ラ マユ ル （Ｌａｍａｙｕｒｕ）経 由 で カ ル シ （Ｋｈａｌｓｉ：Ｋｈａｌａｔｓｅ）に至 る。 カ ル シ は

標 高 ３，０４８ｍ の イ ンダ ス川 沿 い に あ る下 手 ラダ ック地 域 の 中心 地 で あ る。 これ よ り

先 ， イ ンダ ス河 に沿 って遡 行 し，標 高 ３，５０５ｍ （地 図 資 料 で は ３，５５４ｍ ） の ラダ ック

王 国 の首 都 レー に到 着 す る。 ス リナ ガ ル か ら レー に至 る全 行 程 距 離 は ４０８・８ｋｍ で あ

り， ス リナ ガ ル と レー と の間 の高 度 差 は， １，９０５ｍ で あ る。 しか し， 行 程 は図 ２に示

す ご と く登 黎 と下 降 と を くり返 して い るた め ， 累 積登 肇 高度 は増 加 し， ３，９９１ｍ に

達 す る。 交 易路 に お け る最 高 到 達 高度 は フ ォ ト峠 の ４，１６７ｍ で あ る。 気 候 条 件 も ヒ
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マ ラヤ 南 面 山 麓 の 多 雪 地 帯 か ら， トラ ンス ヒマ ラヤ の乾 燥 ，寒 冷 地 帯 に至 る。

　 次 に， ラダ ックの レー か らカ ラ コル ム 山脈 を越 えて 中央 ア ジ アの ヤ ル カ ン ドに至 る

交 易 路 は，　 レー か ら北 方 に ラダ ック山 脈 を デ ィガ ル （Ｄｉｇａｒ）峠 （５，４５６　ｍ）経 由 で越

え る。 ラダ ック山 脈 の北 を南 東 か ら北 西 に向 か って 流 れ る シ ヨ ク （Ｓｈｙｏｋ）川 に至 り，

これ を横 断 した 後 ， 支 流 の ヌブ ラ （Ｎｕｂｒａ）川 を ，遡 行 す る。 そ して ， カ ラ コル ム 山

脈 東 端 の 支 山 脈 を サ セル （Ｓａｓｅｒ） 峠 （５，３３４　ｍ ） で 越 え る。 こ こで再 び シ ヨ ク川 上 流

を 横 断 す る。 ア クサ イ ・チ ン （Ａｋｓａｉ　Ｃｈｉｎ） 高 原 東端 の デ ブ。サ ン・（Ｄｅｐｓａｎｇ）高 原 を

南 か ら北 に横 断 す る。 標 高 は ５，４２５ｍ で あ る。 再 び シ ヨ ク川右 股 の源 流 を横 断 し，

カ ラ コル ム山脈 主 陵 を登 肇 す る。 標 高 ５，６５４ｍ の カ ラ コル ム峠 を通 過 し， 中 国領 ヤ

ル カ ン ド側 に 出 る。 行 程 の記 述 に よれ ば， 呼 吸 困難 で あ り，地 表 は砂 礫 と粘 土 が暴 露

し， 草 ， 燃 料 はな く， 登 りは急 峻 で あ る とい う。 カ ラ コル ム山脈 を越 え る と， ヤ ル

カ ン ド川支 流 に 沿 って 降下 し， マ リク シ ャ （Ｍ ａｌｉｋｓｈａ：Ａｋｔａｇｈ） に至 る。 こ こか ら

さ らに ス ジ ェ ト ・デ ィ ワ ン （Ｓｕｇｅｔ　Ｄｉｗａｎ） 峠 （５，３６８　ｍ ） を越 えて シ ャ ヒ ドゥ ラ

（Ｓｈａｈｉｄｕｌｌａ） に至 る。 シ ャ ヒ ドゥ ラの標 高 は ３，５９１　ｍ で あ り， こ こか らヤ ル カ ン ド

に至 る に はい くつ か の経 路 が あ る が， サ ンジ ュ ・ダ ワ ン （Ｓａｎｊｕ　Ｄａｗａｎ）， キ リア ン

・ダ ワ ン （Ｋｉｌｌｉａｎ　Ｄａｗａｎ），あ る い は ヤ ンギ ・ダ ワ ン （Ｙａｎｇｉ　Ｄａｗａｎ）な ど いず れ か

の 峠 を越 え ね ば な らな い。

　 シ ャ ヒ ドゥ ラ以 降 の 行 程 につ いて は Ｇａｚｅｔｔｅｅｒ　ｏｆ　Ｋａｓｈｍｉｒ　ａｎｄ　Ｌａｄａｋｈに は記 載 がな

い が ， Ｗ ｏｒｔｄ　Ｔｒａｖｅｇ　Ｍ ａｐ　Ｎｏ．１５ １ｎｄｉａｎ　Ｓｅｃｂｃｏｎｔｉｎｅｎｔ（Ｊｏｈｎ　Ｂａｒｔｈｏｌｏｍ ｅｗ ＆ Ｌｔｄ．）

に従 え ば ， タ ク ラ ・マ カ ン砂 漠 （Ｔａｋ－ｌａ　Ｍ ａｋａｎ：Ｔａ－ｋ’ｏ】ａ－ｍ ａ－ｋａｎ　ｓｈａ－ｍ ｏ）南 縁 に

沿 って ， グ マ （Ｇｕｍ ａ）， カ ル ガ リク （Ｋａｒｇｈａｌｉｋ）経 由で ヤ ル カ ン ド （Ｙａｒｋａｎｄ）に至

る もの と考 え られ る。 標 高 につ いて は地 図 の 色彩 区分 に よ る と， シ ャ ヒ ドゥ ラか らタ

ク ラ ・マ カ ン砂 漠 へ南 か ら北 に横 断す る に は約 ５，０２９ｍ の 峠 を越 え ， タ ク ラ ・マ カ

ン砂 漠 南 縁 の町 々 は約 １，２５０ｍ の高 度 を持 つ もの と考 え られ る。 図 ２にお いて ， こ

れ らの行 程 は点 線 で 示 した 。

　 レー とヤ ル カ ン ドとの 間 の 全 行 程 距離 は ７１３．６ｋｍ で あ り， そ の高 度 差 は レー の方

の 標 高 が高 く，２，２５６ｍ で あ る。 累 積 登 肇 高 度 は ７，４６８　ｍ に達 す る。 交 易 路 に お け

る最 高 到 達 高 度 は カ ラ コル ム峠 の ５，６５４ｍ で あ る。 気 候 条 件 は トラ ンス ヒマ ラヤ の

乾 燥 ・寒 冷 か ら， カ ラ コル ム山 脈 の 高 標 高 山岳 気 候 を経 て ， 内陸 ア ジア の砂 漠 ，乾 燥

気 候 に至 る。　 　 　 　 　 　 　 　 １

　以 上 ， カ シ ミー ル の ス リナ ガ ル か らラダ ックの レーを 経 由 して 中央 ア ジア の ヤ ル カ

ン ドに至 る交 易 路 １こっ いて 記 載 した 。 この交 易 路 の全 行 程 距 離 は １，１２２．３ｋｍ に お よ
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図 ２　 カ シ ミ ー ル と 中 央 ア ジ ァ 間 の 交 易 路 の 垂 直 断 面 図 （Ｓｒｉｎａｇａｒ－ Ｌｅｈ－ Ｙａｒｋａｎｄ）
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び，その全累積登肇高度は １１，４５９ｍ に達する。 しかも，これは交易路の片道の行程

であり，往復行程 はさらにこの２倍に達するものである。スリナガルからヤルカンド

に至るには２カ月半の日程を要 し，行程距離の長さ，登馨高度の高さに加え，変化す

る気候条件，特に高標高における身体的な高度順応の必要性を考えると， ヒマラヤ山

脈群を南北に横断する交易活動の困難さを指摘することができる。

　 （ｉｉ） 交 易 商 人

　 交 易 活 動 に従 事 す る商人 は多 様 で あ った 。 カ シ ミー ル の ス リナ ガ ル， あ る い は ラダ

ックの レー のバ ザ ー ル （市 場 ） で は トル コ人 ， チ ベ ッ ト人 ， イ ン ド人 ， ネパ ール人 の

交 易 商 人 た ちが ，彼 等 の宿 泊 所 ， 倉 庫 を 建 て て い た。 これ らの 中で もカ シ ミール の交

易 商 人 はそ の 活 動 が特 に盛 ん で あ り， カ シ ミール だ け で はな くチ ベ ッ トの交 易 につ い

て も彼等 はそ の掌 中 に治 めて いた 。 中央 ア ジァ ， チ ベ ッ トとの交 易 のた め， 彼 等 はヤ

ル カ ン ド， カ シ ュガ ル ， チ ベ ッ トに商 店 を確 立 して い た ［ＢＡＭｚＡＩ　 ｌ９６２：４９６］。

　 カ シ ミー ル と ラダ ック と の間 の 羊 毛 の 交 易 に関 して も，１８世 紀 初 頭 にお いて カ シ ミ

ー ル交 易 商 人 は多 数 の代 理 人 を ラダ ック に置 き
， 年 間 を 通 して羊 毛 を集 め させ ， ５月

か ら ８月 にな る と幾 千人 もの男 達 が カ シ ミール か ら レー に向 か い この羊 毛 を持 ち帰 っ

た ［ＤＥｓｌＤＥＲＩ　 １９３７：７３；ｃ£ ＲＩｚｖＩ　 ｌ９８３：７６］。 も っ と も， ラダ ック人 の交 易 商人

に よ って も，羊 毛 布 が ラダ ック か らカ シ ミール に もた らされ た ［ＢＡＭｚＡＩ　 ｌ９６２：４９５］。

　 カ シ ミール 商人 の活 躍 は め ざ ま し く， Ｓｖｅｎ　Ｈ ｅｄｉｎ ［ＨＥＤＩＮ　 ｌ９０９：５５－５６］の 記 載

に よ る と， ドグ ラ戦 争 （１８４３Ａ．Ｄ．）に よ りラダ ック王 国 の 独立 が失 わ れた 後 ， チ ベ ッ

トと の間 の 政 府 交 易 は Ｈａｊｊｉ　Ｎａｚｅｒ　Ｓｈａｈ　一 族 の 配 下 にあ るイ ス ラム の交 易 商 人 に ま

か され た と い う。彼 の一 族 は約 ３００名 を数 え ， ラサ ， シガ ツ ェ， ガ ン トック， ヤ ル カ

ン ド， ス リナ ガ ル の 出張 店 舗 はす べ て 彼 の 息 子 達 ， あ るい そ の ま た息 子 た ちの も と に

あ った。 年 間 の純 収 益 は ２５，０００Ｒｓ．にの ぼ り， 彼 の 名 前 は 内陸 ア ジ ァ の全 域 に知 ら

れ ， 尊 敬 を 集 め て い た （ｃ£ＲＩｚｖｌ　 ｌ９８３：８１）。

　 ラダ ック にお い て はア ル ゴ ン （，Ａ［ｒ］－ｒｇｏｎ：Ａｋｈｏｎ）と呼 ば れ る ［ＦＲＡＮｃＫＥ　 ｌ９２６：

２４０］ 特 異 な 交 易 商 人 の 集 団 が 認 め られ る。 彼 等 は東 トル キ ス タ ン か らの 交 易 商 人

と ラダ ック女 性 との 間 の婚 姻 に よ る 子 孫 で あ り， Ｇａｚｅｔｔｅｅｒ　ｏｆ　Ｋａｓｈｍｉｒ　ａｎｄ　Ｌａｄａｋｈ

［ＧｏｖＥＲＮＭＥＮＴ　ｏＦ　ＩＮＤＩＡ　 ｌ　９７４ （１８９０）：１７２］ に よれ ば ，ラバ や ポ ニ ー の馬 方 と して

レーか らの交 易 活 動 に従 事 して いた 。 彼 等 はイ ス ラム で あ り， レー と 中央 ア ジ ァ とを

結 ぶ 交 易 活 動 に関 す る専 業 集 団 を形 成 して いた と考 え られ る。 もっ と も， アル ゴ ン は，

カ シ ミール人 とチ ベ ッ ト （ラダ ック） 人 との 混 血 で あ り， ラダ ック の レー， チ ャチ ョ

ト （Ｃｈａｃｈｏｔ） の み な らず ， 中央 ア ジ ァの カ シ ュガ ル ， ヤ ル カ ン ド， ア クス ， コー タ
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ンにお いて も その 集 団 が見 出 さ れ ， その 名 称 は トル コ語 の 漁 ｇ勧 π （ｆａｉｒ：金 髪 ， 白

い膚） に由 来 す る もの で ， ラダ ック の住 民 と 異 な る 身 体 的 特 徴 に基 づ くもの で あ る

［ＣｕＮＮＩＮＧＨＡＭ　 １８５４＝２９１］ と も考 え られ て い る。

　 さ らに， ラダ ック と クル との間 の交 易 の 記 載 ［ＦＲＡＮＧＫＥ　 Ｉ９２６：２２１－２２４］ に よれ

ば ， ラダ ックの シ ェ （Ｓｅｌ）にお い て は フ ォ ー ナ （Ｐｈｏ－ｆｉａ） と呼 ばれ る世 襲 の 交 易 監督

の任 にあ た る者 が お り，彼 等 は ラダ ック王 国 と クル 王 国 と の間 の鉄 と硫 黄 との 王 国 間

の公 式 交 易 活 動 に従 事 して いた 。 彼 等 は ピテ ィ （ｄＰｉｔｉ），カ ル チ ャ （ｄＫａｒ－ｃｈａ），ニ ュ

ンテ ィ （Ｎｕｎ－ｔｉ） を交 易 活 動 域 に含 ん で いた と考 え られ る。

　 以 上 の記 載 か ら， 王 国間 にお け る交 易活 動 に 関 して は ラダ ック人 も従 事 して い た が ，

彼 等 に比 較 す れ ば， カ シ ミール の交 易 商人 ， お よ び ア ル ゴ ンと呼 ば れ る東 トル キス タ

ンあ るい は カ シ ミー ルか らの 交 易 者 と ラダ ッ ク女 性 との混 血 に よ る イス ラ ム交 易 専業

集 団 の 方 が よ り重 要 な 役 割 を 占 め て い た と考 え る ことが で き る。 特 に，後 述 す るモ ン

ゴ ル戦 争 （ｃ．１６７９－１６８５Ａ．Ｄ．） にお け る テ ィ ンス ガ ン （ｇＴｉｈ－ｓｇａｈ）の 講 和 条 約 以 後 ，

交 易 経 済 の大 きな 部 分 を 占 め る羊毛 交 易 に 関 して は カ シ ミール の 独 占権 の も とに 置 か

れ ， カ シ ミール 人 の 交 易 商人 が そ の主 た る担 い手 で あ った こ とを指 摘 す る こ とがで き

る。

　 （ｉｉｉ） 交 易 商 品 と経 済

　 こ こで は交 易 活 動 に伴 う具 体 的 な 交 易 商 品 とそ の 経 済 的側 面 につ い て ， Ｃｕｎｎｉｎ－

ｇｈａｍ，　Ｓｉｒ　Ａ．［１８５４］ の統 計 資 料 に基 づ いて 検 討 し， ラダ ック王 国 の交 易 経 済 の 特 徴

を 明 らか に す る。

　 表 １に示 した よ うに ， ラダ ック全 体 の 交 易 品 の 年 間 総 額 １，０２９，３５０Ｒｓ．の う ち，

国 内交 易 の 占 め る割 合 は ０．７％ の ７，５００Ｒｓ．にす ぎ な い。　 また 国 内生 産 物 の 輸 出 は

表 １　 ラダ ックの交易経済 における国内交易 ・国外交易の生産品年 間総価格

　 　 と割合１）

総 価 格 （Ｒｓ．）２） ％

１．国 内 交 易 ７，５００ ０．７

２．国 外 交 易

　（ｉ） 国 内 生 産 品 （輸 出）

　㈹ 国 外 生 産 品 （輸入）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （輸 出）

８０，　ＯＯＯ

４８７，　８５０

４５４，０００

７．８

４７．４

４４．１

総 計 １，０２９，３５０ １００．０

１）Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ ［１８５４：２３８－２４０，２５１］の資 料 に基づ いて 作 製 。

２）Ｒｓ．は イ ン ド通 貨 Ｒｕｐｅｅｓの略 。
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８０，０００Ｒｓ．で全 体 の ７．８％

を 占 め るの に対 して ，外 国

製 品 の 輸 入 お よび 輸 出 の割

合 は それ ぞ れ ４７．７％ と４４．１

％ で あ り， その 合 計 は全 体

の９１．５％ に達 す る。 国 内 交

易 に お け る製 品 は毛 布 ， 粗

羊 毛 製 品 ， ヤ クの 毛 織 テ ン

トで あ り， これ らは 自家 消

費 され る。 大 量 に生 産 され

る毛 織 袋 は交 易 品 の 運 搬 に

表２　ラダックの中継交易における外国製品の国外輸出入

　　　品年間総価格と課税額１》

国 外 輸 出 入 価 格 （Ｒｓ・）２） 課 税 額 （Ｒｓ．）

輸 入

輸 出

中 国 領

イ ン ド領

計

中 国 領

イ ン ド領

計

２６７，６５０

２２０，２００

４８７，８５０

２３８，０００

２１６，０００

４５４，０００

７，３５０

２，３９１

９，７４１

６，５５０

１５０

６，７００

総 計 ９４１，８５０ １６，４４１

１）Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ ［１８５４：２５１１の 資 料 に基 づ い て作 製。

２）Ｒｓ・は イ ン ド通 貨 Ｒｕｐｅｅｓの 略 。

使 用 さ れ る もので あ る。 国 際 交 易 には 国 内生 産 品 の輸 出 お よ び 国外生 産 品 の 輸 出入 が

あ る。 前者 は山羊 毛 ・羊 毛 で あ り， カ シ ミー ル （Ｋ ａｓｈｍ ｉｒ）， ヌル プ ール （Ｎｕｒｐｕｒ），

ア ム リ ッツ ァル （Ａｍ ｒｉｔｓａｒ）， ラ ンプ ー ル （Ｒａｍｐｕｒ） に輸 出 され る。 この他 ，棚 砂 ，

硫黄 ， ア ンズ お よ び ブ ドウ な どの 乾 燥 果 実 が 含 ま れ る。 後 者 の 国際 交 易 にお け る国外

生 産 品 の 輸 出入 は ラダ ック の交 易 経 済 に と って 最 も重要 な位 置 を 占 め る。 この 重 要性

は製 品価 格 総 額 の大 きさ に よ る もの だ けで はな く，輸 出入 に際 す る関 税 に 由来 す る も

ので あ る。 即 ち， 中 国領 か ら ラダ ック に輸 入 され る製 品 は課税 対象 とな る が， この 同

じ製 品 が ラダ ックか らイ ン ド領 に輸 出 され る時 に再 び 課税 さ れ る こと に な る ので あ る。

同様 に， イ ン ド領 か ら中 国領 に運 ば れ る製 品 に対 して も， 中継 地 の ラダ ック にお いて

輸 入 税 と輸 出税 とが課 さ れ る こ とにな る。 イ ン ド領 と中 国領 との間 の交 易 品 に関 す る

年 間 総 額 と税 額 と を表 ２に示 す 。課 税 は輸 入 税 が ９，　７４１　Ｒｓ．で あ り輸 出 税 が ６，７００　Ｒｓ，

で あ る。 合 計 は １６，４４１Ｒｓ． とな る。 この 表 に は含 ま れ て い な い 中 国産 絹 ，塩 ，鉄 ，

銅 容 器 な ど の関 税 を 含 め る と， ドグ ラ戦 争 以 前 お よび 以 後 にお け る ラダ ッ クの 関税 収

入 の総 計 は約 １８，０００Ｒｓ． と見 積 られ る ［ＣｕＮＮＩＮＧＨＡＭ　 ｌ８５４：２５１－２５２］。 以 上 の

こ とか ら， ラダ ック の交 易 経 済 は中継 交 易 の特 徴 を持 つ とい う ことを 指 摘 で き る。 中

継 交 易 経 済 に関 す る製 品 を種 類 別 に示 した の が表 ３で あ る。 左 欄 に示 した交 易 品 は 中

国 領 ヤ ル カ ン ド， コ ー タ ン， チ ャ ンタ ンな どか ら ラダ ック を経 て イ ン ド領 に送 られ る

原 料 お よ び加 工 品で あ る。 右 欄 の交 易 品 はそ の逆 に ， カ シ ミール な どイ ン ド領地 域 か

らヤ ル カ ン ドに送 られ る原 料 お よび 加工 品 で あ る。 また 交 易 品 の 種 類 を（１）毛 織 ，② 毛

皮 ， （３）綿 布 ， （４）絹 織 ，（５）麻 布 ，（６）嗜 好 品 ・薬 用 品 ，（７）貴 金 属 ・宝 石 ， （８）その 他 ， の ８

項 目 に分 類 し， そ れ ぞ れ に含 ま れ る詳 細 な 品 目を記 載 した。 以 下 ， これ につ いて 検 討

４１９



国立民族学博物館研究報告　 １１巻 ２号

表 ３　 ラダ ックにおける中国領産イ ン ド向け，およびイン ド領産ヤル カン ド向け中継交易品１）

中国領産イ ン ド向け交易品 イン ド領産 ヤルカ ンド向け交易品

１．毛 織

ｌｌ．毛 皮

皿． 綿 布

ＩＶ． 絹 縞

１． シ ョール ・ウー ル （パ シ ュム）２）

（チ ャ ンタ ン， ル トク産 山 羊毛 ） 〔原 料 〕３）

２． フ ェル ト

３． ス ク ラー ト （ラ クダ織 ）

４． カ ー ペ ッ ト （コー タ ン産 ）

１． ブ ル ガー （ロ シア皮 ）

２． ク ン ド ゥズ （クロ テ ン毛 皮）

３． ガ マ （黒 皮 ）

４． キ ム サ ン （黄金 色 皮 ）

５． サ グ リ （緑 皮 ）

１．パ ル チ ャ ・サ ム ス ン （粗 木綿 布 ） 〔製 品 〕

２．パ ル チ ャ ・ズ ッ ク （粗 木 綿 布 ）〔製 品 〕

１． ビロ ー ド （粗 ， 繊細 ）

２． マ シュ ル （粗 絹 織 ）（イ リチ， コー タ ン産 ）

３． シ リン （繊 細 絹 羊毛 織 ）

４． 絹 （生 糸 ， 絹 織 ）

１・ シ ョー ル （粗 肩掛 ） 〔製 品 〕

２． ジ ャ ミワー ル （肩 掛 布 ） 〔製 品〕

３． 錦織 （粗 ） 〔製 品〕

１． ラキ （赤 染 山 羊皮 ， ヌル プ ー ル

　 産）

２． カ ワ ゥ ソ毛 皮

１・綿 （開花）〔原料〕

２．綿 （粗綿）〔原料〕

３。綿 （薄綿）〔原料〕

１． 絹 （ムル タ ンの ル ンギ ）

Ｖ． 麻 布 １． ラカ （大 麻 布 ）

ＶＩ．嗜好 品 ・薬

　　用品

顎．貴金 属 ・宝

　　石

皿． そ の 他

１． 砂 糖 飴〔製 品 〕

２． チ ャ ラス （大 麻 抽 出物 ）

３． 茶 （緑 茶 ， 紅 茶 ）

４． リワ ン ド ・チ ニ （大 黄 根 ：薬 用 ）

５． チ ョブ ・チニ （中 国根 ：薬 用 ）

６， ブ ル ・イ ・ダ ル ・チ ニ

７． ム シュ カ ナ フ ァ （齋 香 ）

８． タ バ コ

９． ブ ドウ

０． ピス タ チ オの 実 （香 料 ， 薬 用 ）

１。 バ デ ィア ン ・キ タ イ （中国 ア ンズ の実 ）

２． マ ミラ （黄 色 根 ：眼 薬 用 ）

３． ガ ラパ タ ー （膨 れ た首 の治 療薬 用 ）

４． ム ル ハ テ ィ （甘 草根 ：薬 用 ）

５． タ“ノレヤ ヒ （？）

６．塩 （チ ャ ンタ ン産 ）

１． 銀 （棒 ・鋳 塊 ）

２． 金

３． 金 糸

４． 銀

５． 銀 糸

６． トル コ石 （ペル シ ャ由来 ， ボカ ラ経 由）

７． ム ンガ （サ ンゴ石 ）

１． ゼ ダ ー リ　（？） （ネパ ール 産 ）

２．石 鹸

３． ポニ ー

１． グ ル （粗 砂 糖 ） 〔原 料 〕

２． 阿片

３． ウ コ ン （染 料 ・香 辛 料 ）

４． シ ョウズ ク （薬用 ・香 味 料 ）

５． シ ョ ゥガ （香 辛料 ・薬 用 ）

６・ チ ョウジ （香 料 ・薬 用 ）

７・ 黒胡 椒 （香 辛 料 ）

８． 蜂 蜜

９・ タ マ リン ド （薬用 ・料 理 用 ）

ＬＯ． 果 汁 飲料 （レモ ン）

Ｌｌ． ア シ根 （香 料 ・薬 用 ）

Ｌ２． トゥルバ ッ ト （サ ン シキ ヒル ガ

　 　オ根 ：薬 用 ）

Ｌ３． ハ ビ リス タ ン （？）

１４．タ ル マ （ナ ツ メヤ シの実 ：食 用 ）

１５．塩

１． 真 珠

１． チ ンツ ェ （？）

２・ タ ー バ ン （か ぶ り もの）

３・ 藍 （染料 ）

４． アオ サ ギ羽 毛 飾 り

５． 靴 （ヌ ル プ ール 産 ）

１）Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ ［１８５４：２４１－２４４］の資料に基づ いて作製。
２）括弧内は交 易品の内容 と産地 について記す。
３）鈎括弧内は交易品 における原料 と製品の区別 について示す。
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す る。

　 毛織 の原 料 の シ ョー ル ・ウ ール はパ シ ュム （Ｐａｓｈｍ ：Ｋｅｌｉ　ｐｈｕｂ） と呼 ばれ る チ ャ

ンタ ン， ル トク産 の 山羊 毛 で あ り， ラダ ック経 由 で カ シ ミー ル に輸 出 さ れ る。 カ シ ミ

ール にお い て ， これ ら原 料 は肩 掛 ， 錦 織 な どの 加 工 製 品 とな り，再 び ラダ ック経 由で

中 国 領 ヤ ル カ ン ドへ 輸 出 され る。 パ シ ュ ムお よ び肩 掛 は 量 ，価 格 に お いて ラダ ックの

中継 交 易経 済 に お け る主 要 交 易 品 で あ る。 毛織 に は この他 ， ヤ ル カ ン ド， コ ー タ ンか

らの フ ェル ト （Ｆｅｌｔ）， ス ク ラ ー ト （Ｓｕｋｌａｔ）と呼 ば れ る ラ クダ毛 の織 物 ，カ ーペ ッ トな

どが 含 ま れ る。 毛 皮 は主 と して 中 国領 か らイ ン ド領 へ の 交 易 品 とな って い る。 ブル ガ

ー （Ｂｕｌｇゑｒ）と呼 ば れ る ロ シア皮
， ク ン ドゥズ （Ｋｔｈｎｄｕｚ）と呼 ばれ る黒 　 毛 皮 な ど，

お そ らく ロ シア産 で あ りヤ ル カ ン ド経 由 によ る もの と考 え られ る交 易 品 が 見 られ る。

イ ン ド領 ヌ ル プ ー ル （Ｎｕｒｐｕｒ）産 の ラ キ （Ｌａｋｉ）は赤 染 めの 山 羊 皮 で あ り， ラダ ック，

ヤ ル カ ン ドに お いて 需 要 が あ り， 靴 ， 馬勒 ，馬 飾 に加 工 され る。 綿 布 はヤ ル カ ン ドか

らイ ン ド領 へ の輸 出品 で あ るが ， 原 料 の綿 は イ ン ド領 か らヤ ル カ ン ドに もた らさ れ て

い る こ とが表 ３か ら明 らか に され る。 絹 ，絹 織 は と もに 中 国領 か らイ ン ド領 へ の輸 出

品 で あ る。 生 糸 の み な らず ， イ リチ ， コー タ ン産 の絹 織 ， シ リ ン （Ｓｉｌｉｎｇ）と呼 ば れ る

絹 と羊 毛 の混 合 織 が見 られ る。 イ ン ド領 か らは ム ル タ ン （Ｍ ｕｌｔａｎ）の ル ンギ （Ｌｕｎｇｉ）

と呼 ば れ る絹 が交 易 品 とな って い る。 ヤ ル カ ン ドは 中 国 と東 ヨー ロ ッパ とを 結 ぶ交 易

路 にあ り，絹 を含 む交 易 品 の 中継 地 点 とな って い るが ， ヤ ル カ ン ドか ら ラダ ック経 由

で イ ン ドに至 る交 易 活 動 にお いて も絹 が 交 易 品 目に含 ま れて い る こ と を指 摘 す る こ と

が で き る。 麻 布 と して は ラカ （Ｌａｋａ） と呼 ば れ る大 麻 布 が 中 国領 か らイ ン ドへ の 輸 出

品 とな って い る。 嗜 好 品 ・薬 用 品 に は多様 な交 易 品 が見 られ る。 グ ル （Ｇ丘ｒ）と呼 ば

れ る粗 砂 糖 は カ シ ミー ルか らヤ ル カ ン ドへ 輸 出 さ れ ，精 製 され て 砂 糖 飴 とな り，再 び

ラダ ック ， イ ン ドへ と輸 出 され る。 ヤ ル カ ン ドか らイ ン ドへ の チ ャ ラス （Ｃｈａｒａｓ） と

呼 ば れ る大 麻 抽 出物 ， 茶 （緑 茶 ，紅 茶 ），逆 に イ ン ドか らヤ ル カ ン ドへ の 阿 片 は経 済 的

に重 要 な交 易 品で あ る。 そ の 他 ， 薬 用 品 と して は ， 中 国産 の薬 用 植 物 が ヤ ル カ ン ドか

らイ ン ドへ 輸 出 され ， 逆 に イ ン ド産 の 香 辛 料 ，薬 用 植 物 な ど が 中 国領 へ 輸 出 され て い

る。貴 金 属 ・宝 石 類 は主 と して 中 国 領 か らイ ン ド領 へ と輸 出 され るが ， 真珠 だ け はイ

ン ドか らヤ ル カ ン ドへ と輸 出 され て い る。

　 トル コ石 は ペ ル シ ャ産 ， ボ カ ラ経 由 で 中 国領 か らイ ン ド領 へ の交 易 品 とな って い る。

そ の 他 ，石 鹸 ， ポ ニ ー （小 型 馬 ） が 中 国 領 か らイ ン ド領 へ の輸 出品 とな り，逆 に染料

と して使 用 され る藍 ， アオ サ ギ羽 毛 飾 ， ヌ ル プ ー ル産 の靴 な ど が， イ ン ド領 か らヤ ル

カ ン ドへ の交 易 品 に含 まれ て い る。
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　 以 上 ， イ ン ド領 と中 国領 との間 に お け る交 易 品 につ いて 検 討 して きた が ， ラダ ック

にお け る交 易 経 済 の位 置 を よ り明確 にす るた め ， こ こで ラダ ッ クの北 方 と南 方 に あ る

ヤ ル カ ン ドお よび カ シ ミー ル とい う商 業 ， 手 工 業 都市 の 性格 に つ い て述 べ る必 要 が あ

る。 これ らの都 市 に は ， カ ー ペ ッ ト， 絹 ， 製 紙 な ど中 央 ア ジ ァ諸 都 市 に共 通 す る手工

業 が 見 られ る。特 に カ シ ミー ル に お け る手 工 業 は， １５世 紀 ， カ シ ミー ル王 ザ イ ン ・ウ

ル ・ア ビデ ィー ン （Ｓｕｌｔａｎ　Ｚａｉｎ－ｕｌ－Ａｂｉｄｉｎ：Ｚａｉｎ’１－‘瓦ｂｉｄｉｎ　１４２０－１４７０　Ａ．Ｄ．） が サ

マル カ ン ド （Ｓａｍａｒｑａｎｄ）の テ ィ ム ール （Ｔｉｍ ｕｒ） 宮廷 に お け る工 芸 に学 ん だ もの で

あ る ［ＢＡＭｚＡＩ　 ｌ９６２：３２３－３２４，３２６］。 これ らは ム ガ ー ル帝 国時 代 ， お よび ア フガ ン

統 治 時 代 にカ シ ミー ル の主 要 な 手 工 業 とな る。 もっ と も， そ れ 以 前 か ら カ シ ミー ル

にお いて は交 易 と 商 業 が 盛 ん で あ った と 考 え られ る。 特 に マ ウ リァ朝 の ア シ ョカ 王

（Ａｓｈｏｋａ　２６８－２３２　Ｂ．Ｃ．）， さ らに は ク シ ャ ーナ朝 の カ ニ シカ王 （Ｋａｎｉｓｈｋａ　ｌ　２９－１５２

Ａ．Ｄ．）の 時代 ， カ シ ミール は大 帝 国 の一 部 とな り， イ ン ドと 中央 ア ジァ を結 ぶ隊 商 基

地 とな って いた 。 当 時 の カ シ ミール の交 易 に用 い られ る 国 内製 品 と して は，羊 毛 製 品 ，

サ フ ラ ン （Ｓａｆｆｒｏｎ：薬 用 ， 染 料 ， 香 味 料）， クス （Ｋ ｕｔｈ：ｃｏｓｔｕｓ：香 料 ，薬 用 ），少 量

の絹 が あ った と考 え られ る ［ＢＡＭｚＡＩ　 １９６２：２２８］。

　 羊 毛 製 品 が カ シ ミール の 主 要 交 易 品 で あ った と い うこ と は Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ ，　Ｓｉｒ　Ａ．

［１８５４］ に見 られ る記 載 と一 致 す る。 ま た， シ ョール な どの毛 織 手 工 業 は ムガ ール 帝

国時 代 お よび ア フガ ン統 治 時代 に全 盛 期 をむ か え るが ， そ の 製 品 はイ ン ドを は じめ あ

らゆ る地 域 に送 られ た ［ＢＡＭｚＡＩ　 ｌ９６２：４９５－４９６］。 そ の他 ， カ シ ミー ルか らイ ン ド

の 他 地 域 に輸 出 され た もの と して は ，果 物 （生 ，乾 燥 ）， サ フ ラ ン，絹 糸 ， 馬 ， 木 製 品 ，

金 属 製 品 ， 宝 石 製 品 な どが あ る。 これ らの宝 石 類 は中 央 ア ジア か ら輸 入 され ， カ シ ミ

ール にお いて 加工 さ れ た もの で あ る。 また ， 中 央 ア ジア ， チ ベ ッ トに輸 出 され た もの

と して は， サ フ ラ ン，木 製 品 ，金 属 製 品 が あげ られ る。 逆 に，輸 入 品 と して は イ ン ド

の 他 地 域 か ら貨 幣鋳 造 ，装 飾 のた め の貴金 属 ，塩 ，綿 な どが あ り， 中央 ア ジ ァ， チ ベ

ッ トか らは山 羊毛 ，羊 毛 布 ，爵 香 ，水 晶 ， ひ す い ，塩 ，茶 ，薬 用 植 物 な どが あげ られ

る。 した が って ，前 述 した カ シ ミール か ら ラダ ッ ク経 由 で 中央 ア ジ ァ に輸 出 した 綿 は，

イ ン ドか らカ シ ミー ル に輸 入 さ れた もの で あ った と考 え られ る。 この ことか ら， カ シ

ミー ル も ラダ ック 同様 ， 中央 ア ジ ァ と イ ン ドとの 中継 交 易 経 済 を基 盤 に持 つ が ， さ ら

に手 工 業 の存 在 が ラダ ック と は異 な る点 で あ る こ とを指 摘 で きる。 同様 に， 中央 ア ジ

ァ の ヤ ル カ ン ドに つ い て も， 中継 交 易 経 済 と手工 業 とが そ の経 済 基 盤 と考 え られ る。

　 以 上 ， ラダ ック に お け る交 易 商 品 と経 済 につ い て検 討 して きた が， ラダ ック王 国 の

交 易 経 済 の 特 質 に 関 して次 の こと を指 摘 す る こ とが で き る。 第 １に ラダ ック王 国の 交
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易経済は中国領とインド領という，ヒマラヤ山脈北方と南方の生態的に異なる地域に

おける，異なる生産品の交換によって成立 している。第 ２に，ある交易品に関しては

原料輸出とその加工製品の再輸入，再輸出によって成立 している。たとえば，山羊毛

（パシュム）はカシミールへ原料が輸出され，加工製品としての織物がラダ ックに輸入，

通過 して中央アジアへと再輸出される。また，綿の原料はインドか らラダ ック経由で

ヤルカンドに輸出されるが，加工製品の綿布は中国領からインド領へと輸出される。

したがって， ラダ ック王国の交易経済の特徴は原料輸出とともに中継交易を基盤ｉとし

ているということが明確になる。これを可能にしているのは，既に述べたようにラダ

ック王国の生態的条件であるが，これに加えて中央アジアのヤルカンド，およびイン

ドのカシミールというラダ ックの南北に位置する手工業都市の存在である。 したがっ

て，ラダ ック王国の交易経済は これ らヒマラヤ山脈の南北に位置する交易一手工業都

市を結び付ける中継交易活動を機軸にしていると理解することが可能である。

（３） 交 易 協 定

　 前 節 で 明 らか に され た よ う に，交 易活 動 は ラダ ック王 国 の経 済 基 盤 と して 重 要 な も

の で あ った。　 した が って ， 交 易活 動 に関 す る諸 国間 との 政 治 的 協 定 は経 済一政 治 関係

を 知 る上 か ら重 要 な意 味 を持 つ と考 え られ る。 特 に ，戦 争 後 に締 結 され る講 和 条 約 に

交 易 に関 す る協 定 が含 まれ て い る こ と は， この こ とを示 す もの で あ る。 ラダ ック王 統

史 に は， モ ンゴ ル戦 争 後 の テ ィ ンス ガ ン （ｇＴｉｈ－ｓｇａｈ） の和 平 協 定 に関 す る記 載 を 見

る こ とが で き る。 また ， プ ー リ ックの ド ラシ ナ ムギ ャル に よ る ラダ ック王 国の 王 位継

承 を め ぐ る内部 抗 争 に発 す る ワ ム レ （Ｗ ａｍ－ｌｃ）の 調 停 に ，交 易活 動 に関 す る協 定 が含

ま れて い る。 さ らに， ラダ ック王 国 とク ル王 国 との間 に お け る交 易 協 定 を 見 る こ と も

可 能 で あ る。 これ ら ラダ ック王 国 の 交 易 協 定 につ い て以 下 に記 載 と分 析 壷行 な う。

　 （ｉ）　 テ ィ ンスガ ン （ｇＴｉｈ－ｓｇａｈ：ｇＴｉｈ－ｍ ｏ－ｓｇａｈ テ ィモ ス ガ ン） の 交 易 協 定

　 ラダ ックの テ ィ ンス ガ ンに お け る協 定 は， ラチ ェ ンデ レク ナ ム ギ ャル （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ

Ｂｄｅ－ｌｅｇｓ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　１６６０－１６８５　Ａ．Ｄ．） の 時代 ， ラサ 政府 に よ り派 遣 さ れた ミパ ム

ワ ンポ （Ｍ ｉ－ｐｈａｍ－ｄｂａｈ－ｐｏ） に よ り， チ ベ ッ トと ラダ ッ ク との間 に お け るモ ンゴル

戦 争 （ｃ．１６７９－１６８５Ａ．Ｄ．） の講 和条 約 と して 成 立 した もの で あ る。　 これ に先 立 ち，

ラダ ック は チ ベ ッ トーモ ンゴ ル 連 合 軍 の攻 略 に対 抗 す るた め ， ム ガ ー ル帝 国下 にあ っ

た カ シ ミー ル太 守 に救 済 を求 め， この 代 償 と して カ シ ミー ル との間 に交 易 協 定 を結 ぶ

こ とを余 儀 な くさ れて い る。 した が って ， ラダ ック王 国 は ， この時 チ ベ ッ トとの 間 ，

お よび カ シ ミー ル との 間 にそ れ ぞ れ 別 個 の 交 易協 定 を締 結 して い る こ と にな る。
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　 ラダ ック王 国 とカ シ ミー ル と の間 の交 易 協 定 の う ち， パ シ ュ ミナ ・ウ ー ル （山羊 毛 ）

の交 易 に関 す る もの は以 下 の 通 りで あ る。 即 ち， カ チ ュル （Ｋｈａ－ｃｈｕｌ：Ｋａｓｈｍｉｒ）

の 特 権 と して ， ガ リコル ス ム （ｍＮａｈ－ｒｉｓ－ｓｋｏｒ－ｇｓｕｍ ）の 山 羊毛 は他 国 に販 売 す る こと

が あ って はな らな い。 繊 細 毛 お よび 粗毛 の混 合 品 の価 格 は ２Ｒｓ．あ た り８０ナ グ （ｆｉａｇ）

に定 め る（１２　ｆｉａｇ＝ ｌｂａｔｔｉ＝ ４１ｂ．）。 チ ャ ン （Ｂｙａｈ）の人 は ロ ン （Ｒｏｈ） の ナ グを 使 用

す る こ と は許 され な い。 チ ャ ンタ ンの 山羊 毛 が 土 ，石 ，水 を含 んで い る と いわ れ る こ

とが あ って はな らな い。 ル トク （Ｒｕ－ｔｈｏ９） に は ラダ ック宮 廷 の商 人 以 外 の 何 人 も立

ち入 る こと は許 され な い 。 山羊 毛 の交 易 に関 して ４名 の カ シ ミール人 の商 人 が ペ トゥ

（ｄＰｅ－ｔｈｕｂ）に駐 在 し， カ シ ミール の カ シ ミー ル人 との 間 で交 易 を行 な う。 カ チ ュル

ト。ギ ャ （Ｋｈａ－ｃｈｕｌ－ｈｇｒｏ－ｒｇｙａ）と呼 ば れ る人 々を 除 い て ， い か な る カ シ ミール の カ

シ ミー ル人 （Ｋｈａ－ｃｈｕｌ－ｋｈａ－ｃｈｅ）も チ ャ ンタ ン に行 く こ とは許 され な い。 チ ャ ンタ ン

に行 く ラダ ックの カ シ ミール人 （Ｌａ－ｄｖａｇｓ－ｋｈａ－ｃｈｅ）は ，彼 等 が 自 ら山 羊 毛 の 荷 を持

って カ シ ミール に行 く こ とは許 さ れ な い。

　 以 上 の 交 易 協 定 で 決 め られ て い る こ とは， 前 半 で は ラダ ックの羊 毛 交 易 に関 す る カ

シ ミール の 独 専権 ，交 易 品 の価 格 規 定 ， お よび 品質 規格 の設 定 で あ る。 さ らに後 半 で

は， 交 易 商 人 の 資格 が 問題 に さ れて お り， 原 料購 入 に関 す る商人 ， カ シ ミール へ の 原

料 運 搬 に関 す る商人 ， さ らに両 者 の間 に カ シ ミール太 守 によ り派 遣 され た と考 え られ

る ラダ ック駐 在 の ４名 の カ シ ミー ル商 人 が 仲 介 す る規定 が設 け られ て い る。 この 規則

は交 易 商 人 の 自由 な 交 易 活 動 を規 制 し，羊 毛 交 易 にお け る流 通機 構 を カ シ ミー ルの 管

轄 下 に 置 く ことを 目的 と した もの で あ る こ と を指 摘 す る こ とが で きる。 特 に， 羊 毛 の

品 質 ， 価 格 規 定 は羊毛 交 易 を め ぐる羊 毛 生 産 者 ， ラダ ック王 国 ， カ シ ミール 聞 の 自 由

競 争 を抑 制 す る専売 協 定 で あ る と解 釈 す る こ とが で き る。 な お ， ラダ シク王 国 と カ シ

ミール との 間 の 交 易 協 定 の うち羊 毛 交 易 以 外 の 協 定 と して以 下 の もの が見 られ る。 即

ち， ラダ ック王 はカ シ ミー ル太 守 に対 し， 従 順 の 意 を 表 わ す責 任 負 担 分 と して 進 貢 を

３年 毎 に行 な う こ と。 ま た ， これ に付 加 す べ き もの と して ，１８頭 の 白黒 斑 馬 ， １８袋 の

米 が 送 られ る こ とが 約束 さ れ て い る。

　 次 に， テ ィ ンス ガ ンに お け る講 和 条 約 に は， チ ベ ッ トと ラダ ック との間 に以 下 の 様

な 政 府 間 交 易 に関 す る協 定 が締 結 さ れ て い る。 即 ち ， チ ベ ッ トか ら政府 交 易者 が ２００

荷 の 茶 を 持 って 来 る。 そ して ， ラダ ック王 国経 由で の み矩 形 の 固形 茶 が 国境 を越 え て

送 られ る こ と。 も し， チ ベ ッ トの政 府 交 易 者 が 毎 年来 る こ とが な け れ ば， この約 定 は

効 力 を失 う こと。 他 方 ， ラダ ック王 は ロチ ャク （ｌｏ－ｐｈｙａｇ：隔年 の使 節 派 遣 ） の際 に

僧 職 者 に対 して 進 呈 を行 な う こ と。 通 常 の僧 侶 へ の 献 品 に関 して は量 を定 め な いが ，
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ラ ラ ン （ｂｌａ－ｂｒａｈ：ダ ライ ラマ の執 事 ） に対 して は１０トゥル ゾ （ｔｈｕｒ－２０）の金 ， １０ラ

ン （ｓｒａｈ）の 香料 （サ フ ラ ン）， ６片 の ホル （Ｈｏｒ）産 の 綿 布 ， １片 の柔 綿 布 を献 上 す る

こ と。 さ らに ，交 易 協 定 以 外 の 条 約 と して ， ラダ ック王 国 はガ リコル ス ム地 方 を失 い，

チ ベ ッ トと ラダ ック との 国境 を デ ムチ ョク （ｂＤｅ－ｍ ｃｈｏ９）の ラ リ （Ｌｈａ－ｒｉ）川 と定 め

る こ とが記 載 さ れて い る。 チ ベ ッ トと ラダ ック 間 の 交 易協 定 に関 して ，　 ドグ ラ戦 争

（１８３４　Ａ．Ｄ．）以 後 ， ラダ ックに滞 在 した Ｍ ａｒｘ，　Ｋ・［ＦＲＡＮｃＫＥ　 Ｉ９０７：１１７ｎｏｔｅ　ｂｙ

Ｋ Ｍ ａｒｘ］は，今 日で は ， チ ベ ッ トか らの 政府 交 易 は２００荷 の 茶 に 代 わ り２６０荷 の 茶 を

運 ぶ こ と にな って い る こ とを記 録 して い る。 しか し， 前述 した よ うに， ドグ ラ戦 争 に

よ り ラダ ック王 国 の独 立 が失 わ れた 後 ， ラダ ック王 国 か らチ ベ ッ トへ の 交 易 は実 質 的

に は イス ラ ムの 交 易 商 人 Ｈ ａｊｊｉ　Ｎａｚｅｒ　Ｓｈａｈ 一 族 を 中心 とす る専 業 交 易 商 人 た ちの

手 中 にあ った もの と考 え られ る。

（ｉｉ） ワ ム レ （Ｗ ａｍ －ｌｃ）の 交 易 協 定

　 ラダ ック国 王 プ ンツ ォク ナ ム ギ ャル （Ｐｈｕｍ－ｔｓｈｏｇｓ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　１７３９－１７５２　Ａ．Ｄ。）

の治 世 ， プ ー リ ックの ド ラシナ ム ギ ャル （ｂＫｒａ－Ｓｉｓ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ） は王 位 継 承 問 題 か

ら， カ シ ミール 交 易 者 と ラダ ック住 民 に対 し規 制 を 加 え よ う と試 みた 。 この 騒 動 の 調

停 が ワ ム レ （Ｗ ａｍ・ｌｅ）に お け る条 約 で あ る。 これ は チ ベ ッ トの ギ ャルバ リ ンチ ェ ン

（ｒＧｙａｌ－ｂａ－ｒｉｎ－ｃｈｅｎ：ダ ライ ラマ） に よ って 派 遣 され た カ ー ギ ュ派 の僧 ツ ェ ワ ンノル

ブ （Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｎｏｒ－ｂｕ）を 委 員 長 とす る８８名 の協 議 員 に よ り議 決 され た もの で あ る。

協 議会 は王 族 ９名 ， プ ー リ ック領 主 ８名 ， 閣僚 ５０名， 長 老 ４名 ， 僧 院 長 １０名 ， ラサ政

府 代 表 １名 ， オ ブザ ーバ ーお よび 証 人 と して カ シ ミー ル羊 毛 交 易 者 ６名 か ら成 る もの

で あ った。 羊 毛 交 易 者 が 含 まれ て い る こ とは ， ドラシ ナ ム ギ ャル が 彼等 に略奪 を加 え

た こ とに 関す る証 人 喚 問 の た めで あ った と考 え られ る が， 同時 に カ シ ミー ル と ラダ ッ

ク とを結 ぶ交 易 路 の途 中 に位 置 す るプ ー リ ック地 方 に お け る交 易 活 動 へ の干 渉 が ， ラ

ダ ッ ク王 国 に と って 重 大 な 関 心 事 で あ った こ とを証 明す る も ので あ る。 この こ とは，

交 易路 に関 す る節 で 既 に述 罷 た よ うに ， プ ー リック地 方 が カ シ ミール か ら大 ヒマ ラヤ

山 脈 の ゾ ジ 峠 を越 えて ラダ ック に至 る中 問地 帯 の ス ル川 流 域 を 占 め， カ シ ミー ル と レ

ー
， お よび カ シ ミー ル とバ ル テ ィス タ ン， ギ ル ギ ッ トとの交 易 路 の 中央 に位 置 して い

る こ と に由来 す る もの と考 え られ る。 も っ と も， この王 位 継 承 問題 に関 して ， ラダ ッ

ク王 統史 に は王位 継 承 原 則 と して の 長 男 継 承権 が 明文 化 さ れ る が， 交 易 に関 す る協 定

につ い て はそ の記 載 を見 な い。 しか し， Ｇｅｒｇａｎ，　Ｓ．　Ｓ．［ＧＥＲＧＡＮ　ａｎｄ　Ｈ ＡｓｓＮＡＩＮ

ｌ９７７：３１－３２］ に よれ ば ， ワ ム レにお け る調 停交 書 の 中 に以 下 の様 な 規 制処 置 が定 め

られ て い る。 即 ち， プ ー リ ックの ド ラシナ ム ギ ャル は ，（１）レー， カ シ ミー ル ，バ ル テ
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イス タ ン間 にお け る旅 行 者 ， 交 易 者 を脅 迫 しな い こ と，（２）強奪 した ポ ニ ー を そ の所 有

者 に返 却 す る こ と，（３）カ シ ミール 交 易 者 ， デ リー か らの交 易 代 表 団 と使 者 に対 して 侵

害 を加 え な い こ と， が決 議 され て い るの で あ る。 プ ー リック に お け る交 易 侵 害 に対 す

る規制 は，先 の ラダ ック王 国の 王 位 継 承権 の 原則 ， さ らに ラダ ック王 国 にお いて一 つ

の王 国 に ２人 の王 は認 めな い とい う王 統 史 の記 載 と合 わせ て 考 え る時 ， プ ー リッ ク地

方 を ラダ ック王 国の 一 部 と して規 定 した上 で ， イ ン ドと中 央 ア ジァ との 中継 交 易 に関

す る権 利 を ラダ ック王 国 に限 定 す る とい う政 策 に基 づ くもの で あ る と理 解 す る こ とが

で き る。 即 ち， ワ ム レの 調 停 に お い て ラダ ック王 国 は その交 易路 と円滑 な交 易 活 動 の

遂 行 条 件 を 政 治 的 に確保 した と解 釈 す る こ とが 可 能 で あ る。

　 （ｉｉｉ）　 ラダ ック （Ｌ・ａ－ｄｖａｇｓ） と クズ （Ｋｕ－ｚｕ；クル ：ｋｕｌｕ）の交 易 協 定

　 ラダ ック王 国 と ヒマ ラヤ 南 部 の クル 王 国 との間 に お け る交 易 協 定 に関 して は， クル

の ドルン ドルプ （Ｄｒｕｎ－ｄｒｕｂ）に よ る記 事 ［ＦＲＡＮｃＫＥ　 ｌ９０７：２２１－２２４］ か らそ の概 要

を知 る こ とが可 能 で あ る。 交 易 品 は ラダ ック産 の 硫 黄 と クル産 の 鉄 で あ り， これ ら

の交 換 に関 す る協 定 が 述 べ られ て い る。 交 易 の経 緯 は 以 下 の通 りで あ る。 ガ ル ツ ァ

（Ｇａｒ－Ｓａ）は チ ベ ッ ト人 （Ｂｏｄ－ｐａ）に よ って 治 め られ て い た が ， クズ （Ｋｕ－ｚｕ）の あ る

王 が 征 服 し， これ以 後 毎 年 ， ク ル王 は ラダ ック王 に鉄 を送 り，逆 に ラダ ック王 は クル

王 に硫 黄 を送 る とい う約 束 が な され た とい う。 こ こに登 場 す る ガ ル ツ ァ と は ラホ ール

（Ｌａｈｕｌ） の こと で あ るが ， 時 にチ ャ ン ドラ （Ｃｈａｎｄｒａ） 漢谷 ，バ ガ （Ｂｈａｇａ） 渓谷 の

み を示 す こ と もあ る。 一 方 ， 両 漢 谷 は メ ロク （Ｍ ｅ－ｒｌｏ９） と も呼 ば れ る。 ま た クズ

（Ｋｕ－ｚｕ） とは ク ル （Ｋｕｌｕ） の ブ ナ ン （Ｂｕ－ｎａｎ）語 で あ る ［ＦＲＡＮｃＫＥ　 ｌ９０７：２２３］。

ク ル王 は ガ ルザ の 住 民 に対 し租 税 の 代 わ り に毎 年 １バ テ ィ （ｂａ一口）の鉄 を ラダ ック王

に与 え る よ う に命 じた 。 バ テ ィ （ｂａ－ｔｉ：Ｂａｔｔｉｓ） と は ヒ ンデ ィ語 に 由来 す る ラダ ック

の 重 量 単 位 で ２イ ン ドシァ ーズ （ｌｓｅｅｒ≒２ｐｏｕｎｄ）に相 当 す る ［ＣｕＮＮＩＮＧＨＡＭ　ｌ　８５４：

２５３－２５４］。 ガ ル ザ と メ ロ ク （Ｍ ｅ－ｒｌｏ９）の 住 民 は各 々， クル か ら鉄 を買 い， これ を 運

搬 せ ね ば な らな か った。 ラダ ック王 の 使 者 が ガ ル ザ に到 着 す る と， 人 々 は世 帯 毎 に １

バ テ ィの鉄 とそ れ を包 む 古 い袋 を 持 って 集 ま り，　 これ を リンテ ィ （Ｌｉｎ－ｔｉ） ま で 運搬

した。 バ ガ （Ｂｈａｇａ）の左 岸 に あ る カル ダ ン （Ｋａｒ－ｄａｈ：ｍＫ ｈａｒ－ｄａｈ）か ら出発 し，

１００人 夫 荷以 上 が毎 年 搬 出 され た 。 彼 等 は リ ンテ ィ にお い て ， 今 度 は荷 を ラダ ック の

人 々 に よ り そ こ まで 運 鍛 され て来 た硫 黄 に代 え， キ ー ラ ン （Ｋｙｅ－［９］ｌａｈ）ま で戻 っ た。

一 方
， ラダ ックの 人 々 は リンテ ィか ら鉄 を ラダ ック に持 ち帰 った。 硫 黄 は キ ー ラ ンか

らは村 落 間 の奉 仕 に よ り クズ （Ｋｕ－ｚｕ） まで 運 搬 され た 。 この交 易 が い つ か ら始 ま っ

た か は明 らか で はな い が ， １８３０Ａ・Ｄ．生 ま れ の クル の ド・レン ドルプ （Ｄｒｕｎ－ｄｒｕｂ） が
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１３歳 にな るま で交 易運 搬 の役 に従 事 して いた とい う事 実 か ら，　 １８４５ Ａ．Ｄ． に至 るま

で ， 即 ち ドグ ラ戦 争以 前 か ら以 後 に至 る まで 続 け られ て い た こ とは確 かで あ ろ う。

　 なお この 交 易 使 者 で あ り， 運 搬者 の監 督 に あ た る ラダ ック人 は フ ォー ナ （Ｐｈｏ－ｆｉａ）

と呼 ば れ ， 世 襲 的 地 位 にあ った。 ラダ ック の シェ ー （Ｓｅｌ） に は ， ツ ェ ワ ンパ ル チ ョ

（Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｄｐａ１－ｈｂｙｏｒ）， ドン トルプ トラシ （Ｄｏｎ－ｇｒａｂ－ｂｋｒａ－６ｉｓ）， ツ ェ リ ンプ ンツ

ォ ク （Ｔｓｈｅ－ｒｉｈ－ｐｈｕｎ－ｔｓｈｏｇｓ） とい う ３代 に渡 る フ ォー ナ が 居 り， 彼 等 は ピテ ィ

（ｄＰｅ－ｔｉ：ｓＰｙｉ－ｔｉ）， カル チ ャ （ｄＫａｒ－ｃｈａ：Ｌａｈｕｌ）， ニ ュ ンテ ィ （Ｎｕｈ－ｔｉ：Ｋｕｌｕ） ま

で行 き， ラダ ック か らの 硫 黄 を 運 搬 し，帰 りに は ラダ ック に鉄 を 運 ん だ 。

　 以 上 の記 載 か ら明 らか に され る こ とは ， この交 易 は講 和 条 約 の 性 格 を 持 った 王 国間

の 公式 の交 易 協 定 で あ る と い うこ とで あ る。 ラダ ック と ク ル の間 の 交 易 協 定 は， そ れ

ぞ れ の王 国 に お け る 国 内生 産 物 の 相 互 交 換 とい う特 徴 を持 つ。 これ は均 衡 の とれ た交

易 協定 で あ るか の よ うに見 え るが ， あ くま で も クル王 に よ る ガ ルザ 地 方 の征 服 とい う

事 実 の上 に成 立 して い る もので あ る。 この 意 味 で ， モ ンゴ ル戦 争 後 に締 結 され た チ ベ

ッ トと ラダ ッ ク との間 の政 府 間 交 易 と類 似 す る もの で あ る。 即 ち， 後 者 にお いて は，

チ ベ ッ トか ら ラダ ッ クに茶 を運 び， 逆 に ラダ ックか らは種 々 の贈 物 を チ ベ ッ トの 僧職

に献 じる と い う相 互規 定 が あ るが ， その 背 景 に はガ リコル ス ム地 方 を チ ベ ッ トに帰 属

させ る と い う戦 争 終結 条 件 が規 定 され て い るか らで あ る。 さ らに ， カ シ ミー ル と ラダ

ック との 間 に も， ラダ ッ クか らの馬 ， 購 香 ， ヤ ク尾 ， お よび カ シ ミー ル か らの米 と い

う国 内生 産 物 の 交 換 規 定 が あ る もの の， これ らはカ シ ミール に よ る羊 毛 交 易 の独 占権 ，

さ らに は ラダ ック王 の イス ラ ム改宗 とい うカ シ ミール の 条 件 の 受 諾 の上 に成 立 す る も

の で あ る。 即 ち， 王 国 間 の講 和条 約 に見 られ る政 治 的 関 係 を 背 景 と して考 え れ ば， こ

れ らの交 易 協 定 は 国 内生 産 物 の相 互 交 換 とい う特 徴 と同 時 に， 貢 献 とい う王 国間 の儀

礼 的交 換 と して の意 味 を 持 つ もの で あ る と理 解 す る ことが で き る。

３． 政 治 機 構

　ラダ ック王国の政治機構は王朝，宰相をはじめとする官僚，教会により構成される。

この章では，ラダック王国の政治機構について王朝，官僚，王朝と官僚との関係につ

いて記載，分析を行なう。教会および教会と王朝との関係については次章の宗教機構

の項目のもとにあらためて取り上げることにする。
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（１） 王　　　朝

　 ラダ ック王 統 史 は キデ ニ マ ゴ ン（ｓＫｙｉｄ－ｌｄｅ　Ｎｉ－ｍａ－ｍｇｏｎ　ｃ．　９００－９３０　Ａ．Ｄ．）か ら ロ

ト。チ ョク ダ ン （Ｂｌｏ－ｇｒｏｓ－ｍｃｈｏ９－ｌｄａｎ　ｃ．１４４０－１４７０　Ａ．Ｄ．）に至 る第 １次 王 朝 ， ラチ

ェ ン トラクパ ブム （Ｌｈａ。ｃｈｅｎ　Ｇｒａｇｓ－ｐａ－ｈｂｕｍ　ｃ・１４００－１４４０　Ａ．Ｄ．）か らツ ェ ワ ン ラ

プ タ ンナ ム ギ ャル （Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｒａｂ－ｂｒｔａｎ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａ１　ｃ．１８３０－１８３５　Ａ．Ｄ．） に至 る

第 ２次 王 朝 の諸 王 につ い て 記載 して い る。 第 １次 王 朝 と第 ２次王 朝 とは年 代 的 に重 複

し，実 質 的 な 交 替 が あ った の は ｃ．１４７０Ａ．Ｄ．の ラチ ェ ンバ ガ ン （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　Ｂｈａ－ｇａｎ

ｃ．１４７０－１５００Ａ．Ｄ．） の時 で あ った と考 え られ る。 王 統 史 は ， 彼 につ いて 戦 いを 好 む

王 で あ る と記 し， 彼 と シ ェー （Ｓｅ１）の 人 々 は レー の王 ラチ ェ ン トラクブ ムデ （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ

Ｇｒａｇｓ・ｈｂｕｍ－ｌｄｅ　ｃ．１４００－１４４０　Ａ・Ｄ ・） の息 子 達 に敵 対 した と述 べ る。 即 ち， ラ チ ェ

ン トラク ブ ムデ の 息 子 で あ り ラダ ック 第 １次 王 朝 最後 の 王 で あ る ロ ト・チ ョクダ ン

（Ｂｌｏ－ｇｒｏｓ－ｍｃｈｏ９－ｌｄａｎ　ｃ．１４４０－１４７０　Ａ・Ｄ・） は彼 の 父 の弟 の孫 に あた る ラチ ェ ンバ ガ

ンに王 位 を 奪 わ れ た とい う こ とに な る。 これ ら諸 王 はい ず れ も系 譜 に よ って 結 ば れ た

世 襲 制 の も と にあ り， Ｇｙａｌ－ｐｏ （勝 利 者 ；ｒＧｙａｌ－ｐｏ－ｃｈｅｎ－ｐｏ：勝 利 者 一偉 大 者） と呼

ばれ 君 主 と して の地 位 を 占 め る。 ラダ ック王 国 第 １次 王 朝 の諸 王 の名 前 は長 男 の 王 位

継 承 者 の 名 前 に冠 せ られ る ラチ ェ ン （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ：神 一偉 大） を 伴 う。 第 ２次 王 朝 諸 王

につ いて は名 前 の後 に ナ ム ギ ャル （ｒＮａｍ－ｒｇｙａｌ：完全 一勝 利 ） が 付記 され るが ， これ

は ナ ム ギ ャル 王朝 の系 譜 を 明確 にす る もの と考 え られ る。 も っ とも， 第 ２次 王 朝諸 王

につ い て は継 承 を め ぐる抗 争 の た め ， 必 ず し も長男 が王 とな って はい な い 。 しか し，

プ ン ツ ォ クナ ム ギ ャル （Ｐｈｕｎ－ｔｓｈｏｇｓ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ　ｌ　７３９－１７５２　Ａ・Ｄ・）の 治 世 にお け る

ワム レ （Ｗ ａｍ －ｌｅ）の 調停 （１７５２　Ａ・Ｄ・）以 来 ， ラダ ック王 国 にお け る王 位継 承 規 則 と

して ，王 位 は 長男 が継 承 し弟 は僧 侶 にな る こ とが定 め られ る に至 る。 も っ と も， 長男

に よ る王 位 継 承 は既 に ラダ ック王 国 にお け る理 念 的 原 則 で あ った と考 え られ る。 た と

え ば ， キ デ ニ マ ゴ ン （ｓＫｙｉｄ－ｌｄｅ　Ｎｉ－ｍ ａ－ｍｇｏｎ　ｃ・９００－９３０） は ３人 の 息子 の うち 長男

の ラチ ェ ンパ ル キ ゴ ン （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　ｄＰａｌ－ｇｙｉ－ｍ ｇｏｎ　ｃ・９３０－９６０　Ａ・Ｄ・） に上 下 ラダ ッ

ク地 域 を含 む ガ リ （ｍ Ｎａｈ－ｒｉｓ）の マ ル ユル （Ｍ ａｒ－ｙｕｌ）を 与 え て い る。 ま た第 ２次 王 朝

の セ ンゲ ナ ム ギ ャル （Ｓｅｈ－ｇｅ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　ｃ・１５９０－１６３５　Ａ・Ｄ・；ｃ£ １５６９－１５９５　Ａ・Ｄ ・）

の王 位 に つ いて も， ３人 の 息 子 の 中 で 長男 の デ ルダ ンナ ム ギ ャル （ｂＤｅ－ｌｄａｎ－ｒｎａｍ －

ｒｇｙａｌ　ｃ．１６２０－１６４５　Ａ・Ｄ・；１５９４－１６５９／６０　ＡＤ ・）に よ って 継 承 され て い る。 さ らに ，

ラチ ェ ンデ レク ナ ム ギ ャル （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　Ｂｄｅ－ｌｃｇｓ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ　ｌ　６６０－１６８５　Ａ・Ｄ・）に は

５人 の息 子 が あ った が ， 王 位 を 継 承 す るの は長 男 の ラチ ェ ンニ マ ナ ム ギ ャル （Ｌｈａ－

ｃｈｅｎ　Ｎｉ－ｍ ａ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　ｌ　６８５－１７２０　Ａ・Ｄ・）で あ り， さ らに これ は 長男 で あ る第 １王
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妃 との 間 の 息 子 の デ ス キ ョ ンナ ム ギ ャル （ｂＤｅ－ｓｋｙｏｈ・ｒｎａｍ ・ｒｇｙａｌ　ｌ　７２０－１７３９　Ａ・Ｄ・）

に よ り継 承 さ れ る に至 る。

　 しか し， 以 上 述 べ た こ とか ら も明 らかな よ うに， 次 男以 下 の 相 続 権 が全 く認 め ら

れ て い な か った わ け で は な い。 前 記 最 初 の例 に あ げた ニ マ ゴ ン の 次男 の ド ラシ ゴ ン

（ｂＫｒａ－６ｉｓ－ｍｇｏｎ） に は王 位継 承 者 の称 号 で あ る ラチ ェ ン （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ） を 冠 せ られ る

こ とは な か った が ， プ ラ ン （Ｐｕ－ｈｒａｈｓ），’グゲ （Ｇｕ－ｇｅ）地 方 を与 え られ ， ま た三 男 の

デ ツク ゴ ン （１Ｄｅ－ｇｔｓｕｇ－ｍｇｏｎ） にはザ ンカ ル ゴ ス ム （Ｚａｈｓ－ｄｋａｒ－ｓｇｏ－ｇｓｕｍ）， ピテ ィ

（ｓＰｉ－ｔｉ）， ピチ ョク （ｓＰｉ・・ｌｃｏｇｓ） 地 方 の 支 配権 が与 え られて い る との 記 載 が 見 え るか ら

で あ る。

　 この こ とは ， 第 ２次 王 朝 セ ンゲ ナ ム ギ ャル の 次男 で あ る イ ン ドラボ テ ィナ ム ギ ャ

ル （Ｉｎｄｒａｂｏｄｈｉ・ｒｎａｍ－ｒｇｙａ玉） が グゲ の支 配 権 を得 ， また 三 男 デ ムチ ョクナ ム ギ ャル

（ｂＤｅ－ｍｃｈｏ９－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ） が ピテ ィ とザ ンカ ル とを与 え られて い る こ と と 同様 で あ

る。 これ らの地 域 は いず れ も イ ンダ ス河 本流 域 の上 下 ラダ ック を中 心 とす る ラダ ック

中 央部 で は な く， そ の南 方 と東 南 方 に位 置 す る辺 境 地 方 領 地 で あ るが ， 次 男以 下 に こ

れ ら領 地 の支 配 権 が与 え られ ， そ こが小 独 立 王 国 と して 存 続 して い た こ と は事 実で あ

る。 特 に ， ラダ ック王 国 成 立 初 期 ， あ るい は セ ンゲ ナ ム ギ ャル の 治世 に 見 られ る よ う

な領 土 拡 大 期 に， 領 地 の 分 割 支 配 制 は可 能 で あ った こ とを 指 摘 した い。 しか し， モ ン

ゴ ル戦 争 （ｃ．１６７９－１６８５Ａ．Ｄ ．） 後 の ラダ ック王 国 の領 土 縮 小 期 にな る と， 領 地 の分

割 は困 難 にな った と考 え られ る。 そ れ に もか かわ らず ， ニ マ ナ ム ギ ャル の ２番 目 の王

妃 ズ ィズ ィ カ トゥ ン （Ｚｉ－ｚｉ－ｋｈａ－ｔｈｕｎ） は息 子 の ド ラシナ ム ギ ャル （ｂＫ ｒａ－Ｓｉｓ－ｒｎａｍ－

ｒｇｙａ１）の王 位継 承 に失 敗 す る と，彼 にプ ー リック の支 配 権 を 与 え る こ とに な る。 さ ら

に， 彼 は武 力 行 使 を も って ザ ンカ ル を も支 配 下 に置 き， 交 易 活 動 に規 制 を加 え る こ と

に よ り経 済 的 に も ラダ ッ ク王 国 に敵 対 を 試 み る。 この 事 件 は 王 国 の弱 体 化 に伴 う堆 方

領 主 の ラダ ッ ク王 国 に対 す る王 位 継 承 権 を め ぐる内 部抗 争 で あ る と促 え る こ と も可能

で あ る。 した が うて ， この 抗 争 に関す る ワ ム レ （Ｗ ａｍ－ｌｅ） の 調停 に お いて 定 め られ

る王 位継 承 規則 は， ラダ ック王 国 にお け る領 地 分 割 規制 に よ る地 方 勢 力 の牽 制 と， 内

部 分裂 の 防止 処 置 とい う機 能 が あ った と解 釈 で き よ う。 特 に ，次 男 以 下 は僧 侶 とな る

こ と とい う規 則 は ， きわ めて 厳 格 な 継 承権 の規 定 で あ り， ラダ ック王 国の 統一 維 持 に

と って有 効 な方 策 で あ った と考 え られ る。

　以 上 ， 述 べ た よ うに ラダ ック王 国 の王 朝 は世 襲 制 で あ り， 王 国の統 治権 を持 つ もの

で あ る。 この意 味 で ラダ ック王 国 は専制 国家 的形 態 を と る が， 実 質 的 な 統 治機 構 にお

い て は必 ず し も王権 が 絶 対 で はな か った と考 え られ る。 その 理 由 は，Ｊラダ ッ ク王朝 の
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政 治権 力 を牽 制 す る 要 因 と して 以 下 の もの を 指 摘 す る こ とが で き るか らで あ る。 即

ち，第 １に地 方 領 主 の存 在 で あ る。 た とえ ば ヌ ブ ラ （Ｎｕｂ－ｒａ），ギ ャ （ｒＧｙａ）， ピテ ィ

（ｓＰｉ－ｔｉ：ｄＰｉ－ｔｉ）， ザ ンカ ル （Ｚａｈｓ－ｄｋａｒ）， パ ス キ ュ ム （Ｐａｓ－ｋｙｕｍ ）， ソス （Ｓｏ－ｔｈ），

ス ル （Ｓｕ－ｒｕ）， ヘ ンバ ブ （Ｈｅｍ －ｂａｂｓ：Ｄｒａｓ） に お い て は ， か つて の 独 立 領主 が お り

［ＣｕＮＮＩＮＧＨＡＭ　 ｌ８５４：２５８］，彼 等 は ラダ ック王 と同様 ｒＧｙａ１－ｐｏ の称 で 呼 ば れ る。

第 ２に， これ と関 連 す るが ， ラダ ック王 国 の官 僚 ， 特 に宰 相 の政 治 権 力 の強 さ を あげ

る こ とがで き， 第 ３に教会 勢 力 の存 在 を考 え る こ とが で き る。 以下 ， これ らにつ いて

考 察 す る。

（２） 官 僚

　 ラダ ック王 国 にお け る実 質 的 な 政 治権 力 はカ ロ ン （ｂｋａｈ－ｂｌｏｎ） と呼 ば れ る貴族 の

家 系 か ら出た 宰相 （ｄｂａｎｇ・ｋｙｉ－ｂｋａｈ－ｂｌｏｎ） に あ った と考 え られ る。 吐 蕃 王 国 にお け

る論 芭 （大 論 ：ｂｌｏｎ－ｃｈｅ） に相 当す る権 力 を 持 つ もの と思 わ れ ，吐 …蕃 の官 制 は ラダ ッ

ク王 国の それ と は同一 で は な い と考 え られ るが ， 論 芭 は ツ ェ ンポ （ｂｔｓａｎ－ｐｏ）の 下 に

あ る 中央 政 府 で あ る九 大 尚論 （ｓｈａｈ－ｂｌｏｎ－ｃｈｅｄ－ｐｏ－ｄｇｕ）の うち政 治 の 中枢 職 で あ り，

対 外 戦 争 に も軍 指令 官 と して 出 動 して い る ［佐 藤 　 １９５９：７１９－７２０］ とい う。 ｂｌｏｎ は

本 来 ，語 る者 （事 ） を原 義 と し ｂｌｏｎ（ｐｏ） は忠 告 者 ， 相 談 相 手 とな り， 吐蕃 語 に あ っ

て も官吏 を示 し，特 に高 級 官 吏 ， 大 臣 を指 す ［佐 藤 　 １９５９：７２７］。 彼 等 はか つ て の小

王 （ｒｇｙａｌ　ｐｈｒａｎ） で あ り，吐 蕃 国家 が興 隆 す る と， そ の家 来 （ｂａｎｇｓ） にな り，功 を

競 って 側 近 の 王 （ｓｋｕ　ｒｇｙａｌ）にな ろ う と し， 国 家 の体 制 が整 うと大 臣 （ｂｌｏｎ　ｃｈｅｎ）に

して 枢 機 に参 画 す る もの （ｂｋａ’ｌａ　ｇｔｏｇｓ　ｐａ）で あ ろ う と し， こ う して 生 き延 び た もの

の一 族 に対 して ｂｌｏｎ の位 が許 さ れた ［山 口　 １９８３：５３８］。 ラダ ック王 国 にお いて ，

宰 相 は常 に王 朝 の 財 務 担 当 の任 を持 ち ［ＣｕＮＮＩＮＧＨＡＭ　 １８５４：２５７］，王 国衰 退 期 に あ

って は長老 ，教 会 ， 官 僚 の 決 定 を も って王 を軟 禁 し， あ る い は王 朝 の存 続 を左 右 す る

だ け の権 力 を 持 って い た。 これ に 関 して ラダ ック王 統 史 に は 次 の 様 な記 載 が あ る。

即 ち， ツ ェパ ル ミギ ュル ドン トル ッブ ナ ム ギ ャル （Ｔｓｈｅ－ｄｐａｌ－ｍｉ－ｈｇｙｕｒ　Ｄｏｎ－ｇｒｕｂ－

ｒｎａｍ－ｒｇｙａ１１　８０８－－１８３０　Ａ．Ｄ ．） が 宰 相 の私 印 を持 ち去 り， 王 自 ら村 長 ， 領 主 な ど の

意 見 を求 め た こ とが非 難 の対 象 とさ れて い る こ と。 さ らに，宰 相 ツ ェ ワ ン ドン・レップ

（Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｄｏｎ－ｇｒｕｂ）の智 恵 に よ り隣…国 と手 紙 ， 贈 物 の交 換 が な さ れ， 友 好 関 係 が

保 た れ た こ とで あ る。 以 上 の こ とか ら， ラダ ック王 国 にお い て宰 相 は 内政 ，外 交 にお

よ ぶ実 質 的 な政 治 権 力 を持 って い た こ とを指 摘 す る こ とが 可 能 で あ る。

　 宰 相 の下 に あ る官 僚 組 織 と して ， 町 に は ロ ンポ （ｂｌｏｎ－ｐｏ：忠 告 者） が 置 か れ て い

４３０



煎本　　ラダック王国史の人類学的考察

る。 Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ ，　Ｓｉｒ　Ａ．［１８５４：２５９］は， これ を知 事 と訳 して い る。 砦 に は カ ルポ

ン （ｍｋｈａｒ－ｄｐｏｎ：砦一長 ， 司令 官 ） が 置 か れ る。 さ らに， 各 村 に は ミポ ン　 （ｍｉ。

ｄｐｏｎ：人 一長） あ るい は ゴバ （ｈｇｏ－ｂａ：頭一長 ； ｇｒｏｎｇ－ｄｐｏｎ：村 一長 ） が 置 か れ ， ま

た 地 域 ご と に シ ョガ ムパ と呼 ば れ る関税 吏 が居 る。 ゴバ は犯 罪事 件 ， お よ び租 税 上 納

に関 して 当 該 地 域 の カ ロ ンあ る い は ギ ャル ポ に直 接 義務 を負 う。 しか し， あ る町 にお

いて は ミポ ンが レーに居 る チ ャク ゾ ー （ｐｈｙａｇ－ｍｄｓｏｄ：御 手 一宝 庫 ，財 務 官 ） に直 接 ，

租 税 の 上 納 を 行 な い ， チ ャ クゾ ー は これ を 宰相 に提 出す る ［ＣｕＮＮＩＮＧＨＡＭ　 １８５４：

２５９－２６０］。 も っ と も，Ｐｅｔｅｃｈ ［１９７７：１５５，１５８］は財 務 官 あ るい は大 蔵大 臣 （ｐｈｙａｇ・

ｍ ｄｚｏｄ：チ ャ クゾ ー） が宰 相 と 同等 の 地 位 にあ り，原 則 と して 両 職 は分 離 して い た と

考 え て い る。 た だ し， ツ ェ ワ ン ドン ト、レップ （Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｄｏｎ－ｇｒｕｂ）は例 外 的 に両 者

を 兼 任 して い た とい う。 宰 相 職 は単 独 で あ り， ラサ の神 権 政 体 に見 られ る様 な連 合 体

（１ｈａｎ－ｒｇｙａｌ）は見 られ な い 。 ま た チ ャク ゾ ー （ｐｈｙａｇ－ｍｄｚｏｄ＞は各 地 区 にお け る税 吏

で あ るナ ンソ ー （ｎａｈ－ＳＯ） に よ り徴 収 され た税 収 入 を管 理 し， ラダ ック全 域 の経 済 資

源 の統 制 を行 な って いた と考 え られ て い る。

　 ラダ ック王 国 の レー に は， マ クポ ン （ｄｍ ａｇ－ｄｐｏｎ：軍 隊 一長 ， 司 令 長 官） が居 る。

前記 の チ ャ ク ゾ ーを Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ ，　Ｓｉｒ　Ａ．［１８５４；２５９］ は大 蔵 大 臣 と訳 して い る。

さ らに， シ ョガ ム ・チ ャ クゾ ー （関 税務 官）， シ ャ ク ポ ン （ｇｓｈａｇｓ－ｄｐｏｎ：司法 長 官 ），

トリムポ ン （ｋｈｒｉｍ ｓ－ｄｐｏｎ：法 一長 ）， カ カルタ ズ ィ （ｇａ－ｇａ－ｒｔａ－ｒｄｓｉ：殿 一馬 番 ） と呼 ば

れ る馬 番 長 ， チ ャ ク シ ・ゴバ と呼 ばれ る市 長 に相 当 す る もの が 置 か れて い る。

　 司 法 制 度 に関 して は以 下 の様 に考 え られ る ［ＣｕＮＮＩＮＧＨＡＭ　 １８５４：２６２－２６３］。 即

ち， 原告 はそ の被 害 状 況 を 当該 地 域 の ギ ャル ポ も し くはカ ロ ン， あ る い は村 の ゴバ に

陳 述 す る。 ５名 あ るい は ７名 の長 老 （ｒｇａｄ－ｐａ） に よ り審 議 が 行 な わ れ る。 首都 レー

にお い て は ，原 告 は ロ ンポ に陳 述 を 行 な い ， これ は宰 相 に報 告 され る。 そ こで ５名 あ

る い は ７名 の審 議 員 か ら構 成 され る法 延 が シ ャク ポ ン （ｇｓｈａｇｓ－ｄｐｏｎ：司法 長官 ） に

よ り召 集 さ れ る。 審 議 員 は 長老 の 中 か ら選 ば れ るが ， これ に ２名 以 上 の ト リムポ ン

（ｋｈｒｉｍ ｓ－ｄｐｏｎ：法 一長 ） が 加 わ る。 彼 等 の義 務 はユ ル トリム （ｙｕｌ－ｋｈｒｉｍ ｓ：土 地 一法）

の解 釈 を行 な う こ とに あ る。 刑 罰 に は， む ち打 ち ，科 料 ，投 獄 ， そ して まれ に死 刑 が

含 ま れ る。 この 司 法 制 度 に関 して ， ラダ ック王 統 史 に は以 下 の 記載 が見 られ る。 即 ち，

ラチ ェ ンニ マ ナ ム ギ ャル （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　Ｎｉ－ｍａ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａ１１６８５－１７２０　Ａ・Ｄ ・）が 裁 判 に

お いて ， 国 家 役 人 ， 各 村 か ら任 命 さ れ た見 識 あ る長 老 に よ って構 成 さ れ る評 議 会 を 設

けた と い う こ とで あ る。 この こ とか ら， 当時 ， 裁 判 制 度 の確 立 が行 な わ れた こ とを 認

め る ことが で き る。
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（３）　王朝 と官僚 の関係

　 前 節 で 明 らか に され た 王 朝 と官 僚 ， 特 に宰 相 の性 格 に基 づ き， こ こで は ラダ ッ ク王

国 にお け る税 収 お よび その 配 分 ， 両 者 の政 治権 力 に つ いて 述 べ ， 王 朝 と官僚 との 関係

を考 察 す る。

　 ラダ ック王 国 にお け る税 に は， 輸 出 入交 易 品 に課 せ られ る シ ョガ ム と呼 ば れ る関 税

と，家 屋 に課・せ られ る トラル （ｋｈｒａｌ：ｔｈａｈ：ｄＰｙａ） と呼 ばれ る租 税 とが あ る。 前者 に

つ いて は交 易 経 済 の項 で述 べ た が ， 後 者 につ い て は ラダ ック王 国 に お け る２４，０００戸 の

う ち寺 院 の維 持 のた め譲 渡 され た ４，０００戸 ， 王 妃 と王 朝 の維 持 の た め の１，０００戸 ， お よ

び 王 自身 の 所 有 す る村 の １，０００戸 を除 いた １８，０００戸 が 課 税 の 対 象 とな り， 徴 税 総 額 は

３０，０００Ｒｓ．［ＣｕＮＮＩＮＧＨＡＭ　 １８５４：２６９－２７０］ とな る。

　 関 税 に よ る収 入 は １８，０００Ｒｓ．あ り， この 他 ， 国 内交 易 ， 国 際交 易 仲 買 人 か ら ５，７００

Ｒｓ・の税 収 が あ り， また カ ロ ン， ロ ンパ ， カ ル ポ ンな ど官僚 か ら王 へ の贈 物 と して

５，０００　Ｒｓ．相 当 の収 入 が見 込 まれ る。　 した が って ， 租 税 と関税 の合 計 は ５８，７００　Ｒｓ・

［ＣｕＮＮＩＮＧＨＡＭ　 ｌ８５４：２７１］とな る。 歳 出 と して ， 関 税 お よび 仲 買人 に対 す る徴 税 額

の半 分 は宰 相 の特 権 とな る。 した が って ， １　１　，８５０　Ｒｓ．が 宰 相 の 収 入 で あ り， ４６，８５０

Ｒｓ．が 国 王 の収 入 と な る。 その 他 の 役 人 の給 料 は計 ２０，０００　Ｒｓ．で あ る。 しか し， 王

お よ び主 だ っ た 国家 役 人 は関税 免 除 の特 権 を与 え られ て お り， 実収 入 は さ らに増 え る

と考 え られ る。 した が って ， 国 王 の 年 間収 入 は １００，０００Ｒｓ．（£ １０，０００　ｓｔｇ・） ［ＣｕＮ－

ＮＩＮＧＨＡＭ　 １８５４：２７１－２７２］ と見 込 ま れて い る。 また ， 軍 事 費 支 出 はな い が ， これ は

必 要 時 に各 戸 よ り男 子 １名 の 兵 士 が 自 己負 担 に よ り徴 兵 され る制 度 に よ るた め で あ る。

　 以 上述 べ た よ うに ラダ ック王 国の 国 家歳 入 の大 部 分 は王 の利 益 とな り， これ に続 い

て 宰 相 の利 益 とな る こと が理 解 され る。 特 に， 官僚 に対 す る関 税 免 除 の 特 権 に よ り，

彼 等 は交 易 活 動 に よ る多 大 な利 益 を付 加 す る こ とが可 能 で あ る と考 え られ る。

　 次 に， ラダ ック王 国 に お け る王 朝 と官 僚 ， 特 に宰相 との 政 治権 力 に関 す る関 係 につ

いて 考 察 す る。 ラダ ック王 統 史 に は， 内 政 に関 す る政 府 官 僚 の発 議 権 に関 す る記 載 を

見 る こ とが で き る。 これ らは いず れ も ラダ ック王 国衰 退 期 にお け る もの で あ る。 た と

え ば， デ ス キ ョン ナ ム ギ ャル （ｂＤｅ－ｓｋｙｏｈ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　１７２０－－１７３９　Ａ・Ｄ・） の 治 世 に

起 こ る王 位 継 承 問 題 に関 し， 第 ２王 妃 の息 子 で あ った ド ラシナ ム ギ ャル （ｂＫｒａ－Ｓｉｓ－

ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ） が王 位 継 承 権ｉを 要 求 した の に対 し， 官 僚 ， 長老 評 議 会 は ドラ シナ ム ギ

ャル は僧 侶 とな るか ， さ もな けれ ば テ ィ ンス ガ ン （ｇＴｉｈ－ｓｇａｈ）王宮 に住 ま うよ う要 求

して い る。 テ ィ ンスガ ンは ラダ ック中 央 部 の首 都 レー か ら離 れ た 下 ラダ ッ クに位 置す

る。 即 ち ， ド ラシ ナ ム ギ ャル が ラダ ック王 とな る こと は反 対 され た とい う こ とで あ る。
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また ， プ ンツ ォ クナ ム ギ ャル （Ｐｈｕｎ－ｔｓｈｏｇｓ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　ｌ　７３９－１７５２　Ａ．Ｄ ．）の 時期 に

行 な わ れ た ワム レ （Ｗ ａｍ－ｌｅ）の 調 停 の 委 員会 は ，僧 ツ ェ ワ ンノ ル ブ （Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｎｏｒ－

ｂｕ）を委 員 長 とす る王族 ９名 ， プ ー リ ック領主 ８名 ， 官僚 ５０名 ，長 老 ４名 ， 僧 院 長 １０

名 ， ラサ 政 府 代 表 １名 ，証 人 ６名 の計８８名 の 構ｉ成員 か ら成 り，王 位 継 承 規 則 を 制 定 す

る とい う よ う に， ラダ ック王 国 の統 治 権 が， 王 朝 よ り も 官 僚 や 教 会 の 合 議 に依 存 し

て い る こ とを 指 摘 す る ことが で き る。 ツ ェ ワ ンナ ム ギ ャル ｎ世 （Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｒｎａｍ－

ｒｇｙａ１１７５２－１７８２　Ａ．Ｄ．） の 治 世 に は， 王 の婚 姻 の破 棄 ， 再婚 ， 軟 禁 に至 る決 定 が 長

老 ， 教 会 ， 閣 僚 に よ り行 な わ れ ，兵 士 の動 員 を も伴 って い る。 ツ ェパ ル ミギ ュル ドン

トルッブ ナ ム ギ ャル （Ｔｓｈｅ－ｄｐａ１－ｍｉ－ｈｇｙｕｒ　Ｄｏｎ－ｇｒｕｂ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ　１８０８－１８３０　Ａ．Ｄ．）

の治 世 にな る と， 王 が 自 ら村 長 ，領 主 な ど に意 見 を求 め た こ とを ， ラダ ック王 統 史 は

古 き良 き習 慣 を破 壊 す る もの で あ る と記 載 す る に至 る。 ラダ ッ ク王 国最 後 の王 で あ る

ツ ェ ワ ン ラプ タ ンナ ム ギ ャル （Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｒａｂ－ｂｒｔａｎ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　１８３０－１８３５　Ａ．Ｄ・）

に関 して は， 官 僚 ， 長 老 評 議 会 ， 領主 ，教 会 な ど の請 願 に よ り，宰 相 ツ ェ ワ ン ドン ト

ル ップ （Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｄｏｎ－ｇｒｕｂ）の 娘 カ ル ザ ン ド。ル マ （ｂｓＫａｌ－ｂｚａｈ　ｓＧｒｏｌ－ｍａ） との

結 婚 が行 な わ れ る。 これ はカ ロ ンで あ る宰 相 と王 朝 と の姻 戚 関 係 に よ る宰 相 の政 治 権

力 の 拡大 を 目的 と した もの で あ る と解 釈 で き る。 しか し， この 試 み は結 果 的 に は成 功

して いな い。 なぜ な ら， ラダ ック王 統 史 に は続 け て ，王 がパ ス キ ュ ム （Ｐａｓ－ｋｙｕｍ）王

宮 の ソナ ムパ ル キ ッ ド （ｂＳｏｄ－ｎａｍ ｓ－ｄｐａｌ－ｓｋｙｉｄ）， さ らにゾ ラカ トゥ ン （Ｚｏ－ｒａ－ｋｈａ－

ｔｕｎ） と結 婚 し， さ らに， 宰 相 が 死 亡 す る と， 王 と王妃 は閣 僚 に干 渉 を加 え ， ラダ ッ

ク各 地 の 領主 問 の対 抗 が生 じた ことが 記 載 され て い るか らで あ る。

　 も っ と も，　 ラダ ック 王 国 第 ２次 王朝 前 半 期 の セ ンゲ ナ ム ギ ャル　 （Ｓｅｈ－ｇｅ－ｍ ａｍ－

ｒｇｙａｌ　ｃ．１５６９－１５９４　Ａ．Ｄ．） は国 王 と宰 相 とを例 外 的 に兼 ね て いた ［ＰＥＴＥｃＨ　 ｌ９７７：

１５４］ と い う。 この 時 期 は ラダ ック王 国発 展 期 で あ り， 領 土拡 大 期 に あた り， 前述 し

た衰 退 期 と比 較 す れ ば ， 国王 の統 治 権 は よ り強 大 で あ った と考 え る こと がで き る。

　 王 朝 と官 僚 との 対 立 関係 の背 後 に は ，宰 相 を 選 出す る各地 域 の カ ロ ン間 の抗 争 を も

想 定 す る こ とが 可 能 で あ る。 これ に つ いて ， ラダ ック王 統 史 は何 も記 して は いな いが ，

宰 相 が地 方 領主 で あ るい くつ か の カ ロ ンの家 系 の 一 つ か ら選 出 さ れ ， そ れ は 国王 に よ

る嗜 好 ，人 望 ， 能 力 に基 づ く もの で あ り， また その 堅 固 な 権 力 支 配 に よ り一 度 宰 相 の

任 に つ く と数 世 代 に 渡 りそ の 地 位 を 保 持 す る こ とが 可 能 で あ る とい う こ と ［ＣＵＮ－

ＮＩＮＧＨＡＭ　 ｌ８５４：２５８］ か ら引 き出せ る結 論 で あ る。 した が って ， 上 に述 べ た王 朝 と

官僚 との対 立 関係 と は， ラダ ック王 国 の実 質 的 な統 治 権 の 弱 体 化 に伴 う， 王朝 を め ぐ

る地 方領 主 問 の抗 争 に他 な らな い と考 え る こ とがで き る。
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４． 宗 教 機 構

　この章ではラダックにおける宗教の歴史的背景およびその政策的側面 について考察

する。特 に，教会 とラダ ック王朝との関係についてラダ ック王統史の記載 に基づき，

宗教一政治間の関係という視点から分析を行なう。

（１）　宗教の歴史的背景

　 （ｉ） 寺 院 と宗 派

　 ラダ ッ クに お いて 現 在 見 られ るチ ベ ッ ト仏 教 諸 宗 派 は， ゲ ール ク派 （ｄＧｅ－ｌｕｇｓ－ｐａ），

カ ー ギ ュ派 （ｂＫａｈ－ｂｒｇｙｕｄ－ｐａ），サ キ ャ派 （Ｓａ－ｓｋｙａ－ｐａ），お よ び ニ ンマ派 （ｒＮｉｈ－ｍ ａ－

ｐａ） で あ る。 カ ー ギ ュ派 に はデ ィグ ン派 （ｈＢｒｉ－ｇｕｈ－ｐａ） と ド ック派 （ｈＢｒｕｇ－ｐａ） が

あ る。 これ らは いず れ も１５世紀 以 後 ， 中 央 チ ベ ッ トか ら入 った もの で あ り， そ れ以 前

は リンチ ェ ンザ ンポ （Ｌｏ－ｃｈｅｎ　Ｒｉｎ－ｃｈｅｎ－ｂｚａｆｌ－ｐｏ）， ア テ ィ ー シ ャ （Ａｔｉｓａ） な ど イ ン

ド仏 教 の影 響 の強 い カダ ム派 （ｂＫａｈ－ｇｄａｍ ｓ－ｐａ）に属 して いた もの と考 え られ る。 以

下 ， ラダ ッ ク に現 存 す る寺 院 につ き， そ の宗 派別 に成 立 の背 景 を 検 証 す る。

　 ① ゲ ー ルク 派 （ｄＧｅ－ｌｕｇｓ－ｐａ） 寺 院

　 ラダ ック にあ るゲ ー ル ク派 の 寺 院 はペ トゥ （ｄＰｅ－ｔｈｕｂ：ｓＰｉ－ｔｈｕｇ） 寺 院 ， テ ィ ク セ

（Ｋｈｒｉｇ－ｓｅ：Ｋｈｒｉ－ｇｓ－ｒｔｓｅ：Ｋｈｒｉ－ｒｔｓｈｅ） 寺 院 ， ル キル （Ｋ ｌｕ－ｈｋｈｙｉｌ＝Ｋｌｕ－ｄｋｙｉｌ）寺 院

が主 た る もの で あ るが ， そ の他 ， ア ル チ （Ａ－１ｃｉ）寺 院 ， リゾ ン （Ｒｉ－ｒｄｚｏ血）寺 院 な ど

が 含 まれ る。

　 ペ トゥ （ｄＰｃ－ｔｈｕｂ） 寺 院 の正 式 の寺 院 名 は サ ムテ ン リン （ｂＳａｍ－ｇｔａｎ－ｇｌｉｈ：禅 定

寺 ） で あ り多羅 菩 薩 を祭 る ［酒 井　 １９７９：１２］ が ，伝 説 に よ れ ば１１世 紀 僧 ラ ンチ ュブ

ゥの 兄 で あ る ウデ に よ り建 立 さ れ ， そ の後 ， リ ンチ ェ ンザ ンポ に よ り僧 院 と して の 形

態 を と る に到 る。 した が って ，本 来 ， カダ ム派 に属 して い た こ とに な る が ， ラダ ック

王 国 トラク ブ ムデ （Ｇｒａｇｓ－ｈｂｕｍ －１ｄｅ　ｃ．１４００－１４４０　Ａ。　Ｄ．） の 治 世 ， 僧 ラワ ンロ ト。

（Ｌｈａ－ｄｂａｈ・ｂｌｏ－ｇｒｏｓ） に よ り再 建 され ， ッ ォ ンカ バ の 教 義 ， 即 ち ゲ ー ル ク派 が導 入

さ れた ［ＴＨｕＰｓＴＡＮ　ＰＡＬＤＡＮ　 ｌ９８２：１５］ と い うこ とで あ る。 ペ トゥ寺 院 の末 寺 と し

て レーの サ ンカル寺 院 ， ス トック の グル ブ ック寺 院 ， サ ブ の タ シゲ ペ ル寺 院 が含 まれ

る。 これ ら寺 院 の儀 軌 や作 法 等 は 中央 チ ベ ッ トの タ シル ンポ （ｂＫｒａ－９ｉｓ－ｌｈｕｎｐｏ）と 同

じで あ り， 留 学 僧 はタ シル ンポや デ ブ ン （ｈＢｒａｓ－ｓｐｕｈｓ）寺 の ロサ リン （Ｂｌｏ－ｇｓａｌ－ｇｌｉｈ）

等 に行 くこ と にな って お り， これ は後 述 す る テ ィ ク セ寺 院 ， ル キル寺 院 の場 合 と 同様

で あ る ［ツル テ ム ・ケ サ ン　 １９８１：１０４－１０５］。
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　 テ ィ ク セ （Ｋｈｒｉｇ－ｓｅ） 寺 院 は ツ ォ ンカバ の予 言 に よ り弟 子 の シ ェ ラ ・ザ ンポ （Ｓｅｓ－

ｒａｂ－ｂｚａ血一ｐｏ）が テ ィ クセ谷 の頂 上 に堂 を 建 立 し，後 に シ ェ ラ ・ザ ンポ の甥 のパ ルダ ン

・シ ェ ラブが こ こに寺 院 を建 立 し １４４７　Ａ．Ｄ ．僧 院 が 開 始 され た とさ れ る ［ＴＨｕＰｓＴＡＮ

ＰＡＬＤＡＮ　　ｌ　９８２：１８－１９］。

　 ル キル （Ｋ ｌｕ－ｈｋｈｙｉｌ） 寺 院 は 別 名 ガ ル ダ ンダ ルゲ ー リ ン （ｄＧａｈ－ｌｄａｎ－ｄａｒ－ｒｇｙａｓ－

ｇｌｉｈ：大 極 楽 寺 ，　ｃ£Ｋ ｌｕ－ｈｋｈｙｉｌ：龍 巻 寺 ） ［酒 井 　 １９７８：１３］ と い う。 伝 説 に よ る と

そ の 創建 は古 く， ラダ ック国 王 ラチ ェ ンギ ャル ポ （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ－ｒｇｙａｌ－ｐｏ　ｃ．１０５０－１０８０

Ａ．Ｄ・）が 僧 ワ ンチ ョジ ェー に対 して １０６５Ａ．Ｄ ．に奉 献 した と され る。 寺 院 の両 側 は

川 に よ り囲 ま れ ， これ らは各 々 Ｎａｇａ－ｒａｊｄ　Ｎａｎｄｏ （Ｋ ｒｉＳＰａ：黒 龍 ） お よ び Ｔａｋｓａｋｏ

（Ｔｏｋ§ａｋａ：徳 叉 迦龍 ）と され る。 １５世 紀 に ツ ォ ンカバ の弟 子 カ トラップ ジ ェ （ｍＫ ｈａｓ－

ｇｒａｂ－ｒｊ　ｅ　１３８５－１４３８　Ａ．Ｄ．） の更 に弟 子 の ラ ワ ンロ ト。 （Ｌｈａ－ｄｂａｈ－ｂｌｏ－ｇｒｏｓ） が寺 院

の 繁栄 に努 あ ［ＴＨｕＰｓＴＡＮ　ＰＡＬＤＡＮ　 ｌ９８２：ｌｌ； ツル テ ム ・ケ サ ン １９８１：１０５］， ゲ ー

ル ク派 が導 入 さ れ る に至 る。

　 アル チ （Ａ－ｌｃｉ）寺 院 は ル キル 寺 院 の末 寺 で あ るが， 成 立 は リンチ ェ ンザ ンポ に帰 さ

れ １１世 紀 後半 の こ と ［ＳＮＥＬＬＧＲｏｖＥ ＆ ＳＫｏＲｕＰｓＫＩ　 ｌ　９７７：１５］ と考 え られ る。 ア ル

チ ・チ ョー コル （Ａ－ｌｃｉ－ｃｈｏｓ・ｂｓｋｏｒ）， 即 ち転 法輪 寺 は三 層 の本 堂 と ５個 の 仏 室 を持 つ

［酒 井 　 １９７８：１２］。 Ｖａｉｒｏｃａｎａ を主 尊 と しイ ン ド仏 教 の 伝 統 が 見 られ ， 建 築 様式 に

は カ シ ミール の影 響 が指 摘 され る ［ＳＮＥＬＬＧＲｏｖＥ ＆ ＳＫｏＲｕＰｓＫＩ　 １９７７：１６］。 した が

って ， アル チ寺 院 は本 来 カダ ム派 に属 し， 後 にゲ ー ル ク派 に移 行 した もの と考 え られ

る。 リゾ ン （Ｒｉ－ｒｄｚｏｈ）寺 院 は １８４２　Ａ．Ｄ．に ツ ォ ンカ バ の 教 義 に基 づ いて 僧 ツル テ

ム ・ニ マ が建 立 した 。 ヴ ィナ ヤ （Ｖｉｎａｙａ）戒 律 の 実 践 を行 な い ，経 典 ，衣 服 以 外 の 僧

侶 の個 人 所 有 を 認 め ず ， ラダ ッ クに お け る最 も戒 律 の 厳 しい寺 院 で あ る。 尼 寺 が 下 流

にあ り， リゾ ン寺 院 と供 に 自給 自足 の生 活 を行 な う ［ＴＨｕＰｓＴＡＮ　ＰＡＬＤＡＮ　１９８２：１３－

１４］。 な お ， この戒 律 は 中央 チ ベ ッ トの ラ サ にお いて ガ ル ダ ン （ｄＧａｈ－１ｄａｎ） の第 ７

世 管 長 ， ロ ト。タ ンパ （Ｂｌｏ－ｇｒｏｓ。ｂｒｔａｎ－ｐａ　 ｌ４０２－１４７６　Ａ．Ｄ．） の 創 設 し た タ グ ポ

（Ｄｖａｇｓ－ｐｏ） 地 方 の トラザ ン （Ｇｒａ－ｔｓｈａｎ）等 に あ った と いわ れ る ［ツ ル テ ム ・ケ サ ン

１９８１：１０６］。

　 ② 　 デ ィグ ン ・カ ー ギ ュ派 （ｈＢｒｉ－ｇｕｈ・ｐａ　ｂＫａｈ・ｂｒｇｙｕｄ・ｐａ）寺 院

　 ラダ ック に あ るデ ィ グ ン ・カ ーギ ュ派 に属 す る 寺 院 は ラマ ユ ル （Ｂｌａ－ｍａ－ｇｙｕｒ）寺

院 とチ ワ ン （Ｐｈｙｉ－ｄｂａｈ） 寺 院 で あ る。　 ラマ ユル 寺 院 の 正 式 名 はユ ン ド・レン （Ｙｕｎ－

ｄｒｕｈ：Ｓｖａｓｔｉｃａ：吉祥 字 ） 寺 院 で あ る。 こ こ は ナ ローパ （Ｎａｒｏｐａ） と リンチ ェ ンザ ン

ポ に よ るカ ダ ム派 に属 して いた と考 え られ るが ，１６世 紀 ラダ ック国 王 ジ ャム ヤ ンナ ム
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ギ ャ ル （ｈＪａｍ －ｄｂｙａｈｓ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ　ｃ．１５６０－１５９０） が ， チ ョス ジ ェ ダ ン マ ク ン ガ ト ラ

ク パ （Ｃｈｏｓ－ｒｊｅ　ＩＤ ａｎ－ｍ ａ　Ｋ ｕｎ－ｄｇａｈ－ｇｒａｇｓ－ｐａ） を ラ ダ ッ ク に 招 き ， 寺 院 を 奉 献 し ，

デ ィ グ ン派 を 開 始 し た ［ＴＨｕＰｓＴＡＮ　ＰＡＬＤＡＮ　 ｌ９８２：１０］ と さ れ る 。 も っ と も ， 僧 ダ

ン マ を 招 い た の は ， 在 位 年 代 か ら考 え て ラ ダ ッ ク 国 王 ド ラ シ ナ ム ギ ャ ル （ｂＫ ｒａＳｉｓ－

ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ　ｃ．１５５５－１５７５　Ａ ．Ｄ ．，　Ｐｅｔｅｃｈ；ｃ£ ｃ．１５００－１５３２　Ａ ．Ｄ ．，　Ｆｒａｎｃｋｅ） で あ る

［ＰＥＴＥＣＨ　 １９７８；３２４］ と も 考 え られ る 。

　 チ ワ ン （Ｐｈｙｉ－ｄｂａｈ）寺 院 に つ い て も ， 前 者 と 同 様 に １６世 紀 デ ィ グ ン派 の 僧 チ ョス

ジ ェ ダ ン マ ク ンガ ト ラ ク パ に 与 え ら れ た も の で あ る と さ れ て い る。 こ の 寺 院 は ガ ン ゴ

ン （ｓＧａｈ－ｓｈｏｎ） の ドラシ チ ェ ザ ン （ｂＫ ｒａ一忌ｉｓ－ｃｈｏｓ－ｒｄｚｏｎ） と も呼 ば れ ， ラ ダ ッ ク に

お け る 最 初 の デ ィ グ ン 派 に属 す る 僧 院 で あ る 。 デ ィ グ ン 派 の 本 山 （ｇＤ ａｎ－ｓａ－ｔｈｉｌ） は

シ ョ ッパ ジ グ テ ン ゴ ン ポ （Ｓｈｏｐ－ｐａ－ｈｊｉｇ－ｒｔｅｎ－ｍ ｇｏｎ－ｐｏ　１１４３－１２１７　Ａ ・Ｄ ・） に よ り ，

１１７８Ａ ．Ｄ ．に 創 設 さ れ ， 中 央 チ ベ ッ トに あ る 。 一 番 位 の 高 い 僧 の 下 に ３０名 く ら い の 僧

侶 が い る と さ れ ． ラ ダ ッ ク僧 院 長 は そ の 一 人 で あ る ［ツ ル テ ム ・ケ サ ン　 １９８１：１０２］。

デ ィ グ ン ・カ ー ギ ュ 派 は 教 義 ， 調 息 法 （ｒｔｓａ－ｒｌｕｈ），声 明 （ｈｄｏｎ－ｌｔａ－ｄｂｙａｈｓ），舞 い 方

等 の 作 法 ， 儀 軌 に よ る 供 物 の 作 り 方 等 ， 独 自 の 特 徴 を 持 つ ［ツ ル テ ム ・ケ サ ン １９８１：

１０２］ と さ れ る 。

　 ③ ド ッ ク ・カ ー ギ ュ 派 （ｈＢｒｕｇ－ｐａ　ｂＫ ａｈ－ｂｒｇｙｕｄ－ｐａ） 寺 院

　 ラ ダ ッ ク に お い て ド ッ ク ・カ ー ギ ュ派 に 属 す る 寺 院 は ヘ ミ （Ｈ ｅ－ｍ ｉ）寺 院 ， ス タ ク

ナ （ｓＴａｇ－ｓｎａ） 寺 院 な ど で あ る 。 ヘ ミ寺 院 は チ ャ ン チ ュ フ．チ ョ ー リ ン （Ｂｙａｎ－ｃｈｕｂ－

ｃｈｏｓ－ｇｌｉｈ：菩 提 法 寺 ） あ る い は サ ンガ ク チ ョー リ ン （ｇＳａｈ－ｓｈａｇｓ－ｃｈｏｓ－ｇｌｉｈ：真 言 法

寺 ） ［酒 井 　 １９７８：１１］ と も 呼 ば れ る 。 ラ ダ ッ ク王 統 史 に よ れ ば ， ラ ダ ッ ク 王 セ ンゲ ナ

ム ギ ャ ル （Ｓｅｈ－ｇｅ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ　ｃ．１５９０－１６３５　Ａ．Ｄ ．，　ＦＲＡＮｃＫＥ；ｃ£ １５６９－１５９４　Ａ ．Ｄ ．，

ＧＥＲＧＡＮ） が 僧 タ ッ ク ツ ァ ン ラ チ ェ ン （ｓＴａｇ－ｔｓｈａｈ－ｒａｓ－ｃｈｅｎ） を 招 い た の に始 ま る。

こ の 宗 派 は ブ ー タ ン で 栄 え ， ラ ダ ッ ク に お け る 根 拠 地 は こ の ヘ ミ寺 院 （１６０２－１６４２

Ａ ．Ｄ ．創 建 ） で あ る ［ＳＴＥＩＮ　 ｌ９７１：７８］。 ヘ ミ寺 院 の 僧 テ チ ョ ク ワ ン （Ｔ ｈｅｇ・ｍ ｃｈｏ９－

ｄｂａｈ：Ｍ ｉｐａｎ　Ｔｓｅｗａｎｇ）の 時 ， ヘ ミ ツ ェ チ ュ （Ｈ ｅ－ｍ ｉ－ｔｓｈｅｓ－ｂｃｕ） と 呼 ば れ る パ ドマ

サ ム バ ヴ ァ （Ｐａｄｍ ａ－ｓａｍ ｂｈａｖａ） に 献 ぜ られ る祭 礼 が 導 入 さ れ た 。 ラダ ッ ク 国 王 の 保

護 の も と に 栄 え ， 土 地 ， 財 産 等 の 所 有 に 関 して ラ ダ ッ ク で 最 も裕 福 な 寺 院 で あ る 。

　 チ デ （Ｃｈｉ－ｍ ｄｅ）寺 院 ， ワ ム ラ （Ｗ ａｍ －１ａ）寺 院 は ヘ ミ寺 院 の 末 寺 で あ る 。 チ デ 寺 院

に は パ ドマ サ ム バ ヴ ァ の 聖 像 が あ る 。 ワ ム ラ 寺 院 は伝 説 に よ れ ば ， そ の 起 源 は 古 く リ

ン チ ェ ンザ ン ポ の 時 代 に 遡 る と さ れ ， １１頭 を 有 す ア ヴ ァ ロ キ ィ テ ス ヴ ァ ラ （Ａｖａｌｏｋｉ－

ｔｅｓｖａｒａ）像 ， ブ ッダ （Ｂｕｄｄｈａｓ）， ボ デ ィ サ ッ タ ヴ ァ （Ｂｏｄｈｉｓａｔｔｖａｓ）の 壁 画 の 他 ， ア
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テ ィー シ ャ （Ａｔｉｓｈａ） の 聖像 が あ る ［ＴＨｕＰｓＴＡＮ　ＰＡＬＤＡＮ　 ｌ９７７：ｌｌ］。

　 ス タ クナ （ｓｔａｇ－ｓｎａ） 寺 院 は ラダ ック 王 ジ ャ ムヤ ンナ ム ギ ャル 　（ｈＪａｍ－ｄｂｙａｈｓ－

ｒｎａｍ ．ｒｇｙａｌ　ｃ．１５６０－１５９０　Ａ．Ｄ．，　ＦＲＡＮｃＫＥ）が ， ブ ー タ ンか ら僧 チ ョス ジ ェ ジ ャム ヤ

ンパ ル カ ル を招 き， 師 と して 仰 ぎ， 土地 ， 財 産 を 与 え ， ｃ．１５８０　Ａ，Ｄ ． に建 立 した も

の と され る。 寺 院 に はカ ムル ップ （Ｋ ａｍｒｕｐ：Ａｓｓａｍ ） 将 来 の ア ヴ ァロ キ イ ロス ヴ ァ

ラ （Ａｖａｌｏｋｉｔｅｓｖａｒａ）の 聖 像 が あ る ［ＴＨｕＰｓＴＡＮ　ＰＡＬＤＡＮ　 １９７７：２０］。 そ の他 ， ドッ

ク派 に属 す る ３名 の 僧 ， 即 ち ， パ ドマ カ ル ポ （Ｐａｄｍａ　ｄｋａｒ－ｐｏ），ガ ク ワ ンナ ム ギ ャ

ル （Ｎａｇ－ｄｂａｈ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ：１７世 紀 の ブ ータ ンの 僧）， ガ ク ワ ンギ ェル ツ ェ ン （Ｎａｇ－

ｄｂａｈ－ｒｇｙａｌ－ｍｔｓｈａｎ） の聖 像 ［ＳＮＥＬＬＧＲｏｖＥ ＆ ＳＫｏＲｕＰｓＫＩ　 ｌ９７７：１３１］ も安 置 され

て い る。

　 ④ サ キ ャ派 （Ｓａ－ｓｋｙａ－ｐａ）寺 院

　 サ キ ャ派 は 中央 チ ベ ッ トにお い て ， ク ンチ ョクゲ ル ポ が １０７３Ａ．Ｄ ．にサ キ ャ （Ｓａ－

ｓｋｙａ） 寺 院 を 創 設 した の に始 ま る。 ラダ ック に お いて サ キ ャ派 に属 す る寺 院 は マ ト・

（Ｍ ａ－ｓｐｒｏ）寺 院 で あ る。 １５世 紀 に僧 ドゥ ンパ ドル ジ ェ に よ り建 立 され た ［ＴＨｕＰｓＴＡＮ

ＰＡＬＤＡＮ　 ｌ９７７：１９］。 サ キ ャ派 は 中 央 チ ベ ッ トにお い て は モ ンゴル 帝 国 と結 び付 い

て勢 力 を拡 大 した が， ラダ ック にお いて は一 寺 院 を確 保 した に とど ま る。

　 ⑤ 　 ニ ンマ派 （ｒＮｉｈ－ｍ ａ－ｐａ） 寺 院

　 チ ベ ッ トの カ ム地 方 に お いて は ヴ ァイ ロ ーチ ャナ の伝 え るパ ドマ サ ムバ ヴ ァの 法系

が あ り， これ は ニ ン々 派 （ｒＮｉｈ－ｍａ－ｐａ） に属 し， ゾ クチ ェ ン派 （ｒＤｚｏｇｓ－ｃｈｅｎ） とい

う一 派 を な す ［ＳＴＥＩＮ　 Ｉ９７１：６５ユ。 しか し， ラダ ック に お いて は， ニ ンマ派 は先 の

サ キ ャ派 と同様 ， 比較 的後 に な って 入 る こ と にな る。 ラダ ック にお い て ニ ンマ 派 に

属 す る寺 院 は ト ラクテ ク （Ｐｈｒａｇ－ｔｈｅｇ） 寺 院 で あ る。 伝 説 に よれ ば ， 寺 院 の建 立 さ

れ る以 前 に ク ンガ プ ンツ ォ ク と呼 ば れ る僧 の 瞑 想 の た め の 洞窟 が あ った と され るが ，

ラダ ック国王 ツ ェワ ンナ ム ギ ャル ［［世 （１７５２－１７８２Ａ・Ｄ ．） の 治世 ， ツ ェ ワ ンノル ブ

（Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｎｏｒ－ｂｕ） が カ ム （Ｋｈａｍｓ） か ら ラダ ック に 来 て ニ ンマ 派 を 導 入 し た

［ＴＨｕＰｓＴＡＮ　ＰＡＬＤＡＮ　 ｌ９７７：２２］ とさ れ る。

　 （ｉｉ） 歴史 的位 置

紀 元 前 ５世 紀 ガ ンジ ス河 中央 部 マ ガ ダ （Ｍ ａｇａｄｈａ）国 に始 ま る仏 教 は，紀 元 前 ３世

紀 に は ア シ ョカ （Ａ§ｏｋａ）王 の保 護 を受 け て そ の帝 国下 に あ った イ ン ド各 地 に広 ま る。

その 後 ，イ ン ド北 西 部 にお いて ，仏 教 は ク シ ャナ朝 （Ｋ ｕｓｈａｎａ：１ｃ．　Ｂ．Ｃ．－５　ｃ．　Ａ．Ｄ．）

の 保 護 の も と にガ ンダ ー ラ （Ｇａｎｄｈａｒａ） を 中心 に繁 栄 し， こ こか ら中央 ア ジァ ， 中

国 へ と伝 播 す る こ とに な る。
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　 ５世 紀 に は 中央 ア ジ ァか らの フ ン （Ｈ ｕｎｓ）の侵 略 を受 け ク シ ャナ 朝 は 倒 れ る。 しか

し， カ シ ミー ル の王 Ｌａｌｉｔａｄｉｔｙａ－Ｍ ｕｋｔａｐｉｄａ （ｃ．７２５－７５６　Ａ．Ｄ．） は覇権 の復 興 を は

か り， ヒ ン ドゥー教 と仏 教 の振 興 に努 め る。 ラダ ック に仏 教 が伝 播 した の は， お そ ら

くク シ ャナ朝 の時 代 か らと推測 さ れ得 るが ， カ シ ミール の 影 響 が 明瞭 に現 れ るの は ８

世 紀 ［ＳＮＥＬＬＧＲｏｖＥ ＆ ＳＫｏＲｕ凶ＫＩ　 ｌ９７７：６－８］ にな って か らで あ る。 この初 期 仏 教

の特 徴 は チ ベ ッ トを経 由 した仏 教 ， 即 ちチ ベ ッ ト仏 教 で はな く， イ ン ドか らの直 接 の

影 響 に よ る イ ン ド仏 教 で あ る とい う点 に あ る。

　 チ ベ ッ トにお いて は， ソ ンツ ェ ンガ ム ポ （Ｓｒｏｈ－ｂｔｓａｎ－ｓｇａｍ－ｐｏ　６００－６４９　Ａ・Ｄ・？）の

時代 に仏 教 の 国教 化 が 計 られ た とさ れ る。 もっ と も， ７世紀 の この 出来 事 は史 実 と い

うよ り も，む しろ仏 教 受 容 とチ ベ ッ トの 国家 的 英 雄 と を結 び つ け た神 話 的性 格 の 強 い

もの で あ る ［Ｍ ＡｃＤｏＮＡＬＤ　 １９８４：１２９－１４０］ と考 え られ る。 しか し， テ ィデ ツ ック

ツ ェ ン （Ｋｈｒｉ－ｌｄｅ－ｇｔｓｕｇ－ｂｒｔｓａｎ　７０４－７５５　Ａ・Ｄ・） の時 代 にな る と， 政 府 閣僚 の一 部 の

反 対 に もか か わ らず 仏 教 を受容 す る こ とへ の努 力 が な され る。 さ らに，彼 の 息子 の テ

ィソ ンデ ツ ェ ン （Ｋｈｒｉ－ｓｒｏｈ－ｌｄｅ・ｂｒｔｓａｎ　７５５－７９７　Ａ．Ｄ．）の 時代 に は ， イ ン ドか ら招 聰

さ れ たパ ドマ サ ムバ ヴ ァ　 （Ｐａｄｍ ａ－ｈｂｙｕｈ－ｇｎａｓ：Ｐａｄｍａ　ｓａｍ ｂｈａｖａ） の も とに チ ベ

ッ トに お け る仏 教 振 興 が計 られ る ［ＴｕｃｃＩ＆ ＨＥＩｓｓＩＧ　 ｌ９７０：１４］ こ と にな る。 チ ベ

ッ トに お け る仏 教 国教 化 に 伴 い 中 国 か ら の チ ャ ン （Ｃｈ’ａｎ） 派 を 擁 護 す る ワ シ ャ ン

（Ｈｗａ－ｓｈａｎｇ） と， イ ン ドか らの サ ンタ ラク シ タ （Ｓａｎｔａｒａｋｓｉｔａ） 派 を擁 護 す るサ ル ・

ナ ン （ｇＳａｌ－ｓｎａｈ） との 間 の抗 争 が あ った ものの ， ラルパ チ ェ ン （Ｒａ１－ｐａ－ｃａｎ：Ｋ ｈｒｉ－

ｇｔｓｕｇ－１ｄｅ－ｂｒｔｓａｎ　８１５－８３８　Ａ．Ｄ．）以 後 ，チ ャ ン派 の 勢 力 は衰 退 す る［ＴｕｃｃＩ＆ ＨＥＩｓｓＩＧ

１９７０：１７－１８］。 こ う して ，仏 教 は チ ベ ッ ト国 教 とな るが ，在 来 の ボ ン （Ｂｏｎ）教 との 聞

に は教 義 的 ，政 治 的 抗 争 が 続 いた もの と考 え られ る。 イ ン ドか らの 仏 教 は在 来 の神 々，

儀 礼 を取 り入 れ ， ボ ン教 との 融 合 を 計 る。 しか し， チ ベ ッ トにお け る仏 教 確 立 の 試 み

は ラ ンダ ル マ （Ｇｌａｈ－ｄａｒ－ｍ ａ　８３８－８４２　Ａ・Ｄ・） によ る破 仏 に よ り中断 し， チ ベ ッ トに

お け る仏 教 の第 １次 伝 播 は終 りを告 げ る。

　 ラ ンダ ル マ の死 後 ， チ ベ ッ トの 政 治 的統 一 は失 わ れ ， 地 方 勢 力 の 分 立 の 時 代 とな

る。 ラダ ック王 統 史 に よれ ば ， ラダ ック王 国 最初 の 王朝 は ラ ンダ ル マ の孫 に あた る キ

デ ニ マ ゴ ン （ｓＫｙｉｄ－ｌｄｅ］鮪 一ｍ ａ－ｍｇｏｎ　ｃ・９００－９３０　Ａ・Ｄ・） に始 ま る と され る。 彼 は 中

央 チ ベ ッ トを追 わ れ ， プ ラ ン （Ｐｕ－ｈｒａｈｓ）の ニ ズ ン （Ｎｉ－ｚｕｎｓ）に都 を定 め， その 後 ，

ル トク （Ｒｕ－ｔｈｏｇｓ），グゲ （Ｇｕ－ｇｅ），プ ラ ン （Ｐｕ－ｈｒａｈｓ）を含 む ガ リコル ス ム （ｍＮａｈ－

ｒｉｓ－ｓｋｏｒ・ｇｓｕｍ ） と呼 ば れ る西 チ ベ ッ ト地 方 を 征 服 す る。

　 仏 教 の 第 ２次 伝播 は西 チ ベ ッ トに起 こ る。 １０世 紀 当 時 ，北 西 ネパ ー ル に お いて カ シ
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ア （Ｋｈａ－ｓｉａ） 族 に属 す るマ ラ （Ｍ ａｌｌａ） 王朝 が 力 を持 ち ， 首都 を セ ム ジ ャ （Ｓｅｍｊａ）

に 置 き， ここか ら プ ラ ンを 支 配 し て い た ［Ｔｕｃｃｌ＆ ＨＥＩｓｓＩＧ　 ｌ９７０：３５］。 この王

朝 の コル レ王 は弟 ゾ ンゲ に 位 を譲 り， イ ェ シ ェ ウ （Ｙｅ－ｓｈｅｓ－’ｏｄ） の 名 の も と に 出家

す る ［ＳＴＥＩＮ　 １９７１：６４］。 彼 は僧 院 の 規律 と仏 法 の再 興 の た め に 若 者 を カ シ ミー ル

（Ｋａｓｈｍｉｒ）に送 り， 仏 教 を 学 ば せ た 。 当 時 ，カ シ ミー ル は仏 教 の 理 論 と実 践 に 関 す る

伝 統 を保 持 して いた か らで あ る。　 リンチ ェ ンザ ンポ （Ｒｉｎ－ｃｈｅｎ－ｂｚａｆｌ－ｐｏ　９５８－１０５５

Ａ．Ｄ．）は これ ら留 学 僧 の 中 の 一人 で あ った。 彼 はグ ゲ （Ｇｕ－ｇｅ） の 王 の 支 配 地 を 中 心

に多 くの寺 院 を建 立 し， また カ ギ ュル （ｂＫａｈ－ｈｇｙｕｒ）， タ ンギ ュル （ｂｓＴａｎ－ｈｇｙｕｒ）

を含 む多 くの 仏 典 の 翻 訳 を 行 な った 。 グゲ の キタ ン （Ｋｈｙｉ－ｔｈａｈ） の パ ル イ ェ シ ェ

（ｄＰａ１－ｙｅ－ｓｈｅｓ）に よ る リ ンチ ェ ンザ ンポ の伝 記 に よれ ば ，彼 の建 立 した 寺 院 はプ ラ ン

の カ チ ャル （Ｋｈａ－ｃｈａｒ）， グゲ の トデ ィ ン （ｍＴｈｏ－ｌｄｉｈ）， マ ルユ ル （Ｍ ａｒ－ｙｕｌ：ラダ

ック） の ニ ャル マ （】雪ａｒ－ｍａ） とさ れ るが ，　 Ｓｎｅｌｌｇｒｏｖｃ　Ｄ・＆ Ｔ・Ｓｋｏｒｕｐｓｋｉ ［１９８０：

９１］は この 伝 記 の 註 釈 にお い て ， さ らにザ ンカ ル の ス ムダ （ｇＳｕｍ －ｍｄａ’）を加 えて い

る。

　 ラダ ック にお い て は， ニ ャル マ （Ｎａｒ－ｍａ）寺 院 は現 在 廃 嘘 とな って い るが ， この

他 ア ル チ， ス ムダ ， マ ンギ ャの 寺 院 が リンチ ェ ンザ ンポ の建 立 と され る ［ＴＨＵＰＳＴＡＮ

ＰＡＬＤＡＮ　 １９８２：３９］。 な お，　Ｎａｒ－ｍ ａ 寺 院 の建 設 時 代 は リ ンチ ェ ンザ ンポ の在 世 期

間 （９５８－１０５５　Ａ．Ｄ．） か ら ｃ．１，０００　Ａ．Ｄ． と考 え られ， ま た Ａｌｃｈｉ寺 院 につ い て は

Ｎａｒ－ｍａ に学 ん だ カ ル ダ ンシ ェ ラブ （ｓＫａｌ－ｌｄａｎ－ｓｈｅｓ－ｒａｂ）カｌｉｅｅ立 した とす る銘 に基

づ き，１１世 紀 後 半 ［ＳＮＥＬＬＧＲｏｖＥ ＆ ＳＫｏＲｕＰｓＫＩ　 ｌ　９７７：１５］ と考 え られ る。

　 リンチ ェ ンザ ンポ が ラダ ック地 方 に もた ら した 仏 教 は 松 長 有 慶 ［１９８０：１２－１３］ に

よれ ば ， Ｔａｔｔｖａｓａｒｐｇｒａｈａ。ｔａｎｔｒａ，　Ｄｕｒｇａｔｉｐａｒｉｓ６ｄｈａｒａ な ど ７世 紀 頃 イ ン ドで 栄 え ，

鍮 伽 観 法 を 中 心 と し 民 衆 教 化 を 直 接 目的 と しな い ｙｏｇａ－ｔａｎｔｒａ 系 の もの で あ った と

され る。 ま た寺 院 の仏 像 ，壁 画 に見 られ る特徴 は，五 仏 の像 ，五 仏 を 中心 とす るマ ン

ダ ラの 中 尊 が智 拳 印 ，転 法 輪 印 ，定 印 の いず れ か を 結 ぶ Ｖａｉｒｏｃａｎａ で あ る ことで ，

これ は １４００Ａ．Ｄ． の ラダ ッ ク王 国第 ２次 王 朝 以 後 に 建 立 さ れ た 寺 院 が ａｎｕｔｔａｒａ－

ｙｏｇａ系 ，即 ち Ｇｕｈｙａｓａｍ勾ａ，　Ｈｅｖａｊｒａ，　Ｓａｍｂｈａｒａ，　Ｋ ａｌａｃａｋｒａ な どの マ ンダ ラを主

と し， 中尊 は ａｋ§ｏｂｈｙａ系 の諸 尊 で あ る とい う点 と特 色 を異 にす る。 この ａｎｕｔｔａｒａ－

ｙｏｇａ系 の寺 院 に は六 道 輪 廻 図 ， 地 獄 ， 極 楽 の 絵 ， 仏 伝 図 な ど民 衆教 化 に関 す る壁 画

が登 場 し， また 現 世 利 益信 仰 と密 接 に結 びつ く葱 怒 尊 が 出現 す る。

　 さ らに ，　 グゲ の王 イ ェ シ ェ ウ （Ｙｅ－ｓｈｅｓ－’ｏｄ） の 甥 ま た は 甥 の子 チ ャ ンチ ュ ブ ウ

（Ｂｙａｎｇ－ｃｈｕｂ－’ｏｄ） に よ って ， イ ン ドの ナ ラ ンダ （Ｎａｌａｎｄａ） 大 学 か ら招 か れ た ア テ
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イー シ ャ （Ａｔｉｓａ） は この西 チ ベ ッ トに お こ った 仏 教 復 興 に大 きな 貢献 をす る ［ＳＴＥＩＮ

ｌ９７１：６５】。 ア テ ィ ー シ ャ は １０４２　Ａ．Ｄ．か ら １０５４Ａ．Ｄ．に至 る まで チ ベ ッ トに滞 在

し， 特 に女 神 タ ー ラ （Ｔａｒａ） の 尊 崇 に重 きを 置 き，　 カ ダ ム派 （ｂＫ ａｈ－ｇｄａｍｓ－ｐａ：

ｂＫａｈｂｒｇｙｕｄ　ｂＫａｈ－ｇｄａｍ ｓ－ｐａ） を 創始 す る ［Ｔｕｃｃｌ＆ ＨＥＩｓｓＩＧ　 １９７０：３７］。 マ ル

パ （Ｍ ａｒ－ｐａ　ｌＯ１２－１０９６　Ａ．Ｄ ．） もイ ン ドで 学 び弟 子 の ミラ レパ （Ｍ ｉ－ｌａ－ｒａｓ－ｐａ　ｌＯ４０－

ｌｌ２３Ａ．Ｄ．） と と も にカ ギ ュ派 の始 祖 と され る。

　 カ ギ ュ派 は後 に デ ィ グ ン派 （ｈＢｒｉ－ｇｕｈ－ｐａ）， ド ック派 （ｈＢｒｕｇ－ｐａ），カル マ派 （Ｋａｒ－

ｍ ａ－ｐａ）， シ ャ ン派 （Ｓｈａｈｓ－ｐａ）な ど に分 派 す る。 ま た ，先 の カダ ム派 は後 年 ， ツ ォ ン

カバ （Ｔｓｏｈ－ｋｈａ－ｐａ　ｌ　３５７－１４１９Ａ．Ｄ ．） の 改革 に よ り始 ま る ゲ ー ル ク派 （ｄＧｅ－ｌｕｇｓ－

ｐａ）に移 行 す る ［ＴｕｃｃＩ＆ ＨＥＩｓｓＩＧ　 １９７０：５１］こ と にな る。

　 ラダ ック に は１５世 紀 以 後 ，中央 チ ベ ッ トか ら改 革 派 ゲ ール ク派 を は じめ，デ ィ グ ン・

カ ー ギ ュ派 ， そ して ブ ー タ ンと関 連 の 深 い ドック ・カ ー ギ ュ派 が 導 入 さ れ ，王 朝 の保

護 の も とに繁 栄 す る こ と にな る。 先 に述 べ た イ ン ド北 西 部 ガ ンダ ー ラ， さ らに カ シ ミ

ー ル か らの イ ン ド仏 教 の 影 響 を 第 １次 伝播 と し，１１世 紀 に西 チ ベ ッ トを 中 心 に興 った

リンチ ェ ンザ ンポ （Ｒｉｎ－ｃｈｅｎ－ｂｚａｈ－ｐｏ）， ア テ ィー シ ャ （Ａｔｉｓａ） に よ る ｙｏｇａ－ｔａｎｔｒａ

系 の仏 教 の導 入 を第 ２次 伝 播 とす る と， この１５世 紀 以 後 の 中央 チ ベ ッ トか らの仏 教 の

影 響 は ラダ ッ クに お け る仏 教 の 第 ３次 伝播 と考 え る こ とが可 能 で あ る。 これ らチ ベ ッ

ト仏 教諸 宗 派 と ラダ ック王 国 との 関 係 につ い て は ， ラダ ック王 国 にお け る宗 教 政 策 と

い う観 点 か ら以 下 に考 察 を行 な う。

（２）　宗 教 政 策

　 ラダ ック王統 史 は ラダ ック王 朝 諸 王 の業 績 と仏 教 の繁 栄 に つ いて の 記 載 に飾 られ る

が ， そ の 背 景 に は仏 教 諸 宗 派 間 あ る い はイ ス ラム と仏 教 との 間 の 宗 教 的抗 争 の歴 史 を

読 み 取 る こ とが可 能 で あ る。 この 節 で は， ラダ ック西 方 隣…接 諸 国 にお け るイ ス ラム 化

と， ラダ ック へ の イ ス ラ ム勢 力 拡 大 の 傾 向 に つ い て指 摘 し， 次 に これ に伴 な う ラダ ッ

ク王 国 の宗 教 政策 に つ いて 考 察 す る。

　 （ｉ）　 イ ス ラ ムの 影 響

　 イ ス ラム 化 の 問題 は ラダ ック第 １次 王 朝後 期 に既 に始 ま って いた と考 え られ る証拠

が あ る。 即 ち，．ラチ ェ ンギ ャル ブ リ ンチ ェ ン （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　Ｒｇｙａ１－ｂｕ－ｒｉｎ－ｃｈｅｎ　ｃ．１３２０

－１３５０Ａ．Ｄ．）はカ シ ミー ル に お け る初 代 の イス ラ ム王 とな った可 能 性 が あ る と され る

か らで あ る５）。 これ以 前 の カ シ ミー ル王 国 は ヒ ン ドゥ ー王 朝 で あ り， 仏 教 か らイス ラ

ム に改 宗 した ギ ャル ブ リンチ ェ ンは王 位 を 宣 言 す る と同 時 に ヒ ン ドゥー寺 院 の 破 壊 に
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よ る異 教徒 弾圧 に着 手 す る。 当 時 の カ シ ミー ル は タ タ ー ル人 に よ り侵 攻 を 受 け 占拠 さ

れ て お り， さ らに１４世 紀 の終 り に は テ ィ ム ール 皇帝 テ ィム ー ル （Ｔｉｍ Ｕｒ） は中 央 ア ジ

ァの サ マ ル カ ン ド （Ｓａｍａｒｋａｎｄ） に都 し， イ 入 ラム教 徒 に よ る キ リス ト教 徒 ， 仏教 徒

へ の 迫 害 が 行 な わ れ て い た 。

　 １５世 紀 初 頭 ， ラ チ ェ ン ト ラ ク ブ ム デ （Ｌｈａ－ｃｈｃｎ　Ｇｒａｇｓ－ｈｂｕｍ －ｌｄｅ　 ｃ．１４００－１４４０

Ａ ．Ｄ ．） は ， ラ ダ ッ ク 第 １次 王 朝 最 後 の 王 で あ る ロ ト 。チ ョ ク ダ ン （Ｂｌｏ－ｇｒｏｓ－ｍ ｃｈｏ９－

１ｄａｎ　ｃ．１４４０－１４７０　Ａ．Ｄ ．） を 王 位 継 承 者 と す る が ， 彼 以 外 に も ２人 の 息 子 が あ っ た こ

とが 明 らか で あ る。 これ に関 して は， ラダ ック王 紐史 第 ７部 に お け る ラチ ェ ンバ ガ ン

（Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　Ｂｈａ－ｇａｎ　ｃ．１４７０－１５００　Ａ．Ｄ．） が トラクブ ム デ王 の息 子 達 に敵 対 した との

記載 に ， そ の 息子 達 の 名前 と して 上 記 の ロ ト・チ ョクダ ン以 外 に ル ンバ ア リ （Ｄｒｕｈ－

ｐａ ’Ａ－ｌｉ） お よび ラプ ッ ァ ンダ ギ ャル の ２名 を見 る こ とが で き る か ら で あ る。 こ こ

で ，第 ２子 の ル ンバ ア リと い う名 前 はそ の 半 分 はイ ス ラム 名 で あ り，Ｆｒａｎｃｋｅ，　Ａ．　Ｈ ．

［１９２６：１０２］ は これ を ラダ ック を攻 略 した ザ イ ンウル ア ビデ ィー ン （Ｚａｉｎｕ’１‘ａｂｉｄｉｎ）

に よ って ト ラクブ ム デ王 が イ ス ラムの 妻 を め と ら さ れ た 結 果 で あ ろ うと推 測 して い

る。 カ シ ミール の イ ス ラム王 で あ るザ イ ンウル ア ビデ ィー ンに関 して Ｇｅｒｇａｎ，　Ｓ．　Ｓ．

［１９７７：２０］ は ， バ ル テ ィス タ ンの 首 長 の 忠 誠 の保 証 の も とに彼 は グゲ を攻 略 し， ラ

ダ ックの シ ェ ー， ムル ベ に至 った と考 えて い る。 も っ と も， 彼 は ヒ ン ドゥー教 に も寛

５） Ｆｒａｎｃｋｅ［１９２６：９８，１９７７：９４－９６］ は， 年代 の符 合 性 ， 名前 の一 致 ， さ らにギ ャル ブ （ｒＧｙａｌ－

ｂｕ：王 子） と い う名称 に基 づ き， ラチ ェ ンギ ャル ブ リンチ ェ ン （Ｌｈａ－ｃｈｅｎｒ　Ｇｙａ１－ｂｕ－ｒｉｎ－ｃｈｅｎ）

と リンチ ャ ンシ ャ （Ｒａｉｎｃｈａｎ　Ｓｈａｈ：Ｒｉｆｉｃｈａｎａ・Ｂｈｏｔｔａ）の 同一 性 を 認 め て い る。 ジ ョナ ラジ ャ

（Ｊｏｎａｒａｊａ）に よ る カ シ ミー ル王 統 史 （Ｒ司ａｔａｒａｈｇｉｎｉ）に よ る と， １４世紀 初 頭 ， シ ムハ ・デ ヴ ァ

（Ｓｉｍｈａ・Ｄｅｖａ）王 の時 代 の カ シ ミール は タ ル タ ル人 の 王 ズ ル カダ ル ・カ ー ン （Ｚｕｌｋａｄａｒ　Ｋｈａｎ）

によ って侵 攻 を 受 け る 。 ズ ル カダ ル ・カ ー ンは トル コ人 の 侵 略者 ドルル カ （Ｄｒｕｌｕｃａ）と も記 さ

れ ［ｖｏｇｅ１，　Ｊ・Ｐｈ・　ｌｎ：ＦＲＡＮｃＫＥ　 １９７７：１６９－１７１］ る が， さ らに Ｂａｍｚａｉ［１９６２＝３１０］ の カ シ ミ

ール の歴 史 に よ る と当時 チ ャガ タ イ の子 孫 た ち に よ って 治 め られて いた トル キ スタ ンの タ ルタ

ル人 の 首長 で あ る ドル チ ュ （Ｄｕｌｃｈｕ）は ， トル コ人 ， モ ンゴ ル人 か ら成 る ６万 の 騎馬 軍 団を も

って ジ ェル ム （Ｊｈｅｌｕｍ）渓 谷 か らカ シ ミー ル 渓 谷 に侵 入 した と あ る。 この た め， シ ムハ ・デ ヴ

ァ王 は キ シ ュタ ワー ル （Ｋｉｓｈｔａｗａｒ）に逃 れ ， ズ ル カダ ル ・カ ー ンはス リナ ガ ルを ８カ月 間 に渡

り占拠 す る。 冬 期 に入 り食 料 不足 か ら彼 の軍 隊 は カ シ ミー ル脱 出を は か る が， 雪 に閉 じ込 め ら

れ て全 滅 す る。 そ こで ， シ ムハ ・デ ヴ ァ王 の 指 揮官 ラム ・チ ャ ン ド （Ｒａｍ　Ｃｈａｎｄ）はス ワ トー

（Ｓｗａｔ）出身 の シ ャー ・ミル ザ （Ｓｈａｈ　Ｍ ｊｒｚａ）と リンチ ャ ン ・シ ャ■…一（Ｒａｉｎｃｈａｎ　Ｓｈａｈ）を も って

カ シ ミー ルを 奪 還 す る 。 こ こで リンチ ャ ン ・シ ャー につ い て は チ ベ ッ トの王 で あ る父 親 と不 和

にな りカ シ ミール 漢 谷 に 冒険 者 と して 来 た こ とに な って い る 。 も っ と も， ＢａＭｚａｉ［１９６２：３０９］

によ る と リ ンチ ン （Ｒｉｎｃｈｉｎ　１３２０－１３２３　Ａ・Ｄ・） は 彼 の父 を 殺 害 した バ ル テ ィに 対 し 報復 攻 撃

を 行 な いバ ル テ ィの 首 長達 を殺 した後 ， 安 全 の た め に カ シ ミー ル に逃 走 し， ラマ チ ャ ン ドラ

（Ｒａｍａｃｈａｎｄｒａ）の保 護 の も とに あ った と述 べ られ る。 この後 ， リ ンチ ャ ン ・シ ャー は ラム ・

チ ャ ン ドを 殺 害 し， 彼 の娘 ク タ ・ラニ （Ｋｕｔａ　Ｒａｎｉ）と結 婚 し， １３２３　Ａ．Ｄ．にカ シ ミール 王 位

を 宣言 す る 。彼 は ヒ ン ドゥー教 に 改宗 しよ うと す る が， ブ ラー ミ ンた ちに拒 否 され た た め， イ

ス ラム に 改宗 しサ ドルウデ ィ ン （Ｓａｄｒ－ｕｄ－ｄｉｎ） と名 のる 。 彼 は最 初 の イス ラムの カ シ ミー一一ル 王

で あ る 。 ２年 半 の 後 ，彼 は死 亡 し妻 は シ ンハ ・デ ヴ ァ王 の 弟 と結 婚 す る 。 さ らに そ の 後， 彼 女

は前 出 の シャ ー ・ミルザ と結 婚 し， シャー ミル ザ が カ シ ミー ル王 位 につ くこ とに な る 。
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容 で あ り破 仏 を 行 な わ な か った とい わ れて い るた あ， ラダ ッ クに お け る仏 教 へ の 打 撃

は少 な か った もの と考 え られ る。 む しろ， 姻 戚 関 係 に よ る ラダ ック王 国 との関 係 を通

して イ ス ラム化 を 計 ろ う と した の で は な い か と考 え られ る。

　 同様 な事 例 は， ラダ ック第 ２次 王 朝 創始 者 の ラチ ェ ンバ ガ ン ’（Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　Ｂｈａ－ｇａｎ

ｃ．１４７０－１５００Ａ・Ｄ・）の 二 世代 下 の ジ ャム ヤ ンナ ム ギ ャル （ｈＪａｍ・ｄｂｙａｈｓ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ

ｃ．１５６０－１５９０Ａ．Ｄ ．） の 治世 に お い て見 られ る。 彼 はバ ル テ ィ王 ア リミー ル シェ ル カ

ー ン （’Ａ－ｌｉ－Ｍ ｉｒ－Ｓｅｒ－Ｈａｎ：Ｋｈａｎ） の娘 の ギ ャル カ ー トゥ ン （ｒＧｙａｌ－ｋｈａ－ｔｈｕｎ） との

婚 姻 に よ りバ ル テ ィ軍 との 講 和 を 計 る６）。 もっ と も， この 時 期 には イ ス ラム化 の拡 大

は既 に ラダ ック 王 国西 方 諸 国 の み な らず ， か つ て の ラダ ック 王 国 の一 部 で あ った プ

ー リ ック （Ｐｕ－ｒｉｇ） に も及 ん で いた 。　 プ ー リ ックの チ クタ ン （Ｃｉｇ－ｔａｎ） とカ ル ッ ェ

（ｄＫａｒ－ｒｔｓｅ） の王 子 た ち は イス ラ ム に改宗 し， 自 らを スル タ ン （Ｓｕｌｔａｎ： イス ラ ム君

主 ） と名 の り， ラダ ック王 国 の意 に従 わ な か った こ とが ラダ ック王 統 史 に記 載 さ れ て

い る。

　 隣 接 諸 国 か らラダ ック王 国 に対 す る攻 略 は第 ２次 王朝 を通 じて見 る こ とが で き る。

ラチ ェ ンバ ガ ン （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　Ｂｈａ－ｇａｎ　ｃ・１４７０－１５００　Ａ．Ｄ．） の 時代 に は シ ュ リバ ラ

（Ｓｒｉｖａｒａ） の カ シ ミー ル王 統 史 に よれ ば カ シ ミール 王 ハ サ ン ・カ ー ン （Ｈａｓａｎ－ｋｈａｎ）

が ラダ ック侵 攻 を 計 った こ とが述 べ られ て い る ［ＦＲＡＮｃＫＥ　 ｌ９２６：１０２］。　 また 彼 の

息 子 の ド ラシナ ム ギ ャル （ｂＫｒａ－Ｓｉｓ・ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ　ｃ・１５００－１５３２　Ａ．Ｄ．） は ホ ル （Ｈｏｒ）

と戦 い勝 利 を お さめ た。 Ｆｒａｎｃｋｅ，　Ａ・Ｈ ．［１９２６： １０４］ は ホ ル を ラダ ック 北 方 の

Ｔｕｒｋｍａｎｓ と考 え ， タ リクイ ラ シデ ィ （Ｔａ’ｒｉｋｈ－ｉ。Ｒａｓｈｉｄｉ） の記 載 にあ るタ シ ク ン

（Ｔａｓｈｉ－ｋｕｎ）は ド ラシナ ム ギ ャル と同 一 人 物 で あ り，こ の戦 い に よ り １５３２　Ａ・Ｄ ．に死

亡 した もの と考 え て い る。 さ らに ， Ｇｅｒｇａｎ，　Ｓ．　Ｓ．［１９７７：２５］ は １５３２　Ａ．Ｄ．に ミル

ザ ハ イダ ル ドゥグ ラー ト （Ｍ ｉｒｚａ　Ｈｙｄｅｒ　Ｄｕｇｈｌａｔ）力巧 ダ ッ クに侵 攻 した と考 え て い

る。 彼 は ヌブ ラの住 民 に イ ス ラム を受 容 させ よ う と した が ，貴 族 と首 長 は これ を 拒 否

６） ス カ ル ド （Ｓｋａｒ。ｒｄｏ）の ア リ ミール ジ ェル カー ン （’Ａｌｉ－Ｍ ｉｒ・・Ｓｅｒ－Ｈａｎ：Ｋｈａｎ）の進 攻 によ り ラ

　 ダ ック全 域 はバ ル テ ィ軍 に 征圧 され る。 彼 等 は仏 典 を焼 却 し， 河 に投 棄 し， 寺 院 を破 壊 す る と

　 自国 に 引 きあ げ た とあ る。 この 時， ラダ ック王 ジ ャ ムヤ ンナ ムギ ャル は ア リ ミー ル の捕 虜 とな

　 った もの と考 え られ る 。王 統 史 に は続 けて 次 の記 載 が 見 え る か らで あ る 。即 ち， ア リミール は

　 喜 ん で彼 の娘 の ギ ャル カー トゥ ン （ｒＧｙａｌ－ｋｈａ－ｔｈｕｎ） を ジ ャ ム ヤ ンナ ムギ ャル の妻 と して 与 え

　 た 。 ア リ ミール は すべ て の 兵士 た ち のた め に 祝宴 の準 備 を行 な い， ギ ャル カー トゥ ンを 彼 女 の

　 す べ て の宝 石 で 飾 り， ジ ャ ム ヤ ンナ ムギ ャル を王 座 につ かせ る と次 の 様 に い う。 昨 日， 私 は 城

　 の下 にあ る河 か ら一 頭 の獅 子 が 出現 し， ギ ャル カ ー トゥ ンに跳 び か か る とそ の 身 中 に消 え る夢

　 を み た。 そ れ は彼 女 が 懐 胎 す る の と 同時 で あ った。 彼 女 は男 児 を 産 む であ ろ う。 彼 の名 はセ ン

　 ゲ ナ ムギ ャル （Ｓｅｈ－ｇｅ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ＝獅 子 王） と呼 ば れ るで あ ろ う と。 こ う して ， ラダ ック王 は

　 ア リ ミール の娘 ギ ャル カー トゥ ンと共 に帰 国 を許 され る 。 そ の後 ， ギ ャルカ ー トゥ ンは セ ンゲ

　 ナ ムギ ャル と ノル ブ ナ ムギ ャル （Ｎｏｒ－ｂｕ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａ１）の二 人 の 息 子 を も うけ る 。
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した た め ，彼 等 を殺 害 し， あ る い は捕 虜 と した 。 そ の後 ， 軍 隊 は レー に入 りそ こ の ２

入 の 支 配者 は イ ス ラム を受 け いれ た と い う。 Ｓｔｅｉｎ ［１９７１：７８］ に よ る と， 将軍 ミル

ザ ・ハ イ ダ ル は トル キ ス タ ン地 方 ， カ シ ュガ ル の サ ル タ ン で あ る サ イ ド汗 と と もに

１５３１－１５３３　Ａ．Ｄ．に 中央 チ ベ ッ トまで 進 出 して い る。 ラダ ック王 統 史 に よれ ば ， そ の

後 ， ツ ェ ワ ンナ ム ギ ャル （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　Ｔｓｈｃ－ｄｂａ血一ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　ｃ・１５３２－１５６０　Ａ・Ｄ・）

はホ ル を逆 に攻 撃 しよ うと した が ， ヌブ ラ住 民 の請 願 に よ り思 い と ど ま った 。 当 時 ，

ヌブ ラ住 民 が ラダ ック と ヤル カ ン ドとの 間 の交 易 活 動 に従 事 し， した が って 両 国 の友

好 関係 の維 持 を重 視 した か らで あ ろ う とい う こ とにつ いて は既 に交 易 経 済 の 章 で述 べ

た 通 りで あ る。　 さ ら に，ｔセ ンゲ ナ ム ギ ャル （Ｓｅｈ－ｇｅ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａ１１５６９－１５９４　Ａ．Ｄ．）

の 時 代 にな る と， バ ル テ ィ王 ア ダ ム ・カ ー ン （’Ａｄａｍ－ｍｋｈａｎ） に率 い られ る軍 隊 が

ラダ ック攻 略 を 計 るが ， カ ル ブ （ｍＫ ｈａｒ－ｂｕ）の戦 闘 に お いて 撃 退 させ られ て い る７）。

ラダ ック王 統史 に は こ こで も多 くの ホル （Ｈｏｒ） が殺 さ れ た とあ り， 彼 等 は ムガ ー ル

（Ｍ ｕｇｈａｌ）の兵 士 ［ＦＲＡＮｃＫＥ　 １９２６：ｉ１０］ で あ る と も考 え られ る が， いず れ に して

もイ ス ラム教 徒 と仏 教 徒 との 間 の 戦 争 で あ った とい う こ とで きる。

　 以 上 ， 述 べ た よ う に ラダ ック王 国第 １次 王 朝 後 期 か ら，第 ２次 王 朝 セ ンゲ ナ ム ギ ャ

ル に至 る時 期 ， イ ス ラ ム化 した ラダ ック西 方 隣 接 諸 国か らの ラダ ッ ク王 国 に対 す る攻

略 が続 く。 そ れ は， 直 接軍 事 行 動 と戦 闘 行 動 の み な らず ， ラダ ッ ク国王 とイ ス ラム王

妃 の婚 姻 とい う両 国 の 姻 戚 関係 の樹 立 とい う方 法 を伴 う もの で あ る とい う こ とがで き

る。

　 （ｉｉ） 宗 教 維 持 機 構

　 この 節 で は， 西 方 隣接 諸 国 か らの イ ス ラム勢 力 の 拡 大 に対処 す るた め の ラダ ック王

国の 政 治一宗 教 政 策 につ いて 宗 教 維 持 機 構 とい う視 点 か ら考 察 す る。 さ らに ， モ ンゴ

ル 戦 争 （ｃ．１６７９－１６８５Ａ・Ｄ・） にお け る チ ベ ッ トか らの 改革 派 ゲ ー ル ク派 の ラダ ック

国教 化 の 試 み ， お よび ムガ ー ル 帝 国 下 カ シ ミー ル か らの イ ス ラ ム化 の 試 み を ， 仏 教一

イス ラム 宗教 抗 争 の 延 長 線 上 に位 置 づ け， これ に対 す る ラダ ック王 国の 政 治一宗 教 戦

略 につ い て 分 析 す る。

　 ラダ ック王 国 の 対 イ ス ラム戦 略 の第 １は理 念 的 な方 法 で あ る。 即 ち，現 実 に対 し仏

教 的 解 釈 あ るい は修 正 を 加 え ， そ の教 義 に沿 う よ うな 形 で 実質 上 の イ ス ラム勢 力 の 拡

７） カル ブ に セ ンゲ ナ ム ギ ャル によ る碑 文 が あ り，刻 ま れ て い る年 代 （水 一犬 年 ：１６３４　Ａ・Ｄ．）か

らお そ ら くこ の戦 闘 の 戦 勝碑 で あ る と考 え られ る ［ＦＲＡＮｃＫＥ　 Ｉｇ２６：１１２］。 しか し，　 Ｇｅｒｇａｎ

［１９７７：２５－２６］ に よれ ば， セ ンゲ ナ ムギ ャル の在 位年 代 は １５６９－１５９４・ＡＤ ．で あ り， そ の息 子

の デ ル ダ ンナ ムギ ャル の在 位 年 代 が １５９４－１６５９！６０Ａ・Ｄ・と され て い る。 これ に したが え ぱ ，

カ ル ブ の戦 闘 はデ ル ダ ンナ ムギ ャル の治 世 とい うこ と にな る 。
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大 を緩 衝 し， さ らに仏 教 的 立 場 か ら容 認 す る こ と ので きな い事 実 は無 視 す る とい う方

法 で あ る。 た とえ ば ，　 ラダ ック王 統史 に お け る ラ チ ェ ンギ ャル ブ リンチ ェ ン （Ｌｈａ－

ｃｈｅｎ　ｒＧｙａ１－ｂｕ－ｒｉｎ－ｃｈｅｎ　ｃ．１３２０－１３５０　Ａ．Ｄ．） の 項 に は，彼 の 名前 以 外 の記 載 は見

あた らな い。 即 ち， 彼 が ラム チ ャ ン ド （Ｒａｍ　Ｃｈａｎｄ） を 殺 害 し， リ ンチ ャ ンシ ャ

（Ｒａｉｎｃｈａｎ　Ｓｈａｈ：Ｒｉｆｉｃｈａｎａ　Ｂｈｏｔｔａ） と して ， カ シ ミー ル王 とな り， イス ラ ム改 宗

を 行 な った か も知 れ な い と い うこ と は述 べ られ て い な い の で あ る。 また ， 前 述 した よ

う に ラチ ェ ン トラクブ ム デ （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　Ｇｒａｇｓ　ｈｂｕｍ－ｌｄｅ　ｃ．１４００－１４４０　Ａ．Ｄ．）の 息子

の 一 人 が ア リ （’Ａ－ｌｉ） と い うイ ス ラム 名 を持 つ が， これ に至 った 経 過 につ い て も王統

史 は無 視 す る。 さ らに， ジ ャム ヤ ンナ ム ギ ャル （ｈＪａｍ －ｄｂｙａｈｓ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ　ｃ．１５６０－

１５９０ Ａ．Ｄ．） の 項 で は， 彼 が イス ラ ムで あ るバ ル テ ィ王 ア リ ミール （’Ａ・ｌｉ－Ｍ ｉｒ－Ｓｅｒ－

Ｈ ａｎ）の娘 ギ ャル カ ー トゥ ン （ｒＧｙａｌ－ｋｈａ－ｔｈｕｎ） と結 婚 した と い う こ と につ い て は記

載 され て い るが ， この王 妃 は ト・ル マ （ｓＧｒｏｌ－ｍａ） の 化 身 ， 即 ち仏 教 の女 神 タ ー ラ

（Ｔａｒａ） の転 生 で あ る と註 釈 を 加 え る こ とに よ り仏 教 徒 と して の ラダ ック王 朝 の存 続

を正 当 化 して い る ので あ る。

　 ラダ ック王 国 にお け る対 イス ラ ム戦 略 の第 ２は現 実 的 方 法 で あ る。 王 統 史 に見 る ラ

ダ ック王 国諸 王 の 業 績 につ いて の記 載 には， 仏 教 に対 す る信 奉 と振 興 活 動 が含 ま れて

い る。 これ らは仏 教 の 教 義 そ の もの の振 興 と 同時 に， 異 教 徒 に対 す る戦 力 強化 と い う

側 面 を持 つ もの で もあ る。 仏 教 振 興 とは王 朝 に よ る仏 教 保 護 と，、教 会 に よ る民 衆 教 化

と い う政 治 的 機 能 を 持 ち，戦 力 強化 は要 塞 と して の 寺 院 の建 設 とい う軍 事 的機 能 を持

つ もので あ る。寺 院 の多 くが急 峻 な 断崖 の上 に建 て られ ， 巨 大 な穀 物 貯 蔵 庫 を持 つ と

い うこ と は， 防 御 重視 の持 久 戦 に と って 有 利 で あ る と考 え られ る。 当 時 の攻 撃 戦 略 は

長 距 離 遠 征 と略奪 で あ り，事 実 ，西 チ ベ ッ トにお いて 長 期 戦 を 行 な う こと は侵 略 軍 に

と って 自然 条 件 の厳 し さ と補 給 路 の確 保 と い う点 か ら困 難 で あ った と考 え られ る。 侵

略 軍 は攻 撃 が 終 わ る と再 び 自 国へ 撤 退 せ ざ るを 得 な い の で あ り， この よ うな攻 撃 方 法

に対 す る対抗 戦略 と して は ，持 久 戦 に よ る防衛 戦 略 が効 果 的 で あ った と考 え られ る。

　 ラダ ック 王 国第 ２次 王 朝 ラチ ェ ンデ レク ナ ム ギ ャル （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　ｂＤｅ－１ｅｇｓ－ｒｎａｍ－

ｒｇｙａｌ　ｃ，１６６０－１６８５　Ａ．Ｄ ・） の 時 代 にお け るモ ンゴ ル戦 争 （ｃ・１６７９－１６８５　Ａ・Ｄ・） は，

チ ベ ッ トーモ ンゴル 軍 と ラダ ック軍 ， さ ら に チ ベ ッ トーモ ンゴル 軍 と カ シ ミール 軍 と

の 間 の 戦 闘 で はあ った が ，実 際 に は モ ンゴル 帝 国 下 チ ベ ッ ト８）とム ガ ール 帝 国下 カ シ

８） 当 時 の モ ンゴル とチ ベ ッ トとの 関係 は以 下 の よ うで あ った ［岡 田　 １９８１：２１５－２１６］。 即 ち，

ウ ェ ンサ ・ トゥル クと い う高 僧 の転 生 で あ る とされ た ガ ル ダ ンはチ ベ ッ トの ラサ に留 学 し， ダ

ラ イ ・ラマ ５世 の 弟 子 にな って い た が， １６７８Ａ・Ｄ・イ リ河 畔 に ホ シ ュー ト軍 を 撃 破 し， 全 オ イ

ラ トの 指導 者 とな りジ ュ ー ン ・ガ ル王 国を建 て る 。 彼 は １６８０Ａ・Ｄ・東 トル キス タ ンの オ ァ シ
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ミール に よ る ラダ ック王 国 の 覇権 争奪 戦 と して 考 え る こ と も可 能 で あ り， 宗 教 的 に は

仏 教 とイ ス ラムの 間 の 宗 教抗 争 の延 長線 上 に位 置づ け られ る もの で あ る。 結 果 的 に は，

ラダ ック王 国 は その 東 部 ガ リコル ス ム （ｍＮａｈ－ｒｉｓ－ｓｋｏｒ－ｇｓｕｍ） 地 方 を失 い， チベ ッ

ト， カ シ ミール ， 双 方 か ら交 易経 済 活 動 に関 す る制 約 を 受 け る。 しか し，宗 教 的 に は，

カ シ ミール に よ るイ ス ラム化 お よ び チ ベ ッ トの ダ ライ ・ラマ政 権 に よ る仏 教 ゲ ール ク

派 の国 教 化 は共 に成功 して い な い。 なぜ な ら， ラダ ック王統 史 は ラチ ェ ンデ レクナ ム

ギ ャル の イ ス ラム 改宗 に つ い て無 視 し， また 軍 事行 動 によ る ラダ ック攻 略 に失 敗 した

チ ベ ッ トは ラダ ック王 朝 の宗 派 で あ った ドック ・カ ー ギ ュ派 の僧 ミパ ム ワ ンポ （Ｍ ｉ－

ｐｈａｍ－ｄｂａｈ－ｐｏ） の仲 裁 を も って 講 和 を 計 り，新 た な 国境 線 の確 定 を 行 な う に とど ま

るか らで あ る。 この結 果 ， チ ベ ッ トは ラダ ックを仏 教 国 と非 仏 教 国 との 境 界 地 域 と し

て 位 置 づ け ， そ の イ ス ラム化 を阻 止 す る とい う政策 を とる に と ど ま る こ と にな る。

　 モ ンゴル 戦 争 の結 果 ， ラダ ック王 国 の 覇権 は著 し く縮 小 す る。 しか し， 他 方 で ラダ

ック王 国 は強大 な チ ベ ッ トーモ ンゴ ル軍 に カ シ ミール 軍 を も って 対 処 せ しめ る こ とに

よ り， 両者 に経 済 的負 担 は負 わ され た もの の ，ゲ ー ル ク派 ダ ライ ・ラマ 政 権 によ る統

治 を阻 止 し， さ らにカ シ ミー ル に よ る ラダ ック王 国 の イ ス ラム化 を も排 除 し， 独 立 国

と して の存 続 を計 った と考 え る こ とが 可能 で あ る。 そ の背 景 に は， チ ベ ッ トに よ るゲ

ール ク派 国教 化 を怖 れ た ラダ ック王 朝 と ドッ ク ・カ ー ギ ュ派 の 連 帯 関 係 に基 づ く政 策

決定 が な され た も の と考 え られ る。 チ ベ ッ トに お いて は既 に王 朝 は亡 び ， ダ ライ ・ラ

マ政 権 に よ る統 治 形 態 が と られ て お り， これ を受 け入 れ る と い う こ と は ラダ ッ ク王 国

ス都市の ウイグル人イス ラム教徒の白山党 （ア クタグ リク）， 黒山党 （カ ラタグ リク） の争 い

に介入 して黒 山党を支持する東 チャガタイ ・ハー ンの末喬のカ シュガルのイスマイル ・ハー ン

を捕えてイ リに連れ去 り，白山党の首領アパ ク ・ホージャをヤルカ ンドにおいて貢税の徴収 に

あたらせた。また， この ころ中国では三 藩の乱 （１６７３－８１Ａ．Ｄ．）が進行中だ ったが，清朝が優

勢 とな り，このためチベ ッ トの前途を憂えたダ ライ ・ラマはガルダ ンを利用 して モンゴルとオ

イラ トを結集 し，ゲールク派仏教帝国を建設 しよ うと計画 した。も っとも，１６８３・Ａ．Ｄ．にダラ

イ ・ラマ ５世 は死去するが，摂政サ ンギ ェギ ャツオは ５世の死を秘密 にし，計画の挫 折を防い

だ。Ｆｒａｎｃｋｅ［１９７７：１１９］は，この侵攻にはモ ンゴルの覇権拡大の意図があ った と考 えて いる。

当時，チベ ッ トはモ ンゴルの支配下にあ り，モ ンゴルは西チベ ッ トへの侵略を 目的 としていた

とい う。 しか し，Ｇｅｒｇａｎ［１９７７：２６－２８］はモ ンゴル戦争の主導性 はむ しろチベ ットの ラサ政府

の側にあ った と考えている。即 ち，チベ ットの第 ５世ダ ライ ・ラマ （１６１７－１６８２・Ａ．Ｄ．）はその

宗教的権威 によ ってモ ンゴル，中国のみな らず， ブータ ン，シ ッキム，ネパ ール， ラダ ックに

対 し，政治的権力 と改革派であるゲール ク派の影響 の拡大をはか ろうとした。 当時， ラダ ック

における寺院 の多 くは古派 に属 し，ジャムヤンナムギ ャル以来 の守護僧はタ ックツァン（ｓＴａｇ－

ｔｈｓａｎｇ）で あり，守護聖人 はパ ドマサムバ ヴァ （Ｇｕｒｕ　Ｐａｄｍａ　ｓａｍｂｈａｖａ）であ った。セ ンゲナ

ムギ ャルと息子のデルダ ンナムギ ャルの時代には， ラダ ック王朝 と教会 は ラサ政府に耳をか さ

ず，セ ンゲナムギ ャルはガ リコルスム地方か らモ ンゴル軍を撃退 させ，ゲール ク派の寺 院に対

して も容赦を加えなか った。そ こで， センゲナムギ ャルの死去 にともない ラサ政府はモ ンゴル

を扇動 し， モ ンゴル僧 ガルダ ンツェワンの 指揮の もとに チベ ッ トーモ ンゴル軍 を もって ラダ ッ

ク攻略を行 なった。その目的は ラダ ックにおけるゲ ール ク派 の国教化 とガ リコルスム地方の獲

得にあ ったと考え られる。
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の独立を危 うくすることを意味するか らである。また，ゲールク派国教化は，ラダ ッ

ク王朝 と結びついていたカーギュ派の勢力を後退させることになる。したがって，カ

シミール軍の導入はラダ ック王国の独立とカーギュ派の存続をかけた政治的判断であ

ったと理解される。もっとも，この背景には従来のイスラム諸国との間の姻戚関係に

見 られるように，イスラムの方が寛容であるという認識があったと考えることもでき

よう。

　従来，モ ンゴル戦争におけるラダック王国の対応策に関しては，ラダ ック王が彼自

身 さ戦争に行 くことがなかったという事実，および窮境の故のカシミール太守への救

済が失策として批評される ［ＦＲＡＮｃＫＥ　 ｌ９７７：１２０］が，以上の点をふまえればこれ

らの解釈は必ずしもあてはまらない。むしろ，窮境にありなが らも王国の独立と宗派

の存続をかけた ラダ ック王国としての積極的な政治一宗教維持機構が機能 していたと

指摘することが可能である。

（３）　教会 と王朝の関係

　 この節 で は ラダ ック にお け る仏 教 の歴 史 的 背 景 と王 統 史 に基 づ く ラダ ック諸 王 と各

仏 教宗 派 との関 係 を記 載 し， 教 会 と王 朝 との関 係 につ いて 考 察 す る。

　 既 に述 べ た よ うに ， リ ンチ ェ ンザ ンポ （Ｒｉｎ－ｃｈｅｎ－ｂｚａｈ－ｐｏ），ア テ ィー シ ャ （Ａｔｉｓａ）

な ど イ ン ド仏 教 の影 響 の 強 い カダ ム派 （ｂＫａ’－ｇｄａｍｓ－ｐａ）以 後 ，最 初 に ラダ ック に入

った チ ベ ッ ト仏 教 はゲ ー ル ク派 で あ った。 ラダ ック王 統 史 に よ れ ば ，　 トラク ブ ムデ

（Ｇｒａｇｓ－ｈｂｕｍ－１ｄｅ　ｃ．１４００－１４４０　Ａ．Ｄ ．） の 時 ， ツ ォ ンカバ の礼 法 が導 入 され る。 即

ち， ラダ ックを 訪 れ た ゲ ール ク派 の使 節 に賛 同 した ラダ ック王 に よ りペ トゥ （ｄＰｅ－

ｔｈｕｂ） 寺 院 の 出現 を見 た と あ る。 も っ と も， これ 以 前 に ラダ ックが他 の チ ベ ッ ト仏

教 宗 派 と接 触 を持 た な か った と い うわ けで はな い。　 た とえ ば ， カ ー ギ ュ派 （ｂＫａｈ－

ｂｒｇｙｕｄ－ｐａ） の支 派 で あ るデ ィ グ ン派 （ｈＢｒｉ－ｇｕｈ－ｐａ） は ジ クテ ンゴ ンポ （ｈＪｉｇ－ｒｔｅｎ－

ｍｇｏｎ－ｐｏ：ｈＢｒｉ－ｇｕｈ　Ｄｈａｒｍ ａｓｖａｍｉｎ　ｌ　ｌ　４３－１２１７Ａ・Ｄ・） に よ って 創 設 され るが ， カ

イ ラサ （Ｋａｉｌａｓａ）周 辺 にお け る １２１５Ａ．Ｄ．の グヤ ガ ンバ （Ｇｈｕ－ｙａ－ｓｇａｈ－ｐａ） に よ る

布 教 活 動 に関 し， グゲ （Ｇｕ－ｇｅ），プ ラ ン （Ｐｕ－ｒａｈ）の諸 王 と共 に ラダ ック （Ｍ ａｈ－ｙｕｌ）

王 ラチ ェ ンゴ トルップ ゴ ン （Ｌｈａ－ｃｈｅｎ　ｄＮｏｓ－ｇｒｕｂ－ｍｇｏｎ　ｃ・１２９０－１３２０　Ａ・Ｄ・） が保

護 と援 助 を行 った と され る。 王 統 史 の 記載 に は ラダ ック王 が学 僧 を 中 央 チ ベ ッ トの ウ

・ツ ァ ン （ｄＢｕｓ－ｇｔｓａｈ）に留 学 させ る ことが 始 め られ た とあ るが，　Ｐｅｔｅｃｈ・Ｌ・［１９７８：

３１６］ は これ もデ ィグ ン ・カ ー ギ ュ派 の影 響 で あ ろ う と推 測 して い る。 も っ と も， ラ

ダ ック王 国 にお け る正式 な デ ィグ ン派 の確 立 は これ よ り後 で あ り， ドラシ ナ ム ギ ャル
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（ｂＫｒａ－Ｓｉｓ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ　ｃ． １５５５－１５７５　Ａ．Ｄ．，　ＰＥＴＥｃＨ； ｃ£ ｃ． １５００－１５３２　Ａ．Ｄ．，

ＦＲＡＮｃＫＥ） に よ る チ ョス ジ ェダ ンマ ク ンガ トラクパ （Ｃ６ｓ鱒 ｅ　ＩＤａｎ－ｍａ　Ｋｕｎ－ｄｇａｈ－

ｇｒａｇｓ－ｐａ） ρ 招 聰 に 始 ま る も ので あ る。 そ の後 ， セ ンゲ ナ ム ギ ャ ル （Ｓｅｈ－ｇｅ－ｒｎａｍ －

ｒｇｙａｌ　ｃ．１５９０－１６３５　Ａ．Ｄ．）の 治 世 ， ドッ ク ・カ ー ギ ュ派 （ｈＢｒｕｇ－ｐａ　ｂＫａｈ－ｂｒｇｙｕｄ－

ｐａ）の僧 タ ック ツ ァ ンラチ ェ ン （ｓＴａｇ－ｔｓｈａｆｉ－ｒａｓ－ｃｈｅｎ）が ラダ ック に招 聴 され ， ヘ ミ

寺 院 を 拠 点 に王 朝 の保 護 を受 けて 繁 栄 す る。 さ らに ， ラダ ック王 国末 期 の ツ ェ ワ ンナ

ム ギ ャル Ｈ世 （Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　ｌ　７５２－１７８２　ＡＤ ・）お よ び ラ チ ェ ンツ ェタ ンナ

ム ギ ヤ・レ（Ｌｈａ－ｃｈ・ｎ－［ｍ ｉ－ｈｇｙｕ・］Ｔ・ｈｅ－ｂ・ｔ・ｎ－ｒｎ・Ｍ －・ｇｙａｌ　１７８２－１８０８　Ａ．Ｄ．）はデ ィ

グ ン ・カ ー ギ ュ派 の僧 ， 第 ６代 ル トクダ ン・リ ンポ チ ェ （ｒＴｏｇｓ－ｌｄａｎ　Ｒｉｎ－ｐｏ－ｃｈｅ）の

教 えを 受 けて い る ［ＰＥＴＥｃＨ　 Ｉ９７８：３２５］。　 しか し， ツ ェ タ ンナ ム ギ ャル に は息 子 が

な く， ヘ ミ寺 院 の 僧 侶 とな って い た ツ ェパ ル ミギ ュル ド ン ト、レッブ ナ ム ギ ャル （Ｔｓｈｅ－

ｄｐａｌ－ｍｉ－ｈｇｙｕｒ　Ｄｏｎ－ｇｒｕｂ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　１８０８－１８３０　Ａ．Ｄ ．） が 王位 に つ き ， そ の息 子

で ラダ ック王 国 最 後 の王 で あ るツ ェ ワ ンラプ タ ンナ ム ギ ャル （Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｒａｂ－ｂｒｔａｎ－

ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　１８３０－１８３５　Ａ．Ｄ．） は， ド ック ・カ ーギ ュ派 と結 び つ くこ と にな る。

　 以 上 ， 述 べ た よ う に， チ ベ ッ ト仏 教 各 宗 派 は その 出発 点 にお い て は王 朝 の保 護 の 下

に ラダ ック に招 聰 され ， 布 教 の拠 点 を築 いて きた と い うこ とが で き る。 そ こで は， ラ

ダ ック王 国諸 王 は仏 典 カ ー ギ ュル （ｂＫａｈ－ｈｇｙｕｒ），タ ンギ ュ ル （ｂｓＴａｎ－ｈｇｙｕｒ） の 写

本 に努 め， 寺 院 に彪 大 な 宝 物 ，物 資 を奉 納 し， さ らに領 地 を も寄 進 した こ とが ， ラダ

ック王 統 史 に詳 細 な 目録 と と も に記 され るの で あ る。

　 ラダ ック王 国末 期 に は， 寺 院 はそ の維 持 の た め 国王 よ り譲 渡 され た ４，０００戸 か らの

収 入 源 ［ＣｕＮＮＩＮＧＨＡＭ　 １８５４：２６９１ を既 に確 保 す る に至 って い る。 ま た ， ラダ ック

王統 史 に記 され る ドラシナ ムギ ャル （ｂＫｒａ・６ｉｓ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　ｃ．１５００－１５３２　Ａ・Ｄ・） に よ

って制 定 され た ， 各 村 か ら僧 侶 にな るべ き者 の数 に関 す る規 則 に よ り，寺 院 は安 定 し

た人 材 の供 給 を確 保 した と考 え られ る。 した が って ， ラダ ック王 朝 に よ るチ ベ ッ ト仏

教各 宗 派 に対 す る擁 護 策 は， 宗 教 的繁 栄 の み な らず 寺 院 の 経 済 的 発 展 の 基 盤 とな った

と理 解 す る こ とがで き る。 教会 が ラダ ック王 国 の政 策 決 定 に明 確 な主 導 性 を現 わす よ

う にな るの は モ ンゴ ル戦 争 （ｃ．１６７９－１６８５Ａ．Ｄ ．） の 時 で あ る。 モ ンゴル 戦 争 にお け

る国 家 政 策 の 決定 に ラダ ック王朝 と ドック ・カ ー ギ ュ派 に よ る 政 治一宗 教 維 持機 構 が

働 いて い た と考 え得 る こ とに つ いて は， 前 節 にお い て既 に分 析 ，考 察 した 通 りで あ る。

しか し， 教会 と王 朝 との 政 治一宗 教 的 関 係 はモ ンゴ ル戦 争 の時 に始 ま った もの で は な

い。　 既 に セ ンゲ ナ ムギ ャル （Ｓｅｈ－ｇｅ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ　ｃ．１５９０－１６３５　Ａ．Ｄ ．；１５６９－１５９４

Ａ・Ｄ．）の 治世 に お いて ， セ ンゲ （獅 子） 王 とタ ック （虎 ） 僧 が ， 人 々に よ って太 陽 と
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月 と にた とえ られ ， ラダ ック王 国の 繁 栄 が賛 美 さ れ た時 に ， それ は確 立 して い た もの

と考 え る こ とが で き る。 そ れ以 前 にお いて も，　 ドラシ ナ ムギ ャル （ｂＫｒａ－ｓｉｓ－ｒｎａｍ －

ｒｇｙａｌ　ｌ　５００－－１５３２　Ａ．Ｄ．） カｓ， 殺 害 した敵 の ホル （Ｈｏｒ）の死 体 を王 宮 の あ る ナ ム ギ ャ

ル ツ ェモ （ｒＮａｍ－ｒｇｙａｌ－ｒｔｓｅ－ｍ ｏ）丘 に建 て た堂 の仏 像 の足 下 に 置 いた とい う ラダ ック

王 統 史 の 記 載 が あ る こ とか ら，既 に戦 争 と い う国 家事 業 にお け る宗 教 あ る い は教 会 の

役 割 を指 摘 す る こ とが で きる ので あ る。

　 しか し， モ ンゴル 戦 争以 後 ，教 会 は ラダ ック王 国 の 内 政 ，外 交 へ の直 接 の 関 与 を 行

な う こ とが， 王 統 史 よ り読 み取 る こ とがで き る。 特 に， 王 位継 承 問題 の表 面 化 す るデ

ス キ ョ ンナ ム ギ ャル （ｂＤｅ－ｓｋｙｏｈ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ　１７２０－１７３９　Ａ・Ｄ・） お よ び プ ンツ ォ ク

ナ ム ギ ャル （Ｐｈｕｎ－ｔｓｈｏｇｓ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ　ｌ　７３９－１７５２　Ａ．Ｄ・）以 後 にな る と，教 会 は抗 争

の 調 停 あ るい は 国王 の 処 遇 に関 し明 確 な 政 治権 力 を行 使 し， 寺 院 ，僧 侶 の個 別 具 体 的

な 名 前 が ラダ ック王 統 史 に登 場 す る。　 た とえ ば，　 ッ ェ ワ ンナ ム ギ ャル ｌｌ世 （Ｔｓｈｅ－

ｄｂａｈ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ　１７５２－１７８２　Ａ．Ｄ．）は ヘ ミ （Ｈｅ－ｍｉ）寺 院 に軟 禁 させ られ ， ま た彼 の

次 男 で 王 位継 承 権 を持 た な い ツ ェパ ル ミギ ュル ドン トルッブ ナ ム ギ ャル （Ｔｓｈｅ－ｄｐａｌ－

ｍ ｉ－ｈｇｙｕｒ　Ｄｏｎ－ｇｒｕｂ－ｒｎａｍ－ｒｇｙａ１） もヘ ミ寺 院 の僧 侶 とさ れ る。

　 さ らに， ラダ ック王 統 史 第 ８部 に は興 味 あ る記 載 が見 られ る。 即 ち， 後 に ラダ ッ

ク 王 国最 後 の 王 とな る ツ ェ ワ ン ラプ タ ンナ ム ギ ャル （Ｔｓｈｅ－ｄｂａｈ－ｒａｂ－ｂｒｔａｎ－ｒｎａｍ－

ｒｇｙａ１１８３０－１８３５　Ａ．Ｄ．） は， 木 一牛 年 （１８１７Ａ Ｄ．），僧 ヤ ンズ ィ ンガパ （Ｙａｈ－ｈｄｚｉｎ－

ｌｈａ－ｐａ） に よ りヘ ミ寺 院 の ビルパ ドル ジ ェ （Ｂｈｉ１－ｂａ－ｒｄｏ－ｒｊ　ｅ） の転 生 で あ る と理 解 せ

られ ， そ の居 所 もヘ ミ寺 院 と末寺 の テ チ ョク （Ｔｈｃｇ－ｍ ｃｈｏｇ）寺 院 と され るの で あ る。

これ らは いず れ も ド ック ・カ ー ギ ュ派 に属 す る寺 院 で あ り， この 決定 を教 会 に よ る王

朝 との融 合 政 策 の試 み と考 え る こ とが可 能 で あ る。

　 事 実 ， 同様 な試 み は ラダ ック王 国 が ドグ ラ戦 争 （１８３４Ａ．Ｄ・） に よ りそ の独 立 を失

った 後 ， デ ィグ ン ・カ ー ギ ュ派 に よ り現 実 化 さ れ る。 即 ち ， ツ ェ ワ ン ラプ タ ンナ ム ギ

ャル の 王 子 で あ るジ ク メ、ドク ンガ ナ ム ギ ャル （ｈＪｉｇｓ－ｍｅｄ－ｋｕｎ－ｄｇａ’－ｒｎａｍ－ｒｇｙａｌ） は

中央 チ ベ ッ ト生 ま れ で ガ ンゴ ン （ｓＧａｈ－ｓｈｏｎ：Ｐｈｙｉ－ｄｂａｈ チ ワ ン） 寺 院 に 派遣 され

た デ ィ グ ン ・カ ーギ ュ派 の第 ７代 転 生 ガ ワ ンデ レ ク ワ ンチ ュク （Ｎａｇ－ｄｂａｈ－ｄｇｅ－ｌｅｇｓ－

ｄｂａｈ－ｐｈｙｕｇ） を師 とす るが ， さ らにそ の息 子 はヤ ン リガ ル （Ｙａｈ－ｒｉ－ｓｇａｒ） に学 び学

者 と な って ラダ ック に帰 還 す る と，第 ８代 転 生 ル トクダ ン ・リンポ チ ェ ・ナ ワ ン ロｔト

ギ ャ ル ツ ェ ン （ｒＴｏｇｓ－ｌｄａｎ　Ｒｉｎ－ｐｏ－ｃｈｅ　Ｎａｇ－ｄｂａｈ－ｂｌｏ－ｇｒｏｓ－ｒｇｙａｌ－ｍ ｔｓｈａｎ） とな り，

ラマ ユ ル寺 院 ， ガ ンゴ ン寺 院 の 修 復 を行 な う ［ＰＥＴＥｃＨ　 ｌ９７８：３２５ユ に至 るか らで あ

る 。
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　以上，述べたようにチベット仏教各宗派は，経済的基盤の充実に伴い内政外交に係

る国家政策の決定に関与し， 政治一宗教機構を確立する。そして， 最終的には仏教各

宗派は弱体化 したラダ ック王朝 との融合政策による新 らしい形の統合機構の形成へと

向かったと考えることができる。 しかし，結果的には，シーク王国 ドグラ軍のラダ ッ

ク王国征服により，教会と王朝 との融合化とその維持は独立国家としてのラダ ック王

国の統合機構として実現されるには至 らなかったと理解することができるのである。

５． 結 論

　以上，西チベットにおけるラダ ック王国史の人類学的考察を歴史一生態学的視点か

ら行なった。その結果，経済機構，政治機構，宗教機構に関 して次の事が明らかとな

った。

　経済機構については，ラダック王国の成立から発展に至る経済的基盤 として，交易

活動という交易経済が重要な役割をはたしていることが指摘される。 この交易経済の

特徴はラダ ック，チャンタンなど西チベット高地産の山羊毛であるパ シュムのカシミ

ールへの原料輸出，および中央アジアとインドとの間の南北交易における中継交易活

動にある。前者では，ラダック王国は交易経済における原料生産者 としての地位を占

め，後者では交易活動の仲介的役割を持つ。隣接諸国間との和平条約，交易協定の締

結は，交易路の確保，交易活動の制御が国家政策として行なわれていることの証拠で

あり，ラダ ック王国における経済一政治機構の存在を示す ものである。

　 ラダ ック王国の政治機構 は王朝，官僚，教会により構成され，租税および関税は国

家歳入として王と宰相の利益 となる。さらに，交易商品の関税免税の特権が王と官僚

にあり，彼等による交易商業活動に利益を与える。 したがって，王 と宰相 とは国家歳

入の最高位における再配分者 としての地位を占めるということができる。国家歳入は

王宮における財産，宝物 として蓄積され，また寄進として寺院に配分，蓄積される。

王朝は系譜的に継承 される。 特にワムレ （Ｗ ａｍ－ｌｅ）の調停以後，王位は長男が継

承 し，弟は僧侶になること， ザ ンカル （Ｚａｈｓ－ｄｋａｒ）王国，ヘナスク （Ｈｅ－ｎａｓ－ｓｋｕ）

王国の存続は認めるが，ラダック王国においては一つの王国に２人の王は認めない，

という王位継承の方法に関する原則が確立される。 宰相 はカロン （ｂｋａｈ－ｂｌｏｎ）と呼

ばれる貴族の家系から選出される。 したがって，彼等 と他の農牧民との間に明確な階

層制を認めることができ，王国は専制国家的形態をとる。しかし，政治権力に関 して

は王権が必ずしも絶対ではなく，宰相および教会による王権に対する牽制を指摘する
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ことができる。特に，ラダック王国衰退期には王朝と宰相 との間の拮抗関係，宰相に

よる王朝との融合政策が明確化する。さらに，この背後には宰相を選出する地方貴族

領主間の対抗関係を指摘することができる。

　宗教機構について，仏教維持機構としての対イスラム政策を指摘することができる。

これはラダ ック王国と西方隣接諸国との間の文化的，宗教的境界の形成と維持という

機能的役割を持つ。さ らに，チベット仏教内部の宗派である ドック ・カーギュ派によ

る対ゲールク派，即ち対チベット政策を指摘することができる。 これ ら宗教維持機構

は， 一方で仏教一イスラム間， および仏教諸宗派内の対抗関係を政治的に顕在化 し，

他方で教会による王権の牽制， 王朝との融合政策という宗教一政治機構の形成を可能

としている。結果 として，教会は内政的には民衆教化という社会的機能を持ち，外交

的には隣接諸国間との戦争，和平という国家政策に関する政治的機能を持つ。

　 したがって，序論において設定した第 １の問題である生態，経済，政治，宗教相互

間の関係とは，ラダック王国の統治機構，あるいは統合機構であるということができ

る。 この統合機構 とは，経済的には交易経済を基盤 とし，宗教的には仏教国としての

文化的アイデンティティを持ち，政治的には王権国家としてのラダ ック王国の独立と

存続を中軸とする。 しかし，その内部は王朝と宰相，王朝と教会それぞれの間におけ

る拮抗関係，さらにその背後における地方貴族領主間，仏教諸宗派間の対抗関係によ

り作動していると考えることが可能である。

　次にこの機能的関係が，ラダ ック王国の歴史的過程 と如何に関連 しているのかとい

う第 ２の問題に関しては以下の様に考えることができる。即ち，ラダ ック王国の成立，

発展，衰退 という歴史的 （時間的）過程は，ラダック王国の統合機構の動態的変化そ

のものである。 ラダック王国の成立とは，王朝による独立領主であった地方諸領主の

支配と交易路，交易活動の確保であり，交易経済基盤の確立であった。さらに，ラダ

ック王国の発展 とは，王朝の覇権拡大政策に支えられた交易経済の充実と制御の確立

過程である。 この経済機構は王朝，官僚，教会から成 る政治機構を確立させ，この政

治機構はさらに経済基盤の維持機構として機能する。宗教は王権を支持 し，正当化す

るために機能 し，官僚は王権のもとでの行政機関として機能する。もっとも，この政

治機構はラダック王国の発展により新らたに出現 したものではない。王，官僚，宗教

専門家の存在は既に吐蕃王国において，ッェンポ （君主）が右手にシャーマ ン長を従

え， 左手に大臣を従える三頭鼎坐の形で運営されていた可能性がある ［佐藤　１９５９：

７１６］ ことに示されるように，ｔラダッグ王国成立時以前か らその模範があったか らで

ある。 しかし，これがラダ ック王国の統合機構 として機能するに至るには，経済基盤
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の充 実 と これ に伴 な う政 治機 構 の変 化 と調 整 が 必 要 で あ った と考 え る こ とがで き る。

特 に ， １４００Ａ．Ｄ． の ラダ ッ ク 王 国 発 展 期 に相 当 す る 第 ２次 王朝 以 後 に 建 立 さ れた

ａｎｕｔｔａｒａ－ｙｏｇａ 系 寺 院 が ， 民 衆教 化 ，現 世 利 益 信 仰 と い う特 徴 を持 ち， そ れ以 前 の 喩

伽 観 法 を 中心 と し民 衆 教 化 を 目的 と しな い ｙｏｇａ－ｔａｎｔｒａ 系 密 教 と は異 質 で あ る こと

は， ラダ ック王 国 の統 合 機 構 にお け る宗教 の新 た な役 割 を示 唆 す る もの で あ る。 さ ら

に政 治機 構 そ の もの に お いて もセ ンゲ ナ ム ギ ャル （Ｓｅｈ－ｇｅ－ｒｎａｍ －ｒｇｙａｌ） に見 られ る

様 に国 王 と宰 相 とを兼 任 す る と い う強 力 な 統 治権 の形 成 を指 摘 す る こ とが で き るの で

あ る。

　ラダック王国の衰退とは，交易経済の充実が政治機構の維持のために機能するので

はな く，むしろ権力の分散化を引き起こした結果によるものである。即ち，交易経済

による利益の再配分 は教会および地方貴族領主である宰相の経済力増大を可能とし，

王朝，宰相，教会の経済的，政治的権力の分化を出現させたと考えることができる。

王権は相対的に弱体化 し，王朝の形骸化 と，宰相および教会による王朝の融合政策が

とられる。王朝との融合政策における宰相，教会それぞれの方法は異なっている。即

ち，宰相は自分の娘を王妃とすることによる外戚関係の強化を通 して王権との融合を

計ろうとした。これに対 して，教会 は王子をチベット仏教宗派の高僧の転生であると

認定することにより王権との融合を実現しようとした。

　 ラダック王国の独立を失わせるのは最終的にはシーク王国 ドグラ軍による侵略であ

り，またラダック王国の衰退は王統史には王位継承権をめぐる王朝の内部抗争と王個

人の資質に起因するものであると記載される。 しかし，ラダ ック王国の衰退とは，人

類学的視点からの考察に基づけば，ラダ ック王国の統合機構の変化に他な らない。 こ

の機構変化の特徴は王朝と宰相，王朝と教会 という政治的，経済的拮抗関係を対立関

係として顕在化することなく，宰相および教会がそれぞれ王朝 との融合政策を試み，

王権を形骸化したことである。

　第 ３の問題であるラダック王国の歴史的過程における生態学的意味については以下

の様に考えることができる。即ち，生態的要因は経済的基盤となるのみでなく，経済，

政治，宗教機構との間のフィー ド・バ ック機構を通 して王国統合機構における動的構

成要素として位置づけることができる。 このことは，特にラダ ック王国の成立から発

展過程において明確である。即ち，ラダ ック王国の生態的，地理的条件が交易経済を

可能 とするものであることについては既に記載 したとおりであるが，この条件のみに

よって王国成立の十分条件とすることはできない。ラダ ック王国成立以前あるいは以

後においても，中央アジァとインドとを結ぶ南北交易幹線路はラダック王国経由のも
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の で はな く， イ ンダ ス河 中 流 の ガ ンダ ー ラ （Ｇａｎｄｈａｒａ） か らギル ギ ッ ト （Ｇｉｌｇｉｔ）を

経 て カ ラ コル ム 山脈 西 端 あ る い はパ ミール高 原 を越 え る も ので あ った と考 え る こ とが

で き９）， ラダ ック王 国経 由の カ シ ミール （Ｋ ａｓｈｍ ｉｒ） か ら大 ヒマ ラヤ 山脈 ゾ ジ峠 ， お

よび カ ラ コル ム山脈 東 端 の カ ラコル ム峠 を 越 え ヤ ル カ ン ド （Ｙａｒｋａｎｄ） に至 る交 易路

の利 用 は， ラダ ック王 国 の積 極 的 な開 発 の 結 果 で あ る と解釈 す る こ とが で き るか らで

あ る。 した が って ，政 治 的統 制 を もって は じめ て 交 易 活 動 が ラダ ック王 国の 交 易 経 済

と して の 位 置 を 確 立 した と考 え られ る。 さ らに， この 経 済基 盤 の充 実 が政 治 機 構 に変

化 を もた らす 要 因 とな る と い う正 の フ ィー ド ・バ ック機 構 を 指 摘 す る こ とが で きる。

この政 治機 構 は交 易 協 定 を 通 して ラダ ッ ク王 国 と隣 接 諸 国 との 間 に 政 治 的境 界 を形 成

す る。 さ らに王朝 と教 会 と に よ る政 治一宗 教 機 構 に よ り， 宗 教 が 政 治 的境 界 の維 持 機

構 と して の機 能 を持 つ に至 る と考 え る こ とが で きるの で あ る。

　 交 易 商業 活 動 が他 の ヒマ ラヤ 地 域 にお い て も，経 済 的 ， 文 化 的 に重 要 で あ る こ とに

関 して は 従 来 よ り 指 摘 され て い る と こ ろで あ る ［川 喜 田　 １９６６：２９１－２９７；ＦｔｉＲＥＲ－

Ｈ ＡＩＭＥＮＤｏＲＦ　 ｌ９７８：３３９－３５７；飯 島 　 １９８２：６５－１０９］。　 しか し， 本 稿 で 論 じた よ う

に， ラダ ック王 国 にお け る交 易 の特 徴 は， 政 治 的一宗 教 的機 構 を通 して ， それ が ， 王

国の 形 成 に まで 統合 さ れ て い る とい う点 にあ る。 この よ うな王 国統 合 機 構 とそ の 変 化

は ラダ ック王 国 の 新 た な生 態 的地 位 （ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌ　ｎｉｃｈｅ）の確 立 と して 理 解 され るべ き

で あ る。 生 態 的 地 位 と は， 既 に序 論 で述 べた よ う に単 な る外 的環 境 条 件 で は な く， 人

間 活 動 を通 して 形 成 され 境 界維 持機 能 を持 つ ラダ ック王 国 の全 体 的位 置 づ け そ の もの

で あ る と考 え るこ とが で き る。 した が って ，生 態 的 地 位 と は ラダ ッ ク王 国 の統 合 機 構

と一 体 の もの と して 考 察 され る必 要 が あ る。 ラダ ック王 国 の成 立 ，発 展 ，衰 退 とい う

歴 史 的過 程 は ， 国家 あ る い は文 明 の 起 源 と文 化 進化 ［］ＦＲＩＥＤ　 Ｉ９６７；ＳＥＲｖｌｃＥ　 ｌ９７５；

梅棹　 １９８１］ とい う一 般 的 問 題 の 中 に位 置 づ け る こ とが で き る が， こ こで も生 態 的地

位 とい う概 念 を 用 いた 歴 史 一生 態学 的視 点 が必 要 で あ る。 無 論 ， ラダ ック王 国 は原 初

９）吐蕃の勢 力拡大の時期，唐 と吐蕃とはパ ミール高原の交通の要衝 に位置す る勃律，護密方面

で争覇 したこ とが次の様に述べ られる ［嶋崎　 １９７７＝５０９－５１０］。 即 ち，開元の頃，大 勃律 （バ

ルテ ィスタ ン）は吐蕃 の支配する ところであ ったが，大勃律が吐蕃に攻め られた時その王が逃

れて小勃律 （ギルギ ッ ト）をたてたいきさつがあ り，唐に親 しみ唐に入朝 してい る。護密 はワ

ッハ ンにあた り， ここもしば しば吐蕃に苦 しめ られた。 開元１０年 （７２２Ａ・Ｄ・）， 小勃律は吐蕃

に囲まれ唐 に救援を求めたので，疏勒 （カシュガル）か ら出兵 して これを救 った。 しか し，開

元２２年 （７３４・Ａ．Ｄ．）か ら２５年 １こか けて吐蕃は しば しば小 勃律を撃 ち， ついにこの国 に吐蕃の勢

力がおよび，王も代 り，吐蕃か ら王妃 をむかえ吐蕃の配下 に入 った。また唐 に通 じていた護密

も７３４年 頃か ら１０年 くらいの間に吐蕃の支配を受 けることにな った。唐は天 寳 ６載 （７４７Ａ・Ｄ・）

ついに高仙芝に命 じてパ ミール遠征を行なわ しめた。仙芝 は小勃律王を降 し，護 密なども唐に

服せ しめた。ついで仙芝 は天寳 ９載 （７５０Ａ・Ｄ・）吐蕃 と結んでいた規師 （チ トラル）を討つた

めパ ミールを越え，その王を とりこに した。
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的国家であるというよりは既にあった模範に従った二次的国家と考えるのが妥当であ

り，おそらくは征服王朝に起源するものか１０），あるいは現実には小独立王国の統一に

よりながらも系譜的には吐蕃王朝に起源をもとめるという正当化を行なったものかの

いずれかであろう。 しかし，その形成過程 において，生態的要因と交易活動を機軸に

してフィー ド・バ ック機構をそなえた経済一政治一宗教機構 という王国統治機構あるい

は統合機構を出現させたということは，既に論 じたところで明確にされてきたものと

考えることができる。

　このラダ ック王国という国家の生態的地位の特徴 は，内部完結性 という閉鎖性では

な く，政治的境界および宗教的境界を越えて文化，経済交流を可能にするという透過

性という点にある。経済，文化交流の担い手はカシミール商人であり，さらにヤルカ

ンド商人とラダ ック女性との混血である アルゴン （’Ａ［ｒ］－ｒｇｏｎ）と呼ばれる交易専業

集団である。 彼等は交易経済に伴う交易活動者 として， ラダ ック王国の地理的一政治

的境界の侵害を行なう。しかし，彼等イスラムと仏教徒ラダ ック住民との間には宗教

的境界が存在 し，両者のアイデ ンティティを分離する。 この宗教的アイデンティティ

がラダック王国の交易経済を基盤 とした南北の文化一経済交流 という透過性を可能 と

し，かつラダ ック王国の統合機構として機能 していると理解することができるのであ

る。
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